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  ○職務のため出席した事務局職員 

    議会事務局長  山 邉 浩 久     書    記  北 野 勝 之 

    議会事務局長補佐  神 保 悦 子 

 

  ○議事日程（第１号） 

    令和７年９月５日  午前10時00分開議 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第２ 報告第５号 専決処分の報告について（令和７年度中能登町一般会計補正予算 

              ） 

 

        議案第11号 中能登町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい 

              て 

 

        議案第12号 中能登町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び中能登町職員 

              の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第13号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向 

              上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会 

              形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

              に関する条例について 

 

        議案第14号 中能登町議会議員及び中能登町長の選挙における選挙運動の公費 

              負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第15号 令和７年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第16号 令和７年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

        議案第17号 令和７年度中能登町介護保険特別会計補正予算 

 

        議案第18号 令和７年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算 

 

        議案第19号 令和７年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

 

        議案第20号 令和７年度中能登町水道事業会計補正予算 

 

        議案第21号 令和７年度中能登町下水道事業会計補正予算 

 

        議案第22号 中能登町過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

        議案第23号 町道路線の認定について 
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        認定第１号 令和６年度中能登町一般会計歳入歳出決算認定について 

 

        認定第２号 令和６年度中能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

              ついて 

 

        認定第３号 令和６年度中能登町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

        認定第４号 令和６年度中能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

              いて 

 

        認定第５号 令和６年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定 

              について 

 

        認定第６号 令和６年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算認 

              定について 

 

        認定第７号 令和６年度中能登町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 

        認定第８号 令和６年度中能登町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 

   日程第３ 常任委員会付託 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） 改めておはようご

ざいます。 

 12番 坂井幸雄議員から病気療養のため、

５番 澤 良一議員から通院治療のため、そ

れぞれ欠席届が提出されていますので、報告

します。 

 ただいまの出席議員数は10名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより令和７年度中能登町議会９月定

例会議を再開します。 

 なお、本定例会議の会議期間は、会議日程

表のとおり、本日から９月24日までの20日間

といたします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 次に、諸般の報告をいたします。 

 地方自治法第121条の規定による、本会議

に出席する者を、別紙の説明員、職、氏名一

覧表として、お手元に配付しましたので、ご

了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（南 昭榮議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会議の会議録署名議員は、会議規則

第 121 条の規定により、３番 合田 宏議員、

４番 角 久子議員を指名いたします。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（南 昭榮議員） 日程第２ 

 議事日程のとおり、報告第５号、議案第

11 号から議案第 23 号まで、認定第１号から

認定第８号まで 

 以上の報告１件、議案 13 件、認定８件を

一括して議題とします。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（南 昭榮議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和７年度中

能登町議会９月定例会議の開会に当たり、町

の近況について申し述べるとともに、提案い

たしました各議案について、ご説明をいたし

ます。 

 まず初めに、今年の夏は例年を上回る厳し

い暑さに見舞われ、７月から40度にせまる猛

暑が続き、ほとんど雨が降らなかったことに

より、全国各地で深刻な水不足となりまし

た。 

 また、８月に入ると、一変して前線の停滞

と低気圧の影響により、全国各地で大雨が発

生し、特に九州、四国、北陸、東北地方では

線状降水帯が発生し、24時間雨量が最大で

400ミリを超えるところも多く、石川県で

も、金沢市で24時間雨量が300ミリを超え、

市内各地で浸水被害が発生し、七尾市では国

道が陥没するなど被害が発生しました。 

 当町では、幸いにして大きな被害はなかっ

たものの、９月以降の台風や秋雨前線などに

は、十分に注意を払い、万全な備えに努めた

いと考えております。 

 ９月に入りましたが、依然として厳しい残

暑が続く予報となっており、秋の気配が感じ

られるのは、まだしばらく先になる見通しで

あると思います。 

 町では、連日のように熱中症警戒アラート

をお知らせして、熱中症への注意を呼びかけ

ておりますが、町民の皆様におかれまして

は、エアコンの適切な使用や小まめな水分補

給と塩分補給を行い、熱中症には十分気をつ

けていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、本定例会議に提案いたしました

議案の主な内容につきまして、順次、ご説明

をいたします。 
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 初めに、報告第５号 専決処分の報告につ

いては、８月11日から12日にかけての大雨に

よる、災害復旧に関する調査に必要な経費と

して、令和７年度中能登町一般会計補正予算

を８月13日付で専決処分を行いましたので、

地方自治法第130条第２項の規定により議会

に報告するものであります。 

 次に、議案第11号 中能登町一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の制定について

であります。 

 この条例は、地方公共団体の一般職の任期

付職員の採用に関する法律に基づき、一般職

の職員の任期を定めた採用及びその職員の給

与の特例に関し、必要な事項を定めるもので

あります。 

 次に、議案第12号 中能登町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例及び中能登町職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。 

 この条例は、地方公務員の育児休業等に関

する法律の一部を改正する法律の公布によ

り、育児に係る両立支援制度を利用しやすい

環境を整備するため、所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第13号 情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めのデジタル社会形成基本法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例についてであります。 

 この条例は、情報通信技術の活用による行

政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデ

ジタル社会形成基本法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、所要の改正を行うものであ

ります。 

 次に、議案第14号 中能登町議会議員及び

中能登町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 この条例は、公職選挙法施行令の改正に伴

い、衆議院議員及び参議院議員の選挙におけ

る選挙運動に関し、選挙運動用ビラの作成等

の公営に要する経費に係る限度額が引き上げ

られたことから、当該条例について所要の改

正を行うものであります。 

 次に、議案第15号 令和７年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ８億23万3,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ191億4,628万1,000円とするもので

あります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、後期高齢者健診業務及び集団がん検診

等業務については令和８年度まで、公共施設

等ＬＥＤ化事業については令和８年度から令

和19年度までを期間として、それぞれの限度

額を設定するものであります。 

 第３表地方債補正につきましては、農業農

村整備事業債のほか９つの事業について、限

度額6,840万円を追加するものであります。 

 補正予算の歳入の主なものは、第10款地方

交付税の普通交付税として9,321万3,000円、

第14款国庫支出金の災害復旧費国庫負担金と

して7,438万8,000円、教育費国庫補助金とし

て1,100万円、総務費国庫補助金として5,980

万円、第15款県支出金の総務費県補助金とし

て１億2,041万6,000円、消防費県補助金とし

て2,600万円、第10款繰越金として３億3,808

万5,000円、第20款諸収入の雑入として5,335

万8,000円、過年度収入として2,370万1,000

円をそれぞれ増額するものであります。 

 また、第14款国庫支出金、土木費国庫補助

金の社会資本整備総合交付金として2,254万

6,000円、第18款繰入金の財政調整基金繰入

金として１億6,637万4,000円をそれぞれ減額

するものであります。 

 補正予算の歳出で主なものは、第２款総務

費の一般管理事業として３億229万1,000円、

定額減税補足給付金事業として6,077万円、
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広報広聴事業として2,316万7,000円、能登創

生住まい支援金交付事業として１億円、第９

款消防費の防災対策費として5,607万2,000

円、防災安全交付金事業として5,495万3,000

円、第10款教育費の中学校管理費として

2,200万円、体育施設維持管理事業として

4,338万6,000円、第11款災害復旧費の公共施

設災害復旧事業費として7,474万5,000円をそ

れぞれ増額するものであります。 

 また、第８款土木費の社会資本整備総合交

付金事業として4,038万1,000円を減額するも

のであります。 

 次に、議案第16号 令和７年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

150万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億3,829万円とするもので

あります。 

 補正予算の主なものは、保険料還付金の増

額であります。 

 次に、議案第17号 令和７年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,123

万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ26億4,444万9,000円とする

ものであります。 

 補正予算の主なものは、国県等返還金の増

額であります。 

 次に、議案第18号 令和７年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ10

万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ19億4,910万7,000円とする

ものであります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、国保特定健診業務について令和８年度

までを期間とし、限度額を設定するものであ

ります。 

 補正予算の主なものは、国県等返還金の増

額であります。 

 次に、議案第19号 令和７年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞ

れ2,369万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億8,041万9,000円

とするものであります。 

 補正予算の主なものは、アル・プラザ鹿島

周辺における光ケーブルの整備費でありま

す。 

 次に、議案第20号 令和７年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

支出で人事異動に伴う人件費として、133万

円を、資本的収入で老朽管更新事業における

国庫補助金の確定に伴う企業債限度額の増額

により、660万3,000円をそれぞれ増額するも

のであります。 

 次に、議案第21号 令和７年度中能登町下

水道事業会計補正予算につきましては、収益

的収入で一般会計補助金及び災害復旧事業国

庫補助金として1,003万9,000円、収益的支出

で下水処理場の維持管理費及び人事異動に伴

う人件費、震災復旧仮設ポンプ設置費として

2,030万8,000円をそれぞれ増額するものであ

ります。 

 また、資本的収入では、社会資本整備総合

交付金事業における国庫補助金の確定及び災

害復旧事業の実施に伴う企業債限度額の増額

等により、1,267万4,000円を、資本的支出で

は、災害復旧費として240万5,000円をそれぞ

れ増額するものであります。 

 また、債務負担行為の追加で、下水道処理

施設に係る維持管理業務委託及び水質検査業

務について、令和８年度から令和10年度まで

を期間として、それぞれ限度額を設定するも

のであります。 

 次に、議案第22号 中能登町過疎地域持続

的発展計画の変更についてであります。 

 この計画を変更するに当たり、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法の規定

により、議会の議決を求めるものでありま
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す。 

 次に、議案第23号 町道路線の認定につい

ては、新たに２路線を認定するものでありま

す。 

 次に、認定第１号から認定第８号までにつ

いて、ご説明いたします。 

 これら８件の認定案件につきましては、令

和６年度各会計の決算について監査委員の審

査が終了いたしましたので、一般会計及び各

特別会計につきましては、地方自治法の規定

により、また、水道事業会計及び下水道事業

会計につきましては、地方公営企業法の規定

により、それぞれ監査委員の意見を付して、

議会の認定を求めるものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

きまして、その大要をご説明申し上げまし

た。議員各位におかれましては、慎重なるご

審議をいただき、適切なる議決を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、提案理由の説明 

を終わります。 

 訂正を申し上げます。 

 先ほど報告第５号のところで、地方自治法

第180条を第130条と申し上げました。正しく

は第180条でありますので、訂正させていた

だきます。 

 それと繰越金の第10款と申し上げました

が、第19款でありますので、訂正させていた

だきます。 

○議長（南 昭榮議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議 案 説 明 

○議長（南 昭榮議員） これより、本定例

会議に上程されました報告１件、議案13件、

認定８件について一括して議案の説明及び質

疑を行いますが、執行部におかれましては、

説明は簡潔、明瞭で、答弁は的確なものとさ

れるよう求めておきます。 

 なお、予算関係の議案第15号から議案第21

号までの補正予算についての質疑は、９日の

予算決算常任委員会で行いますので、ここで

質疑は省略します。 

 また、認定第１号から認定第８号までの決

算認定については、説明及び質疑ともに、10

日からの予算決算常任委員会で行いますの

で、ここで説明及び質疑は省略します 

 それでは、報告第５号について説明を求め

ます。 

 本件は、地方自治法第180条の規定による

報告事項であり、承認、議決を要するもので

はないことを申し添えておきます。 

 議案書は、５ページから13ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、令和

７年度９月定例会議議案書の５ページをご覧

ください。 

 報告第５号 専決処分の報告について、地

方自治法第180条第１項の規定に基づき、令

和７年度中能登町一般会計補正予算を、次の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告するものであります。 

 続いて、７ページをご覧ください。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ95万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ183億4,604

万8,000円とするもので、令和７年８月13日

付で専決したものであります。 

 続いて、12ページをご覧ください。 

 歳入になります。 

 18款繰入金の基金繰入金、財政調整基金繰

入金95万円は、財源調整のため基金から繰入

れを行ったものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 木幡学校教育課長 

  〔木幡嘉広学校教育課長登壇〕 

○木幡嘉広学校教育課長 それでは、議案書

の13ページをお願いいたします。 

 歳出になります。 
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 11款４項１目、事業名１公立学校施設災害

復旧事業費で12節委託料について95万円を増

額補正するものです。 

 これは、８月12日の大雨で鳥屋小学校登校

坂ののり面の一部が崩壊し、歩道部分、延長

およそ10メートルを土砂で埋めるという被害

がありました。 

 のり面上部には校庭からの雨水を受け止

め、流すための側溝が設置されておりました

が、水があふれるなど、一部に集中して水分

を多量に含んだため崩壊したものと見ており

ます。 

 歩道を埋めた土砂につきましては、既に撤

去し、大型の土のうをのり面に設置し応急処

置を施しております。 

 また、その後の現地確認で、低学年棟の犬

走り部分に能登半島地震で入ったと思われる

亀裂が、多少開いているような形跡が発見さ

れ、地滑りの可能性もあることから、地滑り

調査及びのり面崩壊の復旧に係る設計委託費

95万円を補正するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。報告第５号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で報告第５号の報告を終結します。 

 次に、議案第11号 中能登町一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の制定につい

て、説明を求めます。 

 議案書は、14ページから17ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の14ページをご覧ください。 

 議案第11号 中能登町一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の制定について、上記

の議案を別紙のとおり提出するものでありま

す。 

 議案書は15ページから17ページまでですけ

ども、条例の条文を掲載しております。内容

につきましては、説明資料の２ページで説明

いたします。そちらをご覧ください。 

 まず、今回の制定の理由ですけども、地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関す

る法律に基づき、一般職の職員の任期を定め

た採用及び任期を定めて採用された職員の給

与の特例に関し必要な事項を定めるものであ

ります。 

 制定の概要ですけども、一定の期間に限っ

て従事させることが、公務の能率的運営を確

保するために必要な場合に、任期を定めて採

用することができるものであります。 

 この条例の施行期日は、公布の日でありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第11号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第12号 中能登町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例及び中能登町職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について、説明を求めます。 

 議案書は、18ページから22ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の18ページをご覧ください。 

 議案第12号 中能登町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例及び中能登町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、上記の議案を別紙のとおり提出するも

のであります。 

 議案書は19ページから22ページまでです
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が、説明資料の３ページで説明いたします。 

 まず、改正の理由ですけども、地方公務員

の育児休業等に関する法律の一部を改正する

法律の公布により、育児に係る両立支援制度

を利用しやすい勤務環境の整備を行うため、

所要の改正を行うものであります。 

 改正の概要ですが、第１条関係では、中能

登町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正について、職員に対して出生時にお

ける両立支援制度等を知らせるための措置を

講ずること及び制度又は措置に係る職員の意

向を確認するための措置を講じるものであり

ます。 

 第２条関係では、中能登町職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について、現行の

「１日につき２時間を超えない範囲内の育児

時間」を取得する、又は、法の改正により新

たに措置された「１年につき条例で定める時

間を超えない範囲内」の育児時間を取得でき

ることを定めるものであり、その上限につい

ては、常勤職員は、77時間30分、非常勤職員

は、１日当たりの勤務時間に10を乗じて得た

時間であります。 

 この条例の施行期日は、令和７年10月１日

であります。 

 説明資料の４ページから11ページまでは、

新旧対照表を掲載しております。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第12号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第13号 情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めのデジタル社会形成基本法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例について、説明を求めます。 

 議案書は、23ページから24ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の23ページをご覧ください。 

 議案第13号 情報通信技術の活用による行

政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデ

ジタル社会形成基本法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

について、上記の議案を別紙のとおり提出す

るものであります。 

 議案書は24ページですが、説明資料の12ペ

ージで説明いたします。 

 まず、改正の理由ですが、情報通信技術の

活用による行政手続等に係る関係者の利便性

の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を

図るためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を

行うものであります。 

 改正の概要ですが、改正法の施行により、

行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律について、条項

にずれが生じるため、条項を引用している例

規の規定を改正するものであります。 

 該当する例規は、中能登町行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関す

る条例及び中能登町議会の個人情報の保護に

関する条例であります。 

 この条例の施行期日は、公布の日ですが、

条例の適用は、令和７年４月１日からであり

ます。 

 説明資料の13ページから15ページまでは、

新旧対照表を掲載しています。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第13号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 
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○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第14号 中能登町議会議員及び

中能登町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正する条例につい

て、説明を求めます。 

 議案書は、25ページから26ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の25ページをご覧ください。 

 議案第14号 中能登町議会議員及び中能登

町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例について、上

記の議案を別紙のとおり提出するものであり

ます。 

 議案書は26ページですが、説明資料の16ペ

ージで説明いたします。 

 まず、改正の理由ですが、公職選挙法施行

令の改正に伴い、衆議院議員及び参議院議員

の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用

ビラの作成等の公営に要する経費に係る限度

額が引き上げられたことにより、所要の改正

を行うものであります。 

 改正の概要ですが、選挙運動用ビラ作成の

公費負担について、１枚当たりの作成単価

は、現行７円73銭ですが、これを８円38銭と

すること、また、選挙運動用ポスター作成の

公費負担について、１枚当たりの作成単価を

積算する基準額は、現行541円31銭ですが、

これを586円88銭とするものであります。 

 この条例の施行期日は、公布の日でありま

す。 

 説明資料の17ページから18ページまでは、

新旧対照表を掲載しています。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第14号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第15号 令和７年度中能登町一

般会計補正予算について、説明を求めます。 

 議案書は、27ページから58ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の27ページをご覧ください。 

 議案第15号 令和７年度中能登町一般会計

補正予算であります。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ８億23万3,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ191億4,628万1,000円とするものでありま

す。 

 また、債務負担行為の追加については、第

２表債務負担行為補正によるものとし、地方

債の変更については、第３表地方債補正によ

るものとします。 

 続いて、32ページをご覧ください。 

 第２表債務負担行為補正であります。 

 まず、後期高齢者健診、集団健診業務につ

いては、期間を令和８年度とし、限度額を

510万円とするものであります。 

 次に、集団がん検診等業務については、期

間を令和８年度とし、限度額を1,730万円と

するものであります。 

 次に、公共施設等ＬＥＤ化事業について

は、期間を令和８年度から令和19年度までと

し、限度額を35億円とするものであります。 

 続いて、33ページをご覧ください。 

 第３表地方債補正であり、限度額の変更を

行うものであります。 

 まず、農業農村整備事業債では、1,630万

円を2,210万円とし、580万円を追加するもの

です。 

 次に、一般町道整備事業債では、7,690万

円を6,350万円とし、1,340万円を減額するも

のであります。 
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 次に、体育施設維持管理事業債では、790

万円を4,420万円とし、3,630万円を追加する

ものです。 

 次に、一般単独施設改修事業債では、

5,290万円を5,380万円とし、90万円を追加す

るものです。 

 次に、学校教育施設整備事業債では、

3,950万円を5,110万円とし、1,160万円を追

加するものです。 

 次に、防災対策事業債では、750万円を

1,240万円とし、490万円を追加するもので

す。 

 次に、補助災害復旧事業債では、２億

7,270万円を２億7,370万円とし、100万円を

追加するものです。 

 続いて、単独災害復旧事業債では、２億

1,990万円を２億2,780万円とし、790万円を

追加するものです。 

 次に、災害対策債では、24億4,970万円を

24億5,900万円とし、930万円を追加するもの

です。 

 最後に、児童福祉施設整備事業債では、

360万円を770万円とし、410万円を追加する

ものです。 

 合計では、補正前の32億8,360万円を33億

5,200万円とし、6,840万円を追加することと

なります。 

 続いて、36ページをご覧ください。 

 歳入について、まずは、増額となる主なも

のを申し上げます。 

 まず、10款地方交付税の普通交付税で

9,321万3,000円は、交付額の確定によるもの

であり、令和７年度普通交付税の交付額は、

48億2,871万3,000円となります。 

 次に、14款国庫支出金の公営住宅災害復旧

費負担金7,438万8,000円、これも交付額の確

定によるものであります。 

 次に、同じく14款国庫支出金の物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金5,980万円

は、定額減税補足給付金事業の事業見込みに

よる歳出予算の補正に合わせまして財源を計

上するものであります。 

 続いて、37ページをご覧ください。 

 15款県支出金の能登創造的復興支援交付金

１億5,834万1,000円は、能登地域における創

造的復興につながる事業に活用可能な財源と

して創設されたことから、対象となる事業の

歳出予算の計上に合わせまして補正を行うも

のであります。 

 次に、18款繰入金の災害対策基金繰入金１

億733万9,000円は、先ほど申し上げました能

登創造的復興支援交付金を活用した事業のほ

か、能登半島地震からの復旧・復興を進める

ために実施する事業の一般財源に相当する額

に対する財源として、基金から繰り入れるも

のであります。 

 38ページをご覧ください。 

 19款繰越金で３億3,808万5,000円は、令和

６年度からの繰越金の額の確定に伴い、補正

を行うものであります。 

 20款諸収入の総務課雑入、七尾鹿島広域行

政事務費返納金5,335万8,000円は、令和６年

度の事業費の確定による負担金の精算に伴

い、過払いとなった額が返還されるものであ

ります。 

 次に、減額となる主なものを申し上げま

す。 

 すいません、36ページをご覧ください。 

 14款国庫支出金の社会資本整備総合交付金

で2,254万6,000円の減額ですが、これは令和

７年度の交付額の内示に伴い、補正を行うも

のであります。 

 続いて、37ページをご覧ください。 

 15款県支出金の被災宅地等復旧支援事業で

2,555万3,000円の減額ですが、これは、石川

県復興基金交付金から能登創造的復興支援交

付金に財源の振替を行うものであります。 

 同じく、地域コミュニティ施設等再建支援

事業で、5,000万円の減額ですが、これも石

川県復興基金交付金から能登創造的復興支援
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交付金に財源の振替を行うものであります。 

 次に、18款繰入金の財政調整基金繰入金で

１億6,637万4,000円の減額ですが、これは一

般会計の補正における歳入超過分に対し、財

政調整基金からの繰入金を減額して、財源の

調整を行うものであります。 

 続いて、38ページをご覧ください。 

 21款の町債につきましては、先ほど地方債

補正で説明をいたしましたので、ここでの説

明は省略をさせていただきます。 

 歳入の説明は以上であります。 

 引き続きまして、39ページをご覧くださ

い。 

 歳出について説明いたします。 

 まず、１款の議会費の給与費で104万円の

増額であります。 

 歳出全般におきまして、給与費の補正を行

っておりますが、これは、４月の人事異動な

どによりまして過不足分をそれぞれ補正する

ものであり、この後の各款におけます給与費

の説明については、省略をさせていただきま

すので、ご了承をお願いいたします。 

 続いて、40ページをご覧ください。 

 ２款総務費の事業名２一般管理事業、３億

229万1,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

 雇用保険料の150万円は、主に会計年度任

用職員における労働保険料について、令和６

年度の確定した保険料及び令和７年度の概算

の保険料の不足する分について補正を行うも

のであります。 

 続いて、補助金、準中型免許限定解除56万

4,000円、準中型免許取得22万7,000円は、

2007年６月２日以降に自動車の運転免許、普

通免許を取得した職員は、給水車、今後導入

します給水車の運転ができないことによるた

め、万一の災害派遣などで給水車の運転操作

をできる職員を確保するため、職員の準中型

免許等の取得に係る費用を計上するものであ

ります。 

 続きまして、その下、積立金の減債基金３

億円は、町債の発行による公債費負担の増加

を抑制するため、今後の繰上償還に備え、財

源の留保が必要なことから、基金の積立てを

行うものであります。 

 続きまして、その下、事業名５情報管理事

業で572万円の増額をお願いするものであり

ます。 

 使用料及び賃借料572万円は、ガバメント

クラウドの利用料が、当初の見込額を上回っ

たため、不足する額について補正を行うもの

であります。 

 次に、事業名７姉妹町交流事業で130万円

の増額をお願いするものであります。 

 これは、10月19日に姉妹町であります三重

県紀宝町において紀宝みなとフェスティバル

が開催されますが、職員などの参加及び相互

交流に要する経費を計上しております。 

 次に、事業名９定額減税補足給付金事業

6,077万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 これは、事業の対象者数が当初見込みを上

回ったため、不足する給付費及び事務費につ

いて増額の補正を行うとともに、令和６年度

の事業費の確定に伴い、過大交付となった国

庫補助金について返還を行うために必要な経

費を計上するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、41ペ

ージ中段、２目の広報広聴費事業です。

2,316万7,000円の増額補正をお願いするもの

です。 

 内容といたしましては、27節の繰出金でケ

ーブルテレビ事業特別会計への増額補正に係

るものですので、内訳につきましては、ケー

ブルテレビ事業特別会計でご説明させていた

だきます。 

 説明は以上です。 
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○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 続きまして、42

ページの中段をご覧ください。 

 ８目石川県復興基金事業費の事業名の２地

域コミュニティ施設等再建支援事業で、予算

額の増減はありませんが、歳入予算の説明の

ときにも申し上げましたけども、復興基金交

付金から能登創造的復興支援交付金へ財源の

振替を行うものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 辻口住民窓口課長 

  〔辻口 要住民窓口課長登壇〕 

○辻口 要住民窓口課長 続いて、議案書43

ページをお願いいたします。 

 下段になります。２款３項１目３、事業名

は人権擁護活動推進事業になります。補正額

は、６万2,000円の増額をお願いするもので

す。 

 ７節の報償金では、今年度に保育園を対象

とした「なかよし花壇」、小学校を対象とし

た「人権の花」事業の実施における人権擁護

委員への報酬、４万8,000円を増額するもの

です。 

 次に、８節の費用弁償では、人権擁護委員

の視察研修費を計上しておりましたが、18節

の負担金に組み替えるため８万7,000円を減

額するものです。 

 次に、44ページをお願いいたします。 

 上段になります。18節の負担金では、人権

擁護委員の視察研修負担金として８節から組

み替えるものですが、当初の計画では県内日

帰りでの研修を予定しておりました。このた

び県外への宿泊を伴う研修と計画が変わりま

したので、１万4,000円を増額し、10万1,000

円を計上するものです。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 同じく44ページ

の中段をご覧ください。 

 ６目県知事選挙費で、25万1,000円の増額

をお願いするものであります。 

 非常勤職員報酬で25万1,000円ですが、こ

れは、法令の改正に伴いまして、選挙の投開

票に関する各種の報酬単価が増額となったた

め、不足する経費を計上するものでありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、44ペ

ージ下段をお願いいたします。 

 第５項２目委託統計調査費の国勢調査費で

す。17万6,000円の増額補正をお願いするも

のです。 

 内容といたしましては、１節の３非常勤職

員報酬で、今年は５年に一度行われます、国

の最も重要な統計調査である国勢調査の年で

あります。 

 石川県から、指導員報酬は80万5,350円、

調査員報酬は、584万8,920円の交付決定通知

が届き、合計665万5,000円となることから、

当初予算額647万9,000円との差額17万6,000

円の増額をお願いするものであり、こちら

は、基本報酬額が値上がりしたことが、増額

の要因であります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、45ペ

ージをご覧ください。 

 １目、事業名１災害対策費で、454万4,000

円の増額をお願いするものであります。 

 これは、災害対応に従事しています中長期

派遣職員に係る経費を計上するもので、派遣

職員の通勤手当として45万円、職員宿舎の退
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去にかかる施設修繕料として７万7,000円、

同じく宿舎の機器の撤去費用として工事請負

費１万7,000円を計上しました。 

 その下の還付金及び還付加算金400万円

は、公費解体の申請があった家屋において、

既に納付された令和６年度分の固定資産税に

ついて、順次、還付を行っておりますが、当

初の見込みよりも公費解体の申請が、大幅に

増加し、予算額に不足を生じることから、今

回、所要額の補正を行うものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 辻口住民窓口課長 

  〔辻口 要住民窓口課長登壇〕 

○辻口 要住民窓口課長 それでは、同じく

議案書45ページをお願いいたします。 

 中段になります。２款７項３目１、事業名

は能登創生住まい支援金交付事業になりま

す。 

 補正額は、１億円の計上をお願いするもの

です。 

 この事業は、石川県が内灘町以北の能登半

島地域を対象とした能登創生住まい支援交付

金事業を創設したことから、中能登町におい

ても石川県復興基金交付金、能登創造的復興

支援交付金を活用した補助事業、中能登町住

まい支援金事業を実施することとなったた

め、18節の補助金に、新築・購入及び修繕に

係る補助金と町独自加算金を合わせた１億円

を計上するものです。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 田畠長寿福祉課長 

  〔田畠洋子長寿福祉課長登壇〕 

○田畠洋子長寿福祉課長 続きまして、45ペ

ージ下段をご覧ください。 

 ３款１項１目、事業名２社会福祉事業で、

665万5,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

 46ページの上段をご覧ください。 

 12節委託料の工事設計等660万円につきま

しては、令和４年12月に閉鎖した旧デイサー

ビスセンター「いこい」について、町では、

施設の利活用を検討していましたが、能登半

島地震の発生後は地震対応が優先となり一時

中断していました。今回、能登創造的復興支

援交付金事業の審査が通り、財源の確保がで

きましたので、事業を進めていくもので事業

名は、ひきこもり対策等の支援施設整備事業

であります。 

 町では、令和４年度から、ひきこもり支援

推進事業として、町内２か所の相談支援事業

所と連携し、ひきこもり者や不登校児の支援

体制の整備を図ってきました。そのような中

で、ひきこもり対策には早期対応が重要であ

り、いつでも気軽に相談できる場所及び安心

して過ごせる家や学校以外の居場所の整備が

必要であると考え、これらを一体的に行える

よう、旧デイサービスセンターを改修し、支

援拠点として整備するものであります。 

 また、災害時には、障害児や障害者が安心

して避難できるよう、福祉避難所としての機

能を持たせ有効活用するものであります。 

 事業年度は、令和７年度と８年度の２か年

で、スケジュールとしましては、今回の補正

予算で、工事設計等に係る経費を計上し、８

年度には改修工事を行い、年度内に完成予定

で、２か年の総事業費は6,000万円でありま

す。 

 なお、財源につきましては、県補助金であ

る、能登創造的復興支援交付金で補助率は４

分の３、残りの４分の１は災害対策基金繰入

金を充当する予定であります。 

 続いて、その下、13節使用料及び賃借料５

万5,000円につきましては、現在使用してい

る避難行動要支援者管理システムがＷｉｎｄ

ｏｗｓ10のサポート終了に伴い、システム改

修が必要となるため、基幹系システムの更新

に合わせて、令和８年１月から新たに５年間

のリース契約を結ぶもので、今回の補正予算

では、令和８年１月から３月の３か月分の所

要額を計上しました。 
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 次に、下段の３目、事業名２老人福祉事務

事業で、196万5,000円の増額をお願いするも

のであります。 

 22の５国県等返還金50万3,000円につきま

しては、令和６年度低所得者保険料軽減負担

金及び介護保険料軽減費負担金の事業費の確

定に伴い、精算したところ、国・県へ返還す

る必要が生じたため、所要額を計上したもの

であります。 

 次に、27節の介護保険特別会計への繰出金

146万2,000円につきましては、地域支援事業

に係る職員の給与費について、人事異動等に

より増加したため、その所要額を一般会計か

らの繰出金として計上するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

は48ページ、上段をご覧ください。 

 第３款２項２目、事業名２保育園運営費の

14節工事請負費で217万円の増額補正をお願

いするものであります。 

 財源は、児童福祉施設整備事業債190万円

を充てて、一般財源は、27万円となります。 

 事業内容は、３つの保育園で経年劣化によ

り老朽化し、機能しなくなった暖房機及び給

湯器を更新するものであります。 

 具体的内容は、１つ目は、あおば保育園の

暖房機２台の更新で78万円です。設置場所

は、３歳児室と４歳児室に設置の各１台で、

稼働しない状態です。この暖房機は、保育園

開設当初の平成11年に設置したもので、26年

経過しております。 

 ２つ目は、つくし保育園の暖房機２台の更

新で72万円です。設置場所は、４歳児室に設

置の２台で、同じく稼働しない状態です。 

これも、開設当初の平成12年に設置したもの

で、25年経過しております。 

 ３つ目は、さくら保育園の給湯器１台の更

新で67万円です。調理室に設置のもので、通

常60度の湯の温度が、40度までしか上がらず

不具合のある状況です。これも、開設当初の

平成16年に設置したもので、21年が経過して

おります。 

 合計で、217万円となります。 

 次に、その下、第３目、事業名１児童館運

営費で296万2,000円の増額補正をお願いする

ものであります。 

 財源は、児童福祉施設整備事業債220万円

を充てて、一般財源は、76万2,000円となり

ます。 

 事業内容は、12節委託料、施設管理費43万

2,000円の増額をお願いするもので、３つの

全ての児童館で、樹木の伐採及び枝切り作業

を行うものであります。 

 １つ目が、とりや児童館の敷地内の枯れた

樹木４本の伐採と隣接地に張り出している樹

木の枝切りを行うもので12万7,000円です。 

 ２つ目が、かしま児童館の敷地内の高さ10

メートルほどある枯れた松の木３本の伐採の

ほか、枝が敷地内の道路に張り出して障害と

なっている樹木の枝切リ等を行うもので21万

1,000円です。 

 ３つ目が、ろくせい児童館の敷地内の樹木

の枝が歩道や隣接敷地へ張り出し、通行の障

害や落ち葉が側溝につまって排水を妨げるな

ど支障が出ている状況でありますので、枝切

り作業を実施するもので９万4,000円です。 

 合計が43万2,000円となります。 

 次に、その下、14節工事請負費で253万円

の増額補正をお願いするものであります。 

 これは、かしま児童館の活動室にエアコン

設置工事を実施するものであります。 

 この工事は、６月の一般質問で角議員の児

童館へのエアコン設置の質問に対し、町長が

「近年の夏の異常な暑さもありますので、施

設状況や子供たちの活動の様子を踏まえ、エ

アコンを早急に設置するよう指示しまし

た。」と答弁しており、児童福祉費内の既決

予算の流用で対応させていただき、既に設置
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工事を完了し、稼働しているものであります

が、追って補正予算を計上させていただくも

のであります。 

 各児童館のエアコンの設置状況は、とりや

児童館、ろくせい児童館では、それぞれ３室

ほどエアコンが設置されていますが、かしま

児童館は、玄関正面の１室のみにしかエアコ

ンがありませんでしたので、玄関右の活動室

にエアコンを設置し、酷暑でも活動できる部

屋２室確保したものであります。 

 次に、議案書49ページ、上段をご覧くださ

い。 

 第４款１項２目、事業名１感染症予防事業

の19節扶助費で、新型コロナウイルス予防接

種健康被害給付費として149万9,000円の増額

補正をお願いするものであります。財源は、

全て国の負担金となります。 

 内容は、新型コロナウイルスワクチンの臨

時接種を受けた方に健康被害が生じ、昨年

度、厚生労働省に認定申請をしておりました

が、その健康被害が予防接種を受けたことに

よるものであると厚生労働大臣に認定されま

したので、その認定に基づき町は健康被害に

対する支給決定し、健康被害者の救済を図る

ものであります。 

 今回、１名の方が認定され、その給付対象

経費は、医療費と医療手当となっておりま

す。医療費は、診療費の自己負担の実費額

で、また、医療手当は、通院日数等により、

国が定めた１か月当たりの定額支給額により

積算したものであります。それぞれ令和５年

に遡っての実績額と、まだ確定しておりませ

ん令和７年度分の見込額の合計149万9,000円

を予算計上したものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 田中参事兼生活環 

境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

49ページ下段をお願いいたします。 

 ２項１目１事業、環境衛生事業費で833万

5,000円の増額補正でございます。 

 今回の補正予算は、債務負担行為補正で限

度額35億円で設定した、中能登町公共施設Ｌ

ＥＤ化事業をＰＦＩ方式により実施するため

の補正となります。 

 この事業は、水銀を使用した蛍光灯などの

製造・輸出入が令和８年より順次規制される

ことから、公共施設においても、蛍光灯ラン

プからＬＥＤ照明への計画的な交換が必達義

務となっております。 

 当町の公共施設140施設のうち、交換が必

要な98施設、約１万9,000灯の交換に伴う２

年間の工事費用及び10年間の維持管理費につ

いて、令和８年度から令和19年度までに係る

債務負担の限度額を設定したものでございま

す。 

 今回の補正予算では、まず、予算書にあり

ます７の１報償金９万円につきましては、こ

れはＬＥＤ化事業の実施に伴い事業者選定委

員会の外部委員３名分の謝礼として計上した

ものでございます。 

 次に、その下の８の２普通旅費２万6,000

円は、これも外部委員３名分の往復の旅費の

計上となります。 

 続いて、一つ飛びまして12節業務委託料で

800万円の計上につきましては、ＰＦＩ事業

を活用した業務を行うことから、ＰＦＩ導入

に係るアドバイザリー業務委託として300万

円、また、公募型プロポーザルに関する支援

業務として500万円を計上しております。 

 業務の内容といたしましては、事業者の募

集資料の作成、特定事業選定に係る業務、事

業スケジュールの検討、実施方針の公表の支

援、公募型プロポーザルに関わる業務といた

しましては、選定委員会の運営補助、それと

事業者の選定支援、契約交渉等に関わる業務

や金融機関との契約に関わる業務などの支援

内容となっております。 

 続いて、10節のほう戻っていただきまして
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需用費、消耗品費21万9,000円の増額補正に

つきましては、これは各地区からごみステー

ションの消耗品の要望を整理したところ、不

足が生じましたので追加をさせていただくも

のです。 

 続いて、２事業の災害廃棄物等処理事業で

44万円の増額補正となります。 

 11の３手数料で44万円です。この補正は、

公費解体の家屋から排出されます家電リサイ

クル対象製品のリサイクル手数料が不足した

ことから増額をお願いするものでございま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 前田農林課長 

  〔前田吉光農林課長登壇〕 

○前田吉光農林課長 50ページ中段をお願い

いたします。 

 ６款１項４目、事業名１農業振興費では、

18節の２補助金で、60万円の増額補正をお願

いするものであります。 

 このトキ生息環境整備事業は、令和８年６

月に羽咋市南潟地区でトキが放鳥されるのに

合わせ、トキの生育環境に配慮した米づくり

の取組を支援する事業であります。 

 事業年度は令和７年、８年度の２か年で県

費100％となります。今年度は、６ヘクター

ルの江の設置に対する補助となります。 

 続いて、事業名２日本型直接支払制度事業

では、金額の増減はありませんが、会計年度

任用職員採用に伴う予算の組替えを行うもの

であります。 

 続いて、51ページをお願いいたします。 

 ７目、事業名４町単土地改良事業費で894

万5,000円の増額補正をお願いするものであ

ります。 

 14節の工事請負費で、能登部上地区と川田

地区の排水路内の堆積土砂の除去を行うもの

です。また、能登部上地区の法定外公共物の

修繕工事分も合わせて700万円を新たに計上

するものであります。 

 18節の２補助金では、区が管理する法定外

公共物で他事業の対象とならないものの復旧

経費の一部を支援する生活道路復旧・復興支

援事業として194万5,000円を新たに計上する

ものであります。 

 能登創造的復興支援交付金を活用する事業

で、補助率は交付金に町補助分を上乗せし

て、対象経費の８分の７とし、地元負担を８

分の１とするものであります。 

 続いて、事業名７県単土地改良事業費で

478万円の増額補正をお願いするものであり

ます。 

 14節の工事請負費で、坪川地区の用水機場

ポンプ修繕工事分198万円、簡易な基盤整備

事業分280万円を新たに計上するものであり

ます。 

 続いて、52ページをお願いいたします。 

 ８目、事業名１地籍調査事業費で2,205万

円の増額補正をお願いするものであります。 

 12節の委託料に新たに計上するものであり

ます。 

 能登半島地震の地殻変動により、道路・上

下水道のインフラ整備や文化財の復元などが

急がれる中、多方面で利用する水準点・基準

点の再構築を図り、復旧・復興につながる基

礎となる水準点・基準点兼用で20地点を設置

するものであります。また、土砂災害など局

地的災害に十分活用できるよう配置するもの

であります。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、52ペ

ージ下段をお願いいたします。 

 ７款１項１目２事業、商工振興事業費で

す。こちらは、補正額はございませんが、財

源の組替えを行うものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 田中参事兼生活環

境課長 
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  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

53ページ下段をお願いいたします。 

 ８款１項１目２事業名、土木総務費で513

万9,000の増額補正でございます。 

 18の２補助金は、これは下水道会計への繰

出しでありまして、下水道会計の収支均衡を

図るものでございます。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 藤岡土木建設課長 

  〔藤岡桂一土木建設課長登壇〕 

○藤岡桂一土木建設課長 それでは、議案書

54ページ上段をお願いします。 

 ８款１項２目、事業名１被災宅地等復旧支

援事業で、予算の増減はありませんが、財源

内訳を変更するものであります。 

 続きまして、事業名６住まい再建・転居費

用支援事業で200万円の増額をお願いするも

のであります。 

 この支援内容は、住宅が被災したことによ

り、応急的な住まいでの生活を余儀なくされ

た者が、県内の住まいに住み替える場合に、

転居に要する費用を支援するものでありま

す。 

 内訳は、18の２補助金で、住まい再建・転

居費用支援事業費の不足に伴うもので、今後

20世帯程度の退去世帯が見込まれるため、10

万円の20世帯分の増額をお願いするものであ

ります。 

 続きまして、54ページ中段をお願いしま

す。 

 ８款２項３目、事業名３社会資本整備総合

交付金事業で4,038万1,000円の減額をお願い

するものであります。 

 今回、石川県からの割当て内示により減額

をするものであり、内訳は、14節工事請負費

で、当初要望額から、今回の割当て内示によ

る減額分について、それぞれの工事に割当て

をするものであります。 

 続きまして、その下、８款４項１目、事業

名１町営住宅管理費で、予算の増減はありま

せんが、財源内訳を変更するものでありま

す。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） ここで11時25分ま

で休憩をします。 

           午前11時17分 休憩 

 

           午前11時25分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 清酒危機管理課長 

  〔清酒秀樹危機管理課長登壇〕 

○清酒秀樹危機管理課長 続いて、54ページ

下段をお願いいたします。 

 ９款消防費１項１目１事業、消防総務費で

20万8,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

 これは、危機管理課の設置に伴い、消防・

防災業務に係る一般事務費として必要経費を

計上したものであります。 

 10節の１消耗品費の10万円は、災害対策本

部や災害現場に必要となる物品等の購入費で

あります。 

 また、11節の１通信運搬費の10万8,000円

は、各種会議等の案内通知の郵券料でありま

す。 

 続いて、55ページ上段をお願いいたしま

す。 

 ３目１事業、防災対策費で5,607万2,000円

の増額をお願いするものであります。 

 11節の３手数料の３万2,000円は、自主防

災組織のリーダーとなる防災士育成に係るも

のであり、当初予算で20人分を計上してあり

ましたが、受講申込みが24名となったため、

４人分の登録手数料が不足することから、追

加計上するものであります。 

 次に、12節委託料、業務委託の3,295万円

は、家庭用備蓄整備促進事業に係る経費を計

上しており、これは、災害に強いまちづくり
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を目指し、自助の強化のため、各家庭での災

害備蓄整備を促進するとともに、災害備蓄品

の普及啓発を図るもので、１世帯当たり

5,000円の予算で6,590世帯分を計上するもの

であります。 

 次に、その下、計画策定の1,100万円は、

コミュニティタイムライン作成支援業務に係

る経費を計上しており、これは、災害時の被

害を最小限に抑えるため、地域住民が災害時

にどのような行動を取るべきかを明確にし、

適切な情報共有と連携体制を構築する目的で

あり、共助の防災対応として大切となる、い

つ、誰が、何をするのかを取りまとめたタイ

ムライン行動計画を、各地区において作成し

ていただく予定であり、ブロック単位でのワ

ークショップを開催し、各地区のタイムライ

ン作成の支援を行うものであります。 

 次に、その下、工事設計等の500万円は、

給水車の車庫整備に伴う実施設計費を計上し

たもので、予定では、行政サービス庁舎周辺

での建設を計画しており、日常的な維持管理

を適切に行い、緊急時の初動対応を迅速に行

えるようにするものであります。 

 なお、これらの業務委託に係る財源につき

ましては、能登創造的復興支援交付金、補助

率３分の２を充当し、残りは災害対策基金を

繰り入れし、充当するものであります。 

 次に、14節工事請負費の493万円は、全国

瞬時警報システム受信機更新工事費として計

上したものであり、これは、気象庁の防災気

象情報の体系見直し等を踏まえた運用変更に

伴うもので、全国の自治体に設置してあるＪ

－ＡＬＥＲＴ受信機の全てにおいて更新が必

要となったものであります。 

 財源につきましては、緊急防災減災事業債

を充当するものであります。 

 次に、18節の１負担金、自主防災組織リー

ダー育成事業の６万円は、防災士育成にかか

る受講負担金４名分を追加計上するものであ

ります。 

 次に、18節の２補助金、感震ブレーカー設

置促進助成金の210万円は、地震による火災

を防ぐ対策として、感震ブレーカーの設置に

伴う費用の一部を助成するもので、石川県の

設置促進補助事業に上乗せするものでありま

す。 

 今年度においては、140件の申請を見込ん

でおり、交付上限額の１万5,000円の申請件

数分を計上するものであります。 

 こちらも財源につきましては、能登創造的

復興支援交付金、補助率３分の２を充当し、

残りは災害対策基金を繰り入れし、充当する

ものであります。 

 次に、３目２事業、防災安全交付金事業で

5,495万3,000円の増額をお願いするものであ

ります。 

 12節委託料、工事設計等の216万4,000円

は、内訳としまして、防災備蓄倉庫建設工事

に係る実施設計費として154万7,000円、工事

監理業務費として61万7,000円を計上してお

り、防災拠点及び防災支援拠点における対策

整備の一つとして防災備蓄倉庫を設置するた

めの必要経費であります。 

 次に、業務委託の739万2,000円は、防災拠

点・防災支援拠点整備方針策定業務に係る経

費を計上しており、これは、中能登町復旧・

復興プランに掲げたリーディングプロジェク

トの推進及び町地域防災計画にかかる避難に

関する整備や備蓄計画等の方針を定めるた

め、各種根拠資料を基に、機能面として何が

必要か、規模面としてどれだけ必要か、配置

面としてどこに配置するか、整備面としてど

のように確保するのかを具体的に打ち出すた

めの経費を計上したものであります。 

 次に、14節工事請負費の4,525万5,000円

は、防災備蓄倉庫建設工事費として計上した

ものであり、これは、石川県地震被害想定調

査結果を踏まえた避難者想定数の備蓄品及び

防災資機材を保管するための防災備蓄倉庫を

建設予定としており、現在の保管施設の維持
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管理状況も考慮し、集中管理を図るととも

に、有事の際の搬入搬出の効率性と機動性を

向上させるため、迅速な対応が可能となり得

る箇所に設置するものであります。 

 次に、26節の２その他の公課費14万2,000

円は、防災備蓄倉庫に係る建築確認申請等の

必要経費を計上したものであります。 

 これらの財源としては、国土交通省、都市

防災総合推進事業防災安全交付金、補助率２

分の１を充当し、残りは災害対策基金を繰り

入れし、充当するものであります。 

 説明は以上となります。 

○議長（南 昭榮議員） 木幡学校教育課長 

  〔木幡嘉広学校教育課長登壇〕 

○木幡嘉広学校教育課長 続いて、56ページ

をお願いいたします。 

 10款１項２目、事業名２学校教育事務局費

で318万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 ８の２普通旅費、８の３特別旅費の合計18

万円は、三重県紀宝町の教員と当町の教員が

隔年で相互訪問し、教育現場の視察を行い、

今後の指導などに生かしていくためのもの

で、教員８名、教育委員会事務局４名分の旅

費になります。 

 12委託料、計画策定300万円は、この後、

中学校管理費で説明する中能登中学校アリー

ナ棟空調設備設置事業の財源として予定をし

ております、空調設備整備臨時特例交付金を

活用する場合、小学校の体育館も含めた空調

設備設置について、個別施設計画に事業が記

載されていることが条件となることから、計

画の策定に係る費用を計上したものでありま

す。 

 次に、その下、事業名２の旧学校施設管理

費で、10の７施設修繕料として20万円の増額

をお願いするものであります。 

 これは、旧久江小学校の自家用電気工作物

保安管理点検の結果、高圧コンデンサーが25

年以上経過していること、そして、ＰＣＢ含

有未確認のもので汚染の可能性があることか

ら、処分前に濃度測定を行う費用及び交換に

かかる費用を計上したものであります。 

 次に、その下、２項１目、事業名２の小学

校管理費で272万3,000円の増額をお願いする

ものです。 

 10の７施設修繕料77万円は鹿西小学校の空

調を集中管理しているモニターが、経年劣化

が原因と見られる故障により、交換するため

のものです。 

 14工事請負費20万円は鹿西小学校前の町道

Ｒ１号線上のスクールゾーンの開始を示す路

面標示が経年劣化によりかすんでいるため、

再塗装し安全を確保するためのものです。 

 17備品購入費175万3,000円は鳥屋小学校の

１、２年生の教室のランドセルを収納するロ

ッカーを購入するためのものです。教育内容

の時代の変化に伴い、ランドセルの規格サイ

ズが大型化されており、旧規格となっている

鳥屋小学校のロッカー収納を新規格に対応さ

せるために購入するものであります。 

 次に、57ページになります。 

 ３項１目、事業名１中学校管理費で、12委

託料、工事設計として2,200万円の増額をお

願いするものであります。 

 これは、令和８年度以降、中能登中学校の

アリーナ棟に空調設備を設置するための実施

設計の費用を計上したものです。 

 財源は空調設備整備臨時特例交付金と地方

債を予定しております。 

 今後の流れになりますが、今年度は、個別

施設計画の見直し及び実施計画、令和８年度

はメインアリーナ空調設置工事、令和９年度

はサブアリーナ空調設置工事、令和10年度か

らは断熱改修等関連工事を予定しておりま

す。 

 説明は以上となります。 

○議長（南 昭榮議員） 笹谷生涯学習課長 

  〔笹谷 学生涯学習課長登壇〕 

○笹谷 学生涯学習課長 それでは、57ペー
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ジ下段をお願いいたします。 

 ４項社会教育費４目、事業名３ふるさと創

修館等費で100万円の増額をお願いするもの

で、内容は10－７施設修繕料であります。 

 これは、ふるさと創修館の突発的破損に対

する修繕の予算が不足していることから増額

をするものであります。 

 次に、５目、事業名２文化財保護事業費で

808万4,000円の増額をお願いするもので、こ

れは、県営ほ場整備事業、中能登北部地区に

係る発掘調査関連で、今年度は発掘調査の報

告書を作成予定でありましたが、ほ場整備事

業の計画見直しにより、新たに発掘調査区域

が増え、予定変更して発掘調査を実施するも

のであります。 

 内容は10－１消耗品費で4,000円の減額、

12委託料で808万8,000円の増額であります。 

 次に、58ページをお願いいたします。 

 ５項保健体育費１目、事業名２体育施設維

持管理事業で4,338万6,000円の増額をお願い

するもので、内容はまず、10－７施設修繕料

で510万6,000円の増額、これは、鹿西体育館

外構修繕工事で88万円、鹿西体育館の屋根軒

先のボードが劣化により落下していることか

ら安全施設工事で22万6,000円。 

 なお、現在原因についても並行して調査を

しております。 

 また、体育施設の突発的破損に対する修繕

の予算が不足していることから400万円増額

するものであります。 

 次に、12委託料で198万円の増額、これ

は、鹿西武道館解体工事実施設計業務になり

ます。 

 なお、当初予算で計上しておりましたアス

ベスト含有調査を実施していたことから９月

補正対応となりました。調査結果はアスベス

ト含有ありでありました。 

 次に、14工事請負費で3,630万円の増額、

これは、経年劣化した旧鳥屋中学校受電キュ

ービクル・第２キュービクルの更新費用であ

ります。 

 なお、当初予算で計上しておりましたＰＣ

Ｂ含有調査を実施していたことから９月補正

対応となりました。調査結果はＰＣＢ含有な

しでありました。 

 次に、事業名３スポーツ振興事業で88万円

の増額をお願いするもので、内容は12委託

料、中能登町総合型地域スポーツクラブアド

バイザリー業務であります。 

 これは、現在総合型地域スポーツクラブ設

立に向けて昨年度から進めておりますが、専

門知識のある方にアドバイザーとなっていた

だき、町職員で構成している推進委員会への

参加や、今後実施するスポーツ関係者等との

ワークショップなど、クラブ運営・発展のた

め、円滑かつ効果的な進捗を図るものであり

ます。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 前田農林課長 

  〔前田吉光農林課長登壇〕 

○前田吉光農林課長 中段をお願いいたしま

す。 

 11款１項１目、事業名１農業用施設災害復

旧事業費で390万円の増額補正をお願いする

ものであります。 

 18節の２補助金で、農地等手づくり復旧支

援事業補助金を今後も申請件数の増加が見込

まれることから、増額するものであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 笹谷生涯学習課長 

  〔笹谷 学生涯学習課長登壇〕 

○笹谷 学生涯学習課長 それでは、58ペー

ジ下段をお願いいたします。 

 ４項文教施設災害復旧費２目、事業名１社

会教育施設災害復旧事業費で57万8,000円の

増額をお願いするもので、これは、スポーツ

センターろくせいに埋設されている汚水管が

地盤沈下により破断し、汚水管に砂が流入し

排水ができない状態となっていることから、

10－７施設修繕料汚水管修繕工事で53万
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5,000円、12委託料、修繕工事完了後の排水

管の洗浄等業務で４万3,000円であります。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 藤岡土木建設課長 

  〔藤岡桂一土木建設課長登壇〕 

○藤岡桂一土木建設課長 それでは、議案書

58ページ下段をお願いいたします。 

 ５項１目、事業名１公共施設災害復旧事業

費で7,474万5,000円の増額をお願いするもの

であります。 

 この事業は、能登半島地震により被災した

既設の公営住宅を復旧する事業で、復旧工事

に係る工事費の増額であります。 

 内訳は、14節工事請負費で、補助災害分と

して町営金丸住宅の復旧工事についての増額

をお願いするものであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第16号 

令和７年度中能登町後期高齢者医療特別会計

補正予算について、説明を求めます。 

 議案書は、59ページから65ページとなりま

す。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

59ページをご覧ください。 

 議案第16号 令和７年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算であります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ150万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億3,829万円とする

ものであります。 

 64ページをご覧ください。 

 歳入です。 

 第５款２項１目１節保険料還付金で150万

円の増額補正です。 

 これは、歳出の還付金の同額が、石川県後

期高齢者医療広域連合から納付されるもので

す。 

 次に、65ページをご覧ください。 

 歳出です。 

 第３款１項１目、事業名１保険料還付金22

節の４還付金及び還付加算金で150万円の増

額補正をお願いするものです。 

 後期高齢者医療保険料の還付金です。 

 内容は、能登半島地震による後期高齢者医

療保険料の減免措置による令和５年度、令和

６年度分の保険料還付金の増額です。 

 被災住家の被害認定で、半壊から大規模半

壊と認定され、保険料が半額減免となった方

が、公費解体した場合、公費解体完了に伴い

みなし全壊となり、遡って保険料が全額免除

となりますので、その不足する分の還付金の

増額補正となります。 

 財源は、歳入で説明したとおり、同額が、

石川県後期高齢者医療広域連合から納付され

ます。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第17号 

令和７年度中能登町介護保険特別会計補正予

算について、説明を求めます。 

 議案書は、66ページから73ページとなりま

す。 

 田畠長寿福祉課長 

  〔田畠洋子長寿福祉課長登壇〕 

○田畠洋子長寿福祉課長 それでは、議案書

の66ページをご覧ください。 

 議案第17号 令和７年度中能登町介護保険

特別会計補正予算であります。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ7,123万2,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ26億4,444万9,000円とするものでありま

す。 

 続いて、71ページをご覧ください。 

 歳入です。 

 初めに、６款１項５目繰入金のその他一般

会計繰入金で、146万2,000円の増額でありま

す。 

 これは、４月の人事異動等に伴い、歳出の
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地域支援事業費の給与費が増加し、その所要

額を事務費繰入金として一般会計から繰り入

れるものであります。 

 次に、２項１目繰入金の介護給付費準備基

金繰入金で6,977万円の増額です。 

 これは、今回、歳出で必要とする総額

7,123万2,000円について、先ほど説明した一

般会計からの繰入金146万2,000円を差し引い

た額6,977万円を基金から繰り入れて、財源

の調整を図るものであります。 

 続いて、72ページをご覧ください。 

 歳出になります。 

 初めに、３款１項２目地域支援事業の一般

介護予防事業費で25万円の増額及びその下の

２項１目包括的支援事業費で121万2,000円の

増額をお願いするものであります。 

 これは、４月の人事異動等に伴い、給与費

が増加したため、それぞれ所要額を計上する

ものであります。 

 次に、下段の５款１項３目諸支出金の償還

金で6,977万円の増額をお願いするものであ

ります。 

 これは、令和６年度の介護給付費などの事

業費の確定に伴い、補助金などの過不足を精

算したところ、国、県、支払基金に返還する

必要が生じたため、それぞれ所要額を計上す

るものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第18号 

令和７年度中能登町国民健康保険特別会計補

正予算について、説明を求めます。 

 議案書は、74ページから81ページとなりま

す。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

74ページをご覧ください。 

 議案第18号 令和７年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算です。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ10万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ19億4,910万7,000

円とするものであります。 

 また、第２条、債務負担行為の追加は、第

２表債務負担行為補正によるものでありま

す。 

 77ページをご覧ください。 

 第２表債務負担行為補正です。 

 国保特定健診（集団健診）業務について、

期間は令和８年度、限度額は650万円とする

もので、これは翌年度の健診事業をスムーズ

に実施するために、日程調整などを秋頃から

進める必要があり、９月定例会議で債務負担

行為の設定を行い、早期に健診事業者との契

約を締結したいものです。 

 次に、80ページをご覧ください。 

 歳入です。 

 第３款２項９目１節社会保障・税番号制度

システム整備費補助金の交付決定により、３

万8,000円を増額し、その分、第７款第１項

他会計（一般会計）繰入金を同額、減額する

ものであります。 

 これは、国民健康保険のマイナンバー保険

証利用周知広報費用にかかる国庫補助金で

す。 

 また、令和６年度決算の確定により、一番

下段の第８款繰越金で、前年度繰越金1,262

万5,000円を増額し、その分、その上の第７

款第２項基金繰入金で、財政調整基金繰入金

を歳出の増額補正10万7,000円分を差し引い

た額である1,251万8,000円を減額し、財源の

調整を図ったものであります。 

 次に、81ページをご覧ください。 

 歳出です。 

 第１款第１項１目一般管理費で、補正額の

増減はありませんが、12節委託料に計上して

ありました3,581万4,000円を、18節の負担金

へ組替えするものであります。 

 組替え理由は、国民健康保険事業で使用す

るシステムが国保連の下で、県内全19市町が
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標準化統一され、中能登町では令和８年１月

から運用する予定ですが、その経費につきま

して、石川県の指示で、当初予算では12節委

託料に計上しておりましたが、改めて石川県

から指示があり、負担金として支払う形に変

更となったため、組替えを行ったものであり

ます。 

 次に、その下、第３款１項１目一般被保険

者医療給付費分については、補正額の増減は

ありませんが、繰越金の確定により、財源を

財政調整基金繰入金から、繰越金へ組み替え

たものであります。 

 次に、その下、第８款１項３目償還金、22

節の５国県等返還金で10万7,000円の増額補

正をお願いするものであります。 

 内容は、令和６年度の社会保障・税番号制

度システム整備費等補助金の事業費確定に伴

う返還金の補正です。令和７年度での返還と

なりますので、過年度分の還付となります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第19号 

令和７年度中能登町ケーブルテレビ事業特別

会計補正予算について、説明を求めます。 

 議案書は、82ページから88ページとなりま

す。 

 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、議案

書82ページをお願いいたします。 

 議案第19号 令和７年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算になります。 

 令和７年度のケーブルテレビ事業特別会計

補正予算は、次に定めるところによるもので

す。 

 第１条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,369万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１億8,041万9,000円とするも

のです。 

 次に、87ページをお願いいたします。 

 歳入になります。 

 １款２項１目ケーブルテレビ事業負担金の

工事負担金で新規工事負担金として10件分の

38万5,000円を計上するものです。 

 次に、２款１項１目ケーブルテレビ事業使

用料の放送サービス利用料で、滞納繰越分と

して６万5,000円を増額するものです。 

 こちらは、前年度のケーブルテレビ放送サ

ービス利用料の滞納繰越分の確定によるもの

であります。 

 次に、３款１項１目一般会計繰入金で、

2,316万7,000円を増額するものです。 

 内容につきましては、歳出のほうで説明さ

せていただきます。 

 次に、４款１項１目繰越金で７万6,000円

の増額をお願いするものであります。 

 こちらは、前年度の繰越金額の確定による

ものであります。 

 続きまして、歳出となります。 

 88ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費の給与費で1,090

万円の増額をお願いするものです。 

 こちらは、人事院勧告に伴う、給与費の増

額及び職員１名分の給与支出を一般会計から

ケーブルテレビ事業特別会計へと移したこと

によるものです。 

 次に、その下の段、一般管理費では、補正

額はございませんが、財源内訳の組替えを行

ったものであります。 

 次に、２目の施設整備費で1,279万3,000円

の増額をお願いするものであります。 

 こちらは、14節工事請負費で、これまで未

整備でありましたアル・プラザ鹿島へのケー

ブルテレビネットワークの幹線整備とこれに

伴う周辺の幹線見直し工事費として993万

3,000円、令和８年１月末の民間のＡＤＳＬ

サービス事業終了に伴います、町ケーブルテ

レビネットワーク加入予定事業所の新規引込

工事費として、10件分の286万円を計上して

おります。 
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 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第20号 

令和７年度中能登町水道事業会計補正予算に

ついて、説明を求めます。 

 議案書は、89ページから93ページとなりま

す。 

 田中参事兼生活環境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

議案書89ページをお願いいたします。 

 議案第20号 令和７年度中能登町水道事業

会計補正予算であります。 

 第２条、予算書、第３条、収益的支出の予

定額を次のとおり補正するものでございま

す。 

 まず、支出の第１款第１項営業費用で133

万円を増額し４億4,718万9,000円とするもの

です。 

 続いて、第３条です。予算書第４条資本的

収入の予定額を次のとおり補正するもので、

収入の第１款第２項補助金で1,139万7,000円

を減額し2,260万3,000円に、続いて、その下

の第３項企業債では、1,800万円を増額し

7,200万円とするものでございます。 

 続いて、90ページをお願いいたします。 

 第４条です。予算書第５条企業債の起債の

限度額を次のとおり改めるものでございま

す。 

 老朽管更新事業で、補正後の限度額を

1,800万円増額し、7,200万円に改めるもので

す。 

 続いて、第５条では、職員給与費を133万

円増額し、3,820万3,000円に改めるものでご

ざいます。 

 続いて、92ページをお願いいたします。 

 収益的支出、第１款１項４目総係費の133

万円の補正につきましては、職員給料、手

当、法定福利費については、それぞれ人事異

動による補正となります。 

 続いて、93ページをお願いいたします。 

 資本的収入の第１款２項１目国庫補助金の

老朽管更新事業の1,139万7,000円の減額補正

につきましては、これは令和７年度の国の割

当て内示の減額によるものでございます。 

 続いて、その下の１目企業債1,800万円の

増額につきましては、これは割当て内示減額

に伴いまして財源補塡を行ったものでござい

ます。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第21号 

令和７年度中能登町下水道事業会計補正予算

について、説明を求めます。 

議案書は、94ページから101ページとなりま

す。 

 田中参事兼生活環境課長 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

議案書94ページをお願いいたします。 

 議案第21号 令和７年度中能登町下水道事

業会計補正予算であります。 

 第２条、予算書第３条収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 まず、収入の第１款第２項営業外収益で

は、513万9,000円を増額し、７億8,139万

9,000円に、その下の第３項特別利益では、

490万円を増額し、1,225万9,000円とするも

のでございます。 

 続いて、支出でございます。 

 第１款第１項営業費用では、1,530万8,000

円を増額し、９億7,955万2,000円に、その下

の第３項特別損失では、500万円を増額し、

1,693万5,000円とするものでございます。 

 続いて、95ページをお願いいたします。 

 第３条、予算書第４条資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 まず、収入では第１款第２項補助金で

3,192万6,000円を減額し、13億6,006万6,000

円に、次に、その下の第３項企業債では、

4,450万円を増額し、６億5,070万円に、その
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下の第７項県補助金では10万円を増額するも

のでございます。 

 続いて、支出でございます。 

 第１款第１項建設改良費で240万5,000円を

増額し、12億7,540万円とするものでござい

ます。 

 続いて、96ページをお願いいたします。 

 企業債になります。予算書第５条企業債の

目的と限度額を次のとおり改めるものでござ

います。 

 まず、上段の特定環境保全公共下水道事業

の補正後の限度額を4,520万円を追加し、２

億5,450万円に改めるものでございます。 

 その下の災害復旧事業の個別分では、限度

額を200万円追加するものでございます。 

 続きまして、97ページをお願いいたしま

す。 

 第５条です。ここでは職員の給与費を89万

円増額し、3,250万8,000円とするものでござ

います。 

 続いて、第６条でございます。他会計から

の補助金を513万9,000円を増額し、６億

2,815万6,000円に改めるものでございます。 

 続いて、第７条は債務負担行為の追加であ

ります。 

 予算書第８条の次に次の１条を加えるもの

で、第９条債務負担行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、次のとおり改める

ものでございます。 

 まず、表の上段、中能登町下水道処理施設

維持管理業務委託では、限度額を６億8,600

万円で設定し、期間は令和８年度から10年度

までの３年間とし、包括的民間委託として実

施するものでございます。 

 この包括的民間委託につきましては、受注

者の自由裁量に任せるという性能発注の考え

方に基づき委託をするもので、今回で３回目

の設定となっております。 

 その下の中能登町下水道処理施設水質検査

業務では、限度額を420万円で設定し、期間

は、令和８年度から10年度までの３年間とす

るものでございます。 

 続いて、100ページをお願いいたします。 

 収益的収入、３目の他会計補助金の513万

9,000円は、これは一般会計からの基準外繰

入となります。 

 続いて、３目その他の特別利益490万円

は、これは災害復旧に係る国庫補助金で、補

助率は99.3％となっております。 

 続いて、支出でございます。 

 第１款１項２目処理場費の原材料費1,482

万3,000円につきましては、これはメタン発

酵処理施設の処理過程において、汚泥を脱水

する際に使用しております薬剤（凝集剤）が

年内で製造が中止されることとなりまして、

別の薬剤の使用には適合試験を繰り返し行う

必要があり、その試験には相当の日数を要す

ることや、また、薬剤の変更に伴い施設の一

部において改修する必要が生じるなど、長期

化となることから、令和８年度に使用します

薬剤を事前に購入し、対応したいため、補正

をお願いするものでございます。 

 続いて、４目の総係費であります。48万

5,000円の補正につきましては、これは人事

異動による補正となります。 

 続きまして、３項３目臨時損失で500万円

の計上は、いまだに下水道管の閉塞が発生す

るなど、マンホール内の滞水が発生する状況

であります。その応急工事費として増額をお

願いするものでございます。 

 これらの経費につきましても、補助率は

99.3％となっております。 

 続いて、101ページをお願いいたします。 

 資本的収支補正予算となります。 

 第１款２項１目国庫補助金の社会資本整備

総合交付金事業費の3,250万円の減額補正に

つきましては、これは令和７年度の割当て内

示の減額によるものでございます。 

 続いて、その下のクリーンエネルギー自動

車導入促進補助金57万4,000円とその表の下
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段にあります７項７目の県補助金10万円の収

入につきましては、これは環境性能に優れた

クリーンエネルギー電気自動車の導入補助と

なります。 

 国、県からそれぞれ額の確定内示がありま

したので、補正をするものでございます。 

 次に、３項１目企業債4,250万円の増額

は、これは割当て内示減額に伴い財源補塡を

するものでございます。 

 次に、２目災害復旧債200万円は、これは

個別排水分となります。後ほど支出の工事請

負費のほうで説明させていただきます。 

 続いて、支出になります。 

 １項７目災害復旧費で240万5,000円の計上

となります。 

 内訳でございますが、手当と法定福利費に

つきましては、それぞれ人事異動に伴う補正

となります。 

 続いて、工事請負費200万円の増額補正に

つきましては、これは浅井地内において町設

置型の合併浄化槽設置のお宅で建物倒壊によ

り公費解体と合わせ、浄化槽の引込柱やブロ

ワー等の災害復旧工事を実施するものでござ

います。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第22号 

中能登町過疎地域持続的発展計画の変更につ

いて、説明を求めます。 

 議案書は、102ページから167ページとなり

ます。 

 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 すいません。先ほ

ど議案第19号で議案書は82ページになります

が、そちらのほうの発言の訂正させていただ

きたいと思います。 

 令和７年度のケーブルテレビ事業特別会計

補正予算は、次に定めるところによるもので

す。 

 第１条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,369万

2,000円を追加しと答弁させていただきまし

たが、正しくは2,369万3,000円となりますの

で、ここで訂正しおわびいたします。申し訳

ございませんでした。 

 それでは、議案書102ページをお願いいた

します。 

 議案第22号 中能登町過疎地域持続的発展

計画の変更についてであります。 

 中能登町過疎地域持続的発展計画を別紙の

とおり変更することについて、過疎地域の持

続的発展支援に関する特別措置法、第８条第

10項の規定において準用する同条第１項の規

定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 案件の内容は、計画の一部改正でありま

す。過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法に基づく本計画は、総合的かつ計画

的な対策を実施し、過疎地域の持続的発展を

図ることを目的としており、地方税の減収補

塡や過疎対策事業債等の支援措置が設けられ

ています。この過疎対策事業債の支援を受け

るためには、過疎地域持続的発展市町村計画

の策定が要件となっておりますので、昨年９

月に変更承認いただいた計画を変更するもの

であります。 

 変更内容といたしましては、計画の構成内

容は、基本的には変更しておりませんが、令

和７年度以降に実施予定の事業の追加・掲載

を行うもので、計画書では167ページまでの

朱書きしてある箇所となります。 

 説明は、新旧対照表で説明いたしますの

で、説明資料の19ページをお願いいたしま

す。 

 一番左の議案書のページ数を、２列目には

施策区分、３列目には施設区分を、４列目に

は今回追加した事業名を記載しております。 

 20ページをお願いいたします。 

 朱書きとなっている箇所が今回追加となっ

ております。 
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 まず、中段の農林漁業経営近代化施設の町

単土地改良事業、大槻地区であります。 

 次に、21ページの生活環境の整備に係る

（７）過疎地域等持続的発展特別事業の地区

要望事業河川改修工事です。 

 次に、22ページの教育振興に係る（１）学

校教育関連施設の鳥屋小学校食堂・理科準備

室等改修工事、その下の鹿西小学校電話設備

更新工事、その下の中能登中学校アトリウム

棟支柱改修工事です。 

 次に、22ページの下のほうになりますが、

（３）集会施設・体育施設等に係るスポーツ

センターろくせい防火シャッター改修工事、

その下の段、鹿西体育館非常用階段改修工

事、その下の段、鹿島武道館避難誘導灯改修

事業で、次23ページになります。ふるさと創

修館高圧ケーブル更新工事、カルチャーセン

ター飛翔２階空調設備工事、社会福祉センタ

ー天井等改修工事を追加するものでのありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第22号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第23号 町道路線の認定につい

て、説明を求めます。 

 議案書は、168ページから170ページとなり

ます。 

 藤岡土木建設課長 

  〔藤岡桂一土木建設課長登壇〕 

○藤岡桂一土木建設課長 それでは、議案書

168ページをお願いします。 

 議案第23号 町道路線の認定についてであ

ります。 

 下記の路線を町道として認定したいので、

道路法第８条第２項の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

 まず、表の上段Ｔ－343号線は、一青地内

に民間の分譲宅地の造成により整備された宅

内道路であり、町が寄附採納を受けたもの

で、延長が133メーター、幅員が６メータ

ー、起点が一青な部10番１地先、終点が一青

な部13番５地先であります。 

 次に、その下、ＫＢ－339号線は、町が井

田地内に整備しました町営たきお住宅の宅内

道路であり、延長が433メーター、幅員が６

メーター、起点が井田ヲ部30番地先、終点が

井田ヲ部41番地１先になります。 

 なお、図面につきましては、169ページが

①Ｔ－343号線、170ページが②ＫＢ－330号

線になります。 

 赤線のマルが起点で、赤線の矢印の先端が

終点となります。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第23号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で議案の説明及び質疑を終結します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（南 昭榮議員） 日程第３ 常任委

員会付託 

 ただいま議題となっております議案第11号

から議案第23号まで及び認定第１号から認定

第８号までにつきましては、会議規則第35条

第１項の規定により、お手元に配付しており

ます委員会付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（南 昭榮議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 
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           午後０時21分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） おはようございま

す。座らせてもらいます。 

 12番 坂井幸雄議員から、自宅療養のため

欠席届が提出されていますので、報告いたし

ます。 

 ただいまの出席議員数は11名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（南 昭榮議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ます。質問回数は、同一議員につき、同一議

題について３回までとなっております。ま

た、通告以外の関連質問は控えるようお願い

いたします。 

 以上を踏まえ、執行部におかれましては、

簡潔・明瞭で的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ５番 澤 良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） それでは、通告に

従い質問いたします。 

 本件は私、６月にも同様の質問いたしまし

た。ただ、そのときは、質問回数の制限もあ

りまして、その制約の中で中途半端に終わり

ました。その結果、今回再度確認させていた

だきたいということで挙げました。 

 それでは、入ります。 

 １、当町の公募型プロポーザル方式の制度

設計に、本当に問題はなかったのか。 

 町長は、６月の答弁で制度自体に欠陥はな

く、課題は運用にあると述べられました。し

かし制度と仕組みは、制度とは仕組みと運用

が一体となって初めて機能するもので、現実

に不具合が生じ、制度が想定どおりに機能し

ていないのであれば、それは制度設計そのも

のに問題があったあかしではないでしょう

か。問題の本質を見極めず、運用の問題とし

て、矮小化しているのではないでしょうか。 

 制度の根本的妥当性を町長はどう担保して

いるのか明確な答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 当町の公募型プロポーザル

方式の制度設計についてのご質問にお答えし

ます。 

 まず、１点目の現実に不具合が生じたこと

は、公募型プロポーザル方式の制度設計に問

題があったのではないかについてお答えしま

す。 

 公募型プロポーザル方式の制度設計とは、

業務委託において、最も適切な提案書を提出

した事業者を選定するための仕組みであり、

価格だけでなく、提案内容、事業実施方針、

技術力、事業実績、地域貢献度などを総合的

に評価して選定するものであります。 

 ６月定例会議の一般質問でも述べました

が、町で結んでいる包括業務委託において

は、個別の業務に不具合が生じた場合は、そ

のときの運用方法や事業者の管理に問題があ

ったものと考えております。 

 しかしながら、今思えば当初の制度設計に

おいて、想定されるリスクの認識が足りなか

ったのも事実であります。 

 今後の制度設計においては、あらゆるリス

クを想定し、いま一度、選定基準を精査し

て、事業者選定を行いたいと考えておりま

す。 

 次に、２点目の問題の本質を見極め、根本

的原因に向き合う姿勢が必要ではにつきまし

ては、個別の業務に問題が生じた場合には、

事業者任せでなく、発注者として原因の究明
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と改善策について事業者と協議し、改善を図

るよう指示をしておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど、町長の答

弁で６月より少しは柔軟にといいますか、問

題を捉えられるような発言がありました。そ

のことについては、私は認めたいと思います

が、６月に町長の最後の答弁でこんな答弁が

ありました。 

 改善すべき点があれば随時行ってまいりた

い、そういう答弁でした。要は、設計は町が

やってます。それで運用して、そこで運用が

あった場合には、前は運用だけだったんだけ

ど、そこでもう少し精査をしてというのが今

回の進歩なんですが、私は先ほどの今お話し

しました、やってみてそこで改善すべき点が

あれば、随時行っていきたい。これは一見正

しいようなんですけど、これ非常に荒い言葉

ですけども、これは泥縄方式です。泥棒が来

たからそれから慌てて縄を編む。やってみて

まずかったら、それは直しましょうというの

は今、町長、言葉はきれいなんですけども、

やってみて不具合があったら、それ直そうぜ

というのは、これは日本語としても分かる

し、そういうことがあるんです。だけど今回

のここで学ぶべきことは、今までこういうこ

とをあんまり議論したことはなかったんで

す。設計のことの云々とか、運用のやり方が

どうだとか、仕様書がどうだとか、こんな議

論あんまりなかったんだ。 

 今回、４月の８日の共立ソリューションズ

の重大インシデントを機に、いろんな部分が

見えてきて、必ずしもそれは運用ばかりじゃ

なくて設計にもやらなきゃいけないんじゃな

いかなというのは私の趣旨です。その趣旨か

らすると、改善すべき点があったら改善しま

すというのは、これは町長の言う言葉ではご

ざいません。町長のというか設計を出してる

責任者ですよ。受注をさせた、仕事を出して

いるね。 

 そのことに対して、少しお聞きしたいんで

すけども、このことに対して、その後、皆さ

んの設計部門といいますか、執行部のほうで

その契約書の内容、これは設計にも関わると

思うんですが、仕様書の内容、その部分につ

いて、どれくらい、どんな議論をされたの

か、されなかったのか、お尋ねします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ６月の一般質問から、澤さ

ん質問されて、まずはインシデント、こうい

うインシデントが起こった時点で人材不足と

いうことは、監査委員の意見書にも出ており

ますので、その分を含めていろんなその賠償

責任とか、そういうことも後から出てくると

思いますが、この人材不足とかトラブルの頻

発化とか、そういうのをやっぱり防ぐ必要が

あるということで、発注者自体も考えていく

必要がある。やっぱり運用の仕方にしてもい

ろんな面で非効率性とか含めてやっていく必

要があるんじゃないかなということを思いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今、町長は非常に

大きく丸められて、この後のことにも関連す

ることを少しお話しされましたけども、私は

やっぱり一つ一つきちっとテーマを絞って、

執行部の中でその原因追求といいますか、何

が不具合が起きたのかということをやっぱり

一つ一つやっていかないと駄目だと思うんで

す。総花にやっぱり気つけないかんなと、こ

ういうことではないと思いますので、ぜひと

も今これ以上このことはやりませんけど、町

長を中心として皆さんが反省をされておると

いうことに伺います。善意に解釈をして、そ

のことを本当にこの後も進めていっていただ

きたい。そんなことを思いまして、この１番

目の質問を終わりたいと思います。 

 この後、２番、３番ありますので、しっか

り確認をしたいと思いますんで、次に進みま
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す。 

 ２番、共立ソリューションズヘの損害賠償

請求について。 

 令和６年度の監査意見書には、以下の指摘

がされました。原文を読み上げます。 

 学校給食の調理業務を株式会社共立ソリュ

ーションズへ委託しているが、調理業務の炊

飯業務においては、人員の不足により外部へ

委託しているとのことであった。これは外部

委託契約における契約違反となり、ペナルテ

ィーとして違約金や損害金等が発生してくる

ものと考える。この対応については、早急に

適切な処置を講ずるよう求める。 

 こういう文章でした。これは町の決算監査

において、監査が学校給食調理業務のうち、

炊飯業務が共立ソリューションズからさらに

外部に委託されていた事実を確認し、これを

契約違反と明言し、さらに違約金や損害賠償

の発生は当然と指摘をし、町に対して早急に

適切な処置を講ずることを求めるという極め

て異例な重大な指摘であります。 

 これは単なる運用上の瑕疵の問題ではな

く、制度設計そのものがコンプライアンスを

担保できなかった重大な事態ではないでしょ

うか。 

 そこで伺います。町長は、この重大事実を

どのように認識をされ、損害賠償請求にどの

ように対応するのか簡潔にお答えください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 共立ソリューションズへの

損害賠償についてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の制度の根本的妥当性をどの

ように担保しているのかにつきまして、お答

えします。 

 先ほど述べましたが、事業者を選定するに

当たり、公募型プロポーザル方式を採用して

事業者からの提案内容、事業実施方針、技術

力、事業実績、地域貢献度などを総合的に評

価することで妥当性を担保できると考えてお

り、選定段階での今回のような人員不足によ

る業務が行えないということは、想定してお

りませんでした。 

 今回のことを踏まえた上で、今後、事業者

を選定する際には、様々な状況を想定した、

もう一歩踏み込んだ基準を精査して事業者の

選定を行いたいと考えております。 

 次に、２点目の損害賠償請求への町の対応

についてですが、今回の事案は、人員不足に

より炊飯業務ができないことで、学校給食の

提供に支障を来すことから、やむを得ず石川

県学校給食会を通じて購入していた白米に変

えて炊飯したご飯を購入して対応したもので

あります。 

 また、共立ソリューションズには、炊飯代

金を支払うことと、調理員の補充を早急に行

うことを強く指導しております。 

 また、今回の件について、現時点では町に

実質的な損害が生じていないため、損害賠償

請求はしないこととしておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） ここからは時間の

関係で損害賠償の請求に絞って２つ質問した

んですけども、損害賠償のとこに絞って進め

ます。 

 今ほど町長から説明ありましたけども、こ

れは誠に失礼ながら、今の答弁は法的な基本

的な原則を少し町長、ご理解が足りないと。

誠に失礼ですけど、言わざるを得ません。 

 自治体の委託契約は、受託者が直接履行が

原則。受けた者が直接自分がするというのは

これが原則なんだ。民法第632条請負及び同

じく民法656条委任にそのことは規定をされ

ています。いわゆる黙示的禁止の法理です。

これが特別に採択を認める条項がない限りは

採択は禁止されている。法律で禁止されてお

るんです。 

 加えて、地方自治法第２条第14項には、自

治体に対して住民の福祉の向上のために適正

に財産を保管する義務を課しています。契約
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違反を看過すれば、町は住民財産の管理責任

を放棄したことになり、二重の義務違反とな

ります。仮に、町が業者から内々に相談を受

け、黙認、了承していたとしても、その同意

は法律上無効であり、業者の違反も町の監督

不作為も免れることはできません。 

 この点を踏まえて、町が契約違反と認定で

きないとする先ほど少しお話をされました。

その根拠は、今法的に私、お話ししました。

こういうことだと。町が今おっしゃったよう

に、実害がないとか、何かいろいろありまし

たけど、それでも法律違反と認定できないと

いうことをお話をされるとすれば、当然職場

内でこのことが議論になったと思うんです

が、とすれば、それは例えば条文に書いてな

いとかいうことはさっき言いましたけど、そ

れは黙示的禁止という言葉があるんですけ

ど、これ法律用語です。黙示的禁止条項によ

ってはそれはアウトなんです。それは問題

外。それでも今、私、法的なことで言いまし

た。もし今、町長がためらっていらっしゃる

とすると、それはどういう根拠で法的にどん

な根拠を持ってためらっていらっしゃるのか

お尋ねします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 当時、給食が人材不足でで

きないということを聞いておりましたので、

それを学校教育課のほうでいろいろ相談をさ

れて、そういう炊飯を県のほうへ行ったとい

うことを聞いております。本当にこの炊飯に

対しては、どういうふうに人材不足が足りな

かったということは間違いないんですが、そ

れが本当に見えてこなかった。見えてこなか

ったというか、本当に人がいなかったのかど

うかということをもう一回しっかり検証して

かって共立ソリューションズに対しても、そ

れをはっきりした上でということを思ってお

ります。 

 ただ、先ほど申し上げたとおり、調理員の

補充を早急に補給して元に戻す、元どおりに

するということは、言ってありますので、今

後、人材を確保して元に戻してやっていきた

いなということは思っております。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今、町長のお話

は、先ほどの話とあんまり変わらないんです

けども、これは大切なことなんで、今後もあ

り得るんで、細かくお話をしますけど、町

長、そもそもの今回のこれの法的な違反はど

こで起きてるかと。これは質問しません。も

う本当終わりになりますから。あと１回です

からね。この契約は16名で、共立ソリューシ

ョンズにお任せしたんです。そんな契約でし

ょ。それが14しかそろわなかったんだ。それ

が１日、２日なら何かどっか誰かにお願いし

てできる。ところがある程度長期的にできな

くなったんで、何々にお願いしたという経緯

があるんですよ。一番駄目なのは16をそろえ

るという契約なんです、町長。町長が契約を

しとんですよ。判こ押しとるんですよ。こう

いう人数でこの工程をこういうふうにやって

くれと。ちょっと私、読んでないんで分から

ないんですけども、材料の調達は町がやると

か、それから共立ソリューションズがやるの

はこことこことここ。ほいで出すのはここ。

だからここまで16人でやる、16人でやるとい

う約束なんですよ、町長。これをそろえられ

なかったのは、受けたほうが悪いんですよ。

だから、そこでアウトなんですよ。大変厳し

い言い方ですよ。だから私は共立ソリューシ

ョンズという会社を何か個人的にやるとか、

そんなこと何も思ってないですよ。契約とい

うのはそんなもんなんですよ。そっから始ま

って、やむを得ずいろんなことがありまし

た。金沢のどこそこにお話ししたら、炊飯の

業務を提供してもらえるとかなんとか話がず

れていったんです。ですから、監査が町長、

お話しされとるんですよ。私が言ったよう

に、私が６月に言ったのは、これは完全に契

約違反だと。そこまでしか言ってないんで
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す。損害賠償なんかと言ってない。監査が、

これ損害賠償だと言ってるんですよ。私じゃ

ないんですよ。遥かに上のことを監査が、こ

の一月前ぐらいでしょ。おっしゃってるんで

す。このことを皆さんはどういうふうに捉え

たかと、私は今びっくりしとんですよ。何に

も進んでない。 

 監査は、ちょっと読み上げますと、私も改

めて監査のお二人いますよね、宮﨑さんと甲

部さんと。監査の仕事は、この中能登町の監

査基準においては、例えば目的、当該地方公

共団体の事務の管理及び執行等において法令

に適合し、正確で経済的・効率的かつ効果的

な実施を確保し、住民の福祉の増進に資する

ことを目的とする。こう書いてあるんです。

法令に適合するということが監査の一つのポ

イントなんですよ。帳面だけじゃなくて、業

務監査も含めて。だから、それをやってるそ

の人たちがこれはアウトだとおっしゃってる

んです。それに対して、今また町長、また同

じような話されている。これ非常に残念だ。 

 ですから、やっぱりこのことは、次、話を

進めますと、私あと１回しか質問できないん

でね。なぜこれだけ言ってるかというと、単

なるその一民間企業が法令違反を犯した。そ

れに対して、町が損害賠償を訴えるかどうか

ちゅうちょしとる、そんな問題じゃないんで

すよ。法令を違反した段階から、町は損害を

受けとるんですよ。町長は実害を受けてない

とおっしゃった。実害は受けてない。何で

か。ご飯の提供を受けてるから。そうでし

ょ。炊飯業務がストップして、来なくなっ

て、子供たちに配れない、これは実害です

よ。だから町長は実害という意味ではそうい

うことをおっしゃってる。違うんですよ。実

害を受けとるんですよ、実害。それは共立ソ

リューションズという会社にこういうここで

契約をして委託してるわけですよ、学校給

食。これ大事なこと。それが何らかの理由で

できない。そこで、それが法令違反だと監査

がおっしゃってる。私も言ってる。どういう

ことが起きとるかというと、あんまり名前言

うの、Ａ社とします。Ａ社が町から業務委託

を受けて、出した町が税金をもってそのお金

を払ってるんですよ。町長のポケットから出

とるんじゃないんです。我々の税金からも出

とる。そしてそこの業務をお願いしておる。

ところがその業務をお願いされた側ができな

いんで、そこでアウトなんです。それが実害

なんですよ。 

 だから、ちょっとか分かりやすく言うと、

例えば私、こんな経験ないんですけどね。お

酒飲んで運転したと。どっかで検問で捕まっ

た。アウトですよね。そしたら私が、いや別

に事故を起こしたわけでもないし、人をひい

たわけでもないし何が悪いんだ。今後、気つ

けます。ああ、そうか、ほんだら気つけてく

れで済みますか。すまんでしょ。スピード違

反した、捕まった。別にスピード違反したけ

ども、何も人はねとらんよ。一旦停止、忘れ

た。飲んだ。そやけど追突も何もしとらん

よ。何の実害あるんやって私が言ったら、そ

れ通りますか。通らないんですよ。今も一緒

なんですよ。16人そろえられなくて、それが

ある程度ちょっと期間は知りません。そし

て、その炊飯業務に異常を来すということで

外部へ委託をされたと。その時点で、要する

に決めたことができてないんですよ。そこで

アウトなんですよ。そこで損害賠償なんで

す。切符切られるんですよ。そのことを今例

えがちょっと悪いかもしれませんけど、町長

がためらっているということは、さっきお話

ししましたけども、ここに柔らかく書いてあ

るんですけどね。この法令に適合し正確で経

済的・効率的かつ効果的な実施を確保し、住

民の福祉の増進に資するという、ここなんで

すよ。我々の生活の中にこれは影響しとると

いうことを言っておる。我々は特にそれやっ

てもやらんでも特にマイナスはないんです

よ。だけど法的に決まったことできないとい
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うことは、我々からそのもののお金が、いわ

ゆる公金ですよね。それが出てるということ

は、我々に迷惑かけとるんですよ。ですか

ら、その責任者として町長は毅然たる態度で

この行動を取らなきゃいかんというのは、監

査がおっしゃっとるんです、この前。新聞に

も出てましたよ。それに対して今、町長、前

と同じようなお話をされると、監査がここま

でやっておいでるのに、何にもアクションを

取ってない。これは厳しい言い方をすると、

いわゆる町長自身が、その住民の福祉の向

上、それからその生命・財産を守る、特に財

産ですよね。それを守るということに対して

町長、やっぱり責任を持ってるんですよ。そ

の役割を果たしてないということになる。そ

んなふうになる。もっと言うと、そういうこ

とを今ずるずるとやっていくと、これは話を

大きくするわけではないんですけど、住民監

査請求とか、住民代表訴訟とか、そういうこ

とにもつながる可能性がある。それくらい町

民の財産を預かってる、執行は。ですから、

今回のこのことについては、私はなぜ声高に

言うというと、これまでそういう法律のそう

いうことに対しては、あんまりこだわらなか

った、その弊害が今回出てるんだろうなとい

う私は感じがしてます。ですから、これ以上

大きな声でお話しするのはやめますけども、

町長、そういうことなんですから、できるだ

け速やかにこの対応をどうするかということ

を進めてほしいと思いますが、町長の考え方

をお聞かせください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 共立ソリューションズとも

話をしまして、その問題はやっぱりこの人材

不足ということに尽きると思いますので、今

ありがたいことに、東京のほうから人材の派

遣の会社が今10月、この町に来ます。その中

で共立ソリューションズに対してその会社か

ら人を派遣するというような形で、人的な確

保はどうしてもやっぱり今10月入らないとで

きないので、10月に東京のほうから会社が来

ますので、その会社と話ししながらその解消

に努めて、この16人をキープしたいなという

ことを思います。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 私の質問は２回な

んですけど、もう一回許してもらえませんか

ね。内容によっては、これは全然進歩してな

いんで、これで私の質問終わってしまうと、

また終わってしまう。大変失礼ですけど、

今、町長のそのお話は、今これだけ説明して

も、法令違反ということに対して町長、何に

も感じてらっしゃらないように思うんでね。

もう一回質問の許可をもらえませんか、議

長。 

○議長（南 昭榮議員） どうぞ。 

○５番（澤 良一議員） 町長、今、議長か

ら許可をもらいましたんで、もう一回質問し

ますけど、今その次のそこの云々って、代わ

りのとこを云々というのは、それは共立ソリ

ューションズのやることなんですよ、町長。

町長のやるのはそうじゃないんですよ。この

我々の町から預かった、町民から預かった、

その財産そのものを無駄にしないようにしっ

かり守って有効に使ってやっていくという、

その最責任者が町長なんですから、どこそこ

に何とかがあるからって、そんな答弁はここ

に要らない。今私したの、そんなこと聞いて

るんじゃないんですよ。ここまでお話しした

ことに対して町長は監査もお話が出てる損害

賠償ということに対してソリューションズと

相談するんじゃないんですよ。飲酒運転した

男と警察と相談するんじゃないんですよ。毅

然たる態度でここの責任者としてどう取りま

すかというのを聞いてるんで、町長、別のほ

かの民間企業のやることをお話、私は聞きた

くない。責任者としてどうするかということ

を答えてください。もう一回お願いします。

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 本当に今、澤さん言われる



－39－ 

ように、法的にいえば、私も実質的な損害と

いうことがどの辺にあるのかということは分

かりません。この実質的な損害、監査委員も

意見書の中で言ってますので、今法的にそう

いうふうな損害が出とるとすれば、もちろん

ソリューションズに対して、損害賠償を請求

しなければならないということは思っとりま

すので、そこはまた、一回執行部のほうで話

しして、精査したいと思います 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 堂々巡りでこれで

やめますけど、やっぱりこの今回のことにつ

いても、私、６月で自分のことを言うのも恐

縮ですけど、６月であれだけのことをお話し

してるんですよ。 

 今回、監査にも言われとるんですよ。それ

に対して、今、町長からお話聞いてると、失

礼ながら、ほとんど進展がないんです。執行

部ともまた話をしてみるとか、それは当然や

っとくべきでしょう。私のこの質問が出たと

きに町長やっとくべきでしょう。こんな恐ろ

しいこと言っとるんですよ。損害賠償どうな

ってる、そんな今まで質問なんかないでしょ

う。私はこれ言えるのは、監査が勇気を持っ

て報告していただいてるからですよ。監査が

おっしゃらなかったら、私は損害賠償をどう

するんだと、そんなことは言えません、素

人。ここまではっきり監査がさっき言った目

的を持ってやっとるんですよ。我々の生活を

守ってくれとるんですよ。監査は法的な根拠

に基づいて。それに対して今この期に及んで

も、明確に答えてないというのは、本当に残

念ですね。何をやっとったのかって言いたく

なるくらいです。誠にちょっと言葉が過ぎる

かもしれませんけど。これ以上、私は質問で

きないんでやめますけども、この後、本当に

やるのかやらんのかですよね。切符切らない

とならない。それは町民が騒ぎますよ。これ

脅しじゃないですよ。今、町長もやっとるの

は飲酒運転のあれやったけど、切符切るのど

うしよ、実害ないからどうしようかな。みん

なでもう一回集まってくれまってこんなこと

ですよ。ぜひ速やかにこのことを進めていた

だきたいと思います。 

 次、行きます、４番。 

 「メディカルパーク構想」白紙撤回は当然

の帰結であったが、飛んでますかね。合って

ますよね。 

○議長（南 昭榮議員） ３番ですよね。 

○５番（澤 良一議員） いいね。町長とし

て町民への説明責任を果たしたか。 

 １、住民への情報提供は完全非公開で進め

られ、住民無視で説明責任を欠いた、本件公

費投入の結果、白紙撤回に至った責任につい

て、町として誰がどのように負うのか。 

 ２、今後の事業では、説明責任とリスク検

証をどのように具体的に徹底し、同様の事態

を防ぐのか。その方針を伺う。ちょっと順番

逆になりましたね。 

○議長（南 昭榮議員） 澤議員、３番や

ね。 

○５番（澤 良一議員） すいません、読み

上げたんで、すいません。３番なんですけ

ど、今４番でやってよろしいですか。 

 もう一回読みますか。すいません。私も途

中で変えたんで。すいません。ちょっとお待

ちください。今４番行きましたね。あまりに

も熱く話ししましたら飛ばしました。失礼し

ました。（「何で１番目から行かんの」と呼

ぶ者あり） 

○議長（南 昭榮議員） 申出は５番やけど

も、後から３番に変えてありますから３番を

やってください。 

○５番（澤 良一議員） すいません。 

○議長（南 昭榮議員） メディカルパーク

構想やね。 

○５番（澤 良一議員） はい。すいませ

ん。ちょっと３番の紙がね。本当申し訳あり

ません。 

 すいません、議長。３番、順番変えたんで
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すけど、その３番のちょっと資料が非常に厚

いんですけど、それがないと進められないん

で、すいません、３番カットして４番行きた

いと思います。よろしいですか。 

○議長（南 昭榮議員） はい、認めます。 

○５番（澤 良一議員） すいません、４番

行きます。 

 先ほど言いました、「メディカルパーク構

想」白紙撤回は当然の帰結であったが、町長

として町民への説明責任を果たしたか。住民

への情報提供は、完全非公開で進められ、住

民無視で説明責任を欠いた、本件公費投入の

結果、白紙撤回に至った責任について、町と

して誰がどのように負うのか。 

 ２、今後の事業では、説明責任とリスク検

証をどのように具体的に徹底し、同様の事態

を防ぐのか、その方針を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 メディカルパーク白紙撤回

に対する町長としての説明責任について。１

点目の公費投入の結果、白紙撤回に至った責

任について、町として誰がどのように負うの

かお答えします。 

 ６月の全員協議会において、地域医療体制

強化プロジェクトチームの担当者より、これ

までの経緯について説明を申し上げたところ

ですが、医師の意向の変化などにより、事業

手法が定まらなかったなど、状況が変わりや

すく、流動的であったことから、議員の皆様

をはじめ、町民の皆様に対する情報発信がで

きませんでした。 

 本件に関わる責任につきましては、最終的

に指示・判断をした私に責任がありますの

で、この場をお借りして深くおわびを申し上

げたいと思います。 

 次に、２点目の今後の事業では、説明責任

とリスクの検証はどのように具体的に徹底

し、同様の事態を防ぐのか、その内容を問う

についてお答えします。 

 説明責任については、情報の共有を図り、

公開することを基本とし、透明性を持って事

業を実施していくこと、企画・実施の各段階

で評価を行い、その結果を分かりやすく説明

することなどを徹底してまいりたいと思いま

す。 

 また、リスクの検証については、事業に関

する潜在的なリスクを洗い出しておくこと、

リスクの回避や軽減などの対応策をあらかじ

め考えておくこと。また、万が一不測の事態

が発生した場合は、迅速かつ適切に対応する

ことなどを徹底してまいりたいと思います。 

 今後は同様の事態が発生しないように内部

での協議・検討を十分に行った上で事業を進

めてまいりたいと思いますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今、町長のお話の

中で、私、一番驚きましたのは、私の質問に

答えられたんですけど、町長は私の責任だと

いうお話をされました。最終的にはそうなる

と思いますが、町長トップが、これは私の責

任ですというふうにおっしゃると、もうそれ

以上の言葉はないんですよね。それは問題

は、その責任をどのように果たすのか。そう

いうことがなかなか私は酌み取れませんでし

た。責任とは単なる言葉ではなく、事実を明

らかにし、誤りを具体的に検証し、町民に説

明する行為そのものだと思います。白紙撤回

に至る過程で、どの時点で判断を誤り、なぜ

チェック機能が働かなかったのか、町として

徹底的に洗い出す必要がありませんか。 

 さらに、確定してから公表するという姿勢

そのものが住民参加を拒み、誤りを拡大させ

た要因です。 

 ここで町長、これは後ろの人も見てほしい

んですけども、これは何かお分かりですか。

お分かりですよね。これは、この白紙撤回に

至る、残念ながらメディカルパーク構想を町

長は、町長の思いで始められました。ところ

がある時点から、残念ながらずれてきまし



－41－ 

た。その推進をするためのプロジェクトが地

域医療体制強化プロジェクト、こういうもの

がつくられた。それがそのチームの皆さんが

中心となって、このプロジェクトは町には幾

つもありますけどね。職員の方は自分の仕事

を持ちながら、プラスアルファでこのプロジ

ェクトに参加しとる。これだけじゃないんで

す。今たまたまこの地域医療の分。自分の仕

事をやりながら、このプロジェクトの活動を

やられたんです。私はその中身はどんな、中

身といいますか、どういうことをやっとるの

かなということで、取り寄せた。初回から10

回まで全部真っ黒なんです。これ映りますか

ね、テレビの人。これ全部真っ黒なんです

よ。特定の名前が出てるとか、特定の金額が

出てるとか、これは今公表するとか、まずい

んじゃないんです。真っ黒なんですよ、全

部。それが今進めたメディカルパーク構想な

んですよ。町民には一切知らせないんです

よ。これは、たまたま私が、あなたは議員じ

ゃないかということは町民ですよ。だってこ

んな細かいことは議会で報告されないんです

から。本当に皆さん、真っ黒けなんですよ、

これ。全部真っ黒ですよ。こんな情報公開の

町がありますか。町長、町長の判こ押してあ

るんですよ、全部。全部で26ページありまし

た。全部真っ黒です。こういうことで町長、

残念ながら進められたんです。 

 これは今一つの話ですけど、町長、今回白

紙撤回とこういうことになったんですけど、

町長の思いはかなわなかったんですけど、こ

のことも大変、要するに住民から離れて、特

定のどこかでこそこそ、こそこそとは言いま

せんけど、進めた結果がこれなんですよ。こ

のことも町長、今回の白紙撤回に至る原因の

一つだと思われませんか。正直なところを町

長、聞きます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ６月、６月じゃなかった、

前のときにもこの黒塗りのやつは澤さん持っ

てきて一回見せられましたけど、実際という

か、私もその中身の議事録を後から見たんで

すが、名前、金額的なものはもちろん、その

お医者さんの名前とかは、要するに名前出て

ますし、金額も出てました。決まってないこ

とをやっぱりなかなか幾ら監査請求されても

なかなか出せないという、多分状況あったの

で、当時の担当者なりが私は黒塗りにしたと

思います。実際、私もこの黒塗りしてかって

どういう具合になっとるかということは、議

事録を後から自分で見てかって、それでこん

な議事録やった、例えば課長なりの名前を黒

塗りにしてあるとか、お医者さんの名前を黒

塗りしてるとかそういうのになっとるんかな

と思とったら、実はそうでなくて、事細かく

黒塗りになってましたので、その辺について

は本当に原則全てやっぱりもう非公開はなし

なので、その辺皆さんに対して順序的にはず

っと全員協議会とか含めて十何回の議会に対

しては７回ほど、一般質問も入れて７回ほど

このお話をさせていただいております。その

中で完全な医療ＰＴチームの中のお話という

ことは、全然今黒塗りに塗ってあるような状

態になっておりますので、それを本当に申し

訳なく思ってますし、その辺これからそうい

うことがないように、やっていかなければな

らないなということを感じております。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 町長ね、町長見ら

れるときは黒塗りじゃないんですよ。そうで

しょ。町長はオリジナルを見られてるんでし

ょ。これを見られてるんですか。これは私が

情報公開で求めたら真っ黒けが来てるんです

よ。要するに町民が見たらね。町長はまさか

議事録くれ言うたらこんなもん出てこんでし

ょ。そうですよね。そういうことなんです

ね。だから、ですから、ちょっと今町長、認

識が違うなと思ったんは本当に事細かく全部

なんですよ。ちょっとおっしゃったけど、こ

の金額がどうとか、そんなことは私、言って
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ないですよね、私はずっと何年間も議事録、

情報公開取ってるんで、いっぱい知ってるん

ですよ、名前も金額も。それから難しい言葉

も。それは当たり前なんですよ。これはこの

時点では駄目だ、全部なんですよ。名前で出

てるのは宮下町長だけですよ。参事兼、当時

の総務課長、黒ですよ、１人しかいない。１

人しかいないのに黒です。以下同文、全部

黒。何をもってこれ黒くしとるか分からない

んです。 

 今、町長、そしたらちょっと善意で解釈す

れば、知らない人が来たら、そういうことも

あるわな。ないんですよ。そんなんじゃな

い、全部黒なんですよ。失礼だけど、これを

判断した、さっき言った町長の判こ押してあ

るんですよ、町民に出すのにね。町長押しと

るか誰が押しとるか分かりませんけど、町長

の、この町のトップの情報公開に対する姿勢

なんですよ、これは。 

 それから町長おっしゃった議会で何回何

回、町民は議会来てませんよ。新聞にも出る

のはちょっと珍しいことしか出ない。全く分

からない。とすれば、情報公開で請求する者

はどれだけいるかどうか私は分かりません。

普通であればその手法を知っていればやっぱ

り情報公開を取ると思います。だけど、ほと

んどの方は町長、知らないんですよ。そうい

う中で、今回のこのことについては、こうい

うことがあったということを今、町長にこれ

も一つの要因だと聞いたら、町長は申し訳な

いというようなことを今、謝罪されました。

そういうことですよね。このことは謙虚に受

け止めてほしいと思うんですよ。 

 それは今もう時間たって答えが出てから話

をしとってもしようがないんですけど、その

途中に私、何回も町長、質問しとるでしょ。

そのときにそれだけの危機感なんか町長、何

も持ってませんよ。このことをきちっと説明

しておかなきゃいかんなとか、例えば令和６

年の２月でやり方が変わりましたよね。いわ

ゆる基本設計のあれ駄目になって、ほんでや

り方を変えるというんで、謝罪をされまし

た。それから１年数か月で何にもなかった。

町長がもしこのことを真剣に、町民に全く情

報非公開でやられたんですけど、議会にも

云々だとすれば、去年の２月以降でこのこと

の進展について１回かどっかで話があればと

か、ないですよ。たまたま今分かっただけな

んでね。 

 ですから、やっぱり一つの姿勢とすると、

いろんなことありますよ、特定の医者と約束

してそれでスケジュールつくったとか。あの

ときそうですよ。そういうこともあったし、

めどがたたないのに進めたとか、いろんなこ

とありますよ。基本設計だけじゃなくて、実

施設計までやったんですよ。それでまた議会

も通った。 

 ですから、これは議会も大いに反省しなき

ゃいかんということなんですけども、そこま

でやった中の一つにこれは一番大きい。その

ことを今、町長、認められたんですけども、

ただ、今後云々ということでちょっと何とな

くおっしゃったんですけども、今町民が求め

ているのは、今回の構想がどのような経緯で

どこに問題があり誰がどの判断を誤ったの

か、その全容の検証です。投入された公費が

なぜ無駄に終わったのかを明らかにし、責任

の所在を町として示すこと、町として。その

ことが説明責任を果たす町長の最低限の姿勢

だと思います。 

 場合によっては第三者を含めた検証委員会

を設置して、その報告を町民に公表する。こ

の一連の行為をもって、町長のおっしゃる私

の責任という言葉が私は当てはまるんじゃな

いかと思います。最終的には私の責任ですと

いう、そのとおりです。それで終わるんじゃ

なくて、そこまでこのことが単なる基本設計

で756万円、そんなことだけじゃないんで

す。これに関わったたくさんのプロジェクト

チームの労力、このことも私は大変な無駄だ
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った、結果的にはね。だから、そういうこと

も含めてどこでどう間違ったかということを

町民に明らかにすべきだと思いますが、町長

の見解を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 澤さん、さっき実施設計ま

でと言われたけど、実施設計は行っておりま

せん。基本設計というか、基本計画及び基本

計画のほうの測量業務とか土地の調査という

ことで、そういうことをやっております。そ

れが七百五十何万で実施計画まで行くと、や

っぱり3,000万ほどかかるような金額になり

ますんで、そこまでは行っておりませんの

で、その間、例えば先ほどの１年半ほど全然

何もやらなんだやないかというようなことを

言われますが、実質的にはＰＴはＰＴの当

時、震災ありまして、みんな忙しいので、ち

ょうどＰＴの忙しない職員に対してちょっと

お願いして、私なりと一緒に責任があります

ので、やっぱりこの700万取り返さんなんと

いう思いがありましたんで、その中で１人の

お医者さんが絶対中能登町にやりたいという

ことをずっと言っておいでました。それで震

災起きて１年半がたったんで、その間どうし

てそのお医者さんをどこに連れていくという

ような形で土地の地面も探しました。地面

も、これは多分、半年、10か月ぐらいにわた

ってうちのこの地権者の人にお願いにいき、

なかなかもう少しのところまで行ったんです

が、地震が６年１月１日に起きまして、地震

開けてまた１か月後に行ったんですが、その

方から、あんたたちはこんなもん地震のとき

にこんなことしとる場合かと言われて、それ

からほんなもん来んでもいい、こんな地震の

ために、こういうことをまたやっとるちゅう

か、町のために地域医療のためにと話しまし

たけど、なかなか納得せず、断念したわけで

す。その間、地震の対応とかいろいろありま

して、私、個人なりがいろんなところにお医

者さんとこに話ししたり、恵寿病院とか、ち

ょっとやかましいやなか。そんな物事しゃべ

っとったら駄目やろ、傍聴席。議長、注意し

てください。 

○議長（南 昭榮議員） はい。 

○宮下為幸町長 そういうことで、いろんな

ところでそのお話を医科歯科、恵寿病院とか

の理事長内で話しして何とかしていただけな

いかということでお話をこの１年間ずっと回

ってきました。そういう中で、今、鳥屋診療

所にも内科が２人休みます。心療内科と循環

器内科の先生が今来られます。それで小児科

の先生と心療内科という、そういう精神的な

医者も今来てかって、４つの課があるという

ような形になりました。 

 それは当然にして、ちょうどそこのお医者

さんで、その方が辞められたんで、ほかに変

わって来られた方もおいでたので、うちの町

としては助かってたんですが、恵寿病院から

そういうふうに来ていただいたんで、本当に

うれしく思っております。 

 その間ずっとどうしてもやっぱりここへ来

たい、この中能登町で絶対したいということ

で、今まではやっぱりなかなか１年半ぐらい

かかるらしいんで、今これからいろんなとこ

ろと交渉して、その方がやるめど的に立って

きたので、それは今は私は段取りはつけまし

たけど、あとは当事者同士、当事者同士の民

間と民間の話でなるので、その辺の話は今私

がタッチせずに民間同士で話しして、場所も

決めて開業するというふうな段取りになって

おりますので、また、それははっきりした段

階でお示ししたいと思います。 

 単に１年半は何もしてたんじゃなくて、職

員も忙しいし、いうことで俺が回ってかって

いろんなとこでお願いしてということで、病

院長、暇なとき、公務ないときに回ってきた

ちゅうな状況であります。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） すいません、時間

物すごく浪費しました。町長、私は何もやっ
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てないとか言ってないじゃないですか。プロ

ジェクトやってるんです。町長もやってるん

ですよ。だけど途中の報告がないと言ったん

です。町長、おっしゃいました。分かった時

点って。だから分かった時点でというか、や

っぱり議会なんで、それだけ大きなプロジェ

クトをつくって町長やっとるわけですよ。資

源をかけて。だったら、途中経過をこういう

ことだということをやっぱり議会に報告すべ

きですよ。私は何にもやっとらんってそんな

こと一言も言ってませんよ。やってらっしゃ

るけど、公に何も見えてなかったということ

をお話をしとるんです。ですから誤解のない

ようにお願いしたいと思います。 

 それから今お話があった、もう５分しかな

いんですけども、特定の個人のお医者さんと

か、そういうことあったんでしょう。だけど

それは違うんですよ。それは違うというの

は、それはそういうことがあったんでしょう

けど、もっと大きなこれプロジェクトだった

んでしょ。公園をなくしてまでも、あそこに

医療公園を造って、何でしたっけ、何とかセ

ラピーをやって、物すごい構想だったんです

よ。ほんで結果駄目なんですよ。ですから、

そのことに対して本当にさっき言ったよう

に、何が駄目だったということを町長、公に

発表してくださいよ、まとめて。 

 それから実施設計、もちろんやってません

よ、先生。実施設計も含めて町長が上程した

と言ったんですよ。やってません。実施する

はずがない。基本設計で終わってるんです

ね。ほんで、もう時間がなくなって申し訳な

い。 

 次、今から言うんですけど、６番目ちょっ

とできません。だけどこれは６番目のこと

は、総務課長とある程度話をして、姿が見え

てますので別の機会でまたお話をさせていた

だきたいと思います。町も今動いてらっしゃ

るんで、５番行きます。 

 ５番、今後の庁舎問題及び財政計画につい

て。 

 中能登町は平成17年３月の合併から既に20

年以上経過しました。しかしながら、その後

の20年の間に人口減少が一層深刻化し、町民

ニーズの多様化、高齢化等に伴う行政サービ

スの複雑化、さらには災害や感染症対策など

新しい課題が数多く発生してまいりました。

そしてこの後の議論になりますが、法改正に

伴う様々な対処もこうした状況の変化の中で

対応せざるを得ません。 

 また一方、我が町は能登半島地震以来、復

旧・復興に向けた財政需要が急増し、財政調

整基金の減少や地方債残高の増加など極めて

厳しい状況に直面をいたしております。こう

した中で、将来像を示すべき財政計画が、い

まだに作成されていないことは、町のかじ取

りを欠く異常な状態であり、住民に対する説

明責任を果たしていないと言えます。これら

２点を考慮し、以下２点で町長の見解を伺い

ます。 

 １、合併から20年が経過したが、今後のま

ちづくりを見据えたときに、ソフト・ハード

両面から庁舎統合の必要性は検討されたの

か。 

 ２、町の将来像を示す羅針盤が見えない。

財政計画が未策定という異常な状態につい

て、どのように考えているのか、町長の説明

責任はないのか。 

 以上、２点でお尋ねします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 今後の庁舎問題及び財政計

画についてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の庁舎統合の必要性の検討に

ついてですが、庁舎整備に関わる今後の検討

を探るため、庁舎再整備に向けた基本計画を

今年度中に策定予定としております。 

 本計画において令和６年度能登半島地震に

より被害を受けた総務庁舎の復旧にかかる費

用と、総務庁舎の機能を行政サービス庁舎へ

統合した場合に必要となる費用を算出し、比
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較検証することとしております。 

 また、統合する場合には、行政サービス庁

舎における執務室等の配置や庁舎周辺の町有

地の利活用も併せて検討し、想定される課題

の洗い出しと解決策を職員間に協議する予定

としております。民間の利便性や業務の効率

化などを総合的に勘案しながら、本計画の策

定を進めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の財政計画が未作成となって

いる状況についてですが、まず、現状をお伝

えしますと、現行の財政計画については、取

組内容をハード事業とソフト事業とに区分

し、それぞれ取組の期間を設定しておりま

す。 

 このうちハード事業については令和11年度

までの10か年、ソフト事業については令和６

年度までの５か年としているところでありま

す。 

 議員が言われる未策定の部分というのは、

ソフト事業の取組が令和６年度をもってその

期間を終えていること、また、その取組を踏

まえた収支計画について、令和７年度以降の

ものが示されていないことに関し、ご指摘い

ただいていると認識しております。 

 これにつきましては、６月18日開催の議会

全員協議会の場でもお伝えしましたとおり、

次期計画の策定に至るまでの期間は、現行の

取組の継続をすることとしていることから、

財政運営の指針はあくまで現在の財政計画で

あると整理しているところであります。 

 町総合計画及び町行政改革大綱の見直しを

行っている中で、財政計画単体での見直しを

行うことは、実効性の観点から合理性に欠け

るため、新たな財政計画については、これら

の各種計画との連動を図ることで、実効性を

担保したいと考えております。 

 以上を踏まえまして、議員の皆様にはでき

るだけ速やかにお示ししたいと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 時間が来てますん

で質問いたしません。ただ、一言だけお話し

します。 

 最後に、町長がお話しされました、令和７

年度からできてないものについては、今後の

様々なその計画の中ですり合わせをしてやっ

ていきたいというような趣旨のお話でした。 

 私は、これは違うと思います。財政の計画

がなくして諸事の計画なんてあり得ないと。

財政は数字を基にして、事実を基にして積み

上げたものなんです。財政なくして計画なん

かあり得ません。計画はある意味では指針で

すよ。その指針を実現するためには財布の中

身ですよ。財布の中身を議論しないで、ここ

の契約をこれ今、今度は総合計画できます

よ、これができるんで、これと総合してやり

ますよ、口で言っているだけなんですよ。実

際は財政の財布の中身の議論をしないで、そ

ういうところに逃げていても全然進みませ

ん。 

 私はちょっと私の不手際があって、ちょっ

と時間オーバーしましたけど、そのことを申

し上げて、私の一般質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） ここで11時10分ま

で休憩をいたします。 

           午前11時04分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 続いて、１番 木下智治議員 

  〔１番（木下智治議員）登壇〕 

○１番（木下智治議員） 通告に従って質問

します。 

 今年も非常に暑かったです。最近になって

やっと涼しくなってきましたけど。かつての

日本の夏は蒸し暑いながらも、風鈴や打ち水

に風情を感じるものでした。しかし現在の夏
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は、もはや風情などと流暢なことも言ってら

れない状況です。誰もが今年の夏は異常だと

感じているはずです。この異常気象は一時的

なものでなく、今後も継続することが予想さ

れています。私たちは、この新たな時代に即

した猛暑対策を講じる必要があります。町民

の生活を守り、持続可能な社会を築くため

に、一般質問させていただきます。 

 １番、体育施設の空調設備の導入について

です。 

 近年、記録的な猛暑が続き、熱中症の危険

性が高まっています。町内の体育館やスポー

ツ施設は、子供たちの部活動、高齢者の健康

体操、地域住民のレクリエーションなど、多

くの町民にとって重要な活動拠点です。 

 しかし、夏季においては、空調設備が不足

しているため、熱中症リスクを抱えながらの

利用や、活動自体の休止を余儀なくされるケ

ースがあるかと考えます。これは、町民が安

全に体を動かす機会を奪うだけでなく、スポ

ーツ活動の継続や町全体での健康づくりへの

意識にも影響を及ぼしかねません。 

 今後、総合型地域スポーツクラブ設立に向

け、スポーツレベルの向上や健康寿命の底上

げをし、誰もが安心してスポーツを楽しめる

環境を整備することは、地域の活力を維持す

るためにも不可欠であると考えます。 

 さらには、災害発生時の避難場所として利

用するために、快適な環境を整備することも

重要だと考え、以下の３点について質問しま

す。 

 １点目、体育施設の空調設備の現状と利用

実態についてです。 

 現在、町内にある体育施設のうち、空調が

未整備、あるいは老朽化している施設はどの

程度ありましたか。 

 また、地域スポーツクラブや学校関係者か

らの空調設備に関する要望や意見は寄せられ

ているのか、それらの実態についてお伺いし

ます。 

 夏季におけるこれらの施設の利用状況はど

のように変化していきましたか。特に熱中症

対策としてどのような対応を取ってきたか、

その効果についてお聞かせください。 

 ２点目、空調設備導入に向けた予算措置と

財源についてです。 

 空調設備には多額な費用が必要となりま

す。町として、この重要な課題に対し、具体

的な予算措置をどのように考えているのかお

伺いします。 

 国の補助金や県の助成金など、外部の財源

を活用する可能性について検討しているか、

また、その進捗状況はいかがでしょうか。 

 導入計画を複数年にわたる事業として位置

づけ、段階的に予算を確保していく考えはあ

りますか。具体的なスケジュールと財源確保

の方針をお聞かせください。 

 ３点目、今後の展望と町民への情報提供に

ついてです。 

 体育施設への空調設備導入は、単なる熱中

症対策にとどまらず、年間を通じて利用率を

高め、町のスポーツ振興に大きく寄与しま

す。また、災害時の避難所としての機能強化

にもつながります。空調設備導入後の展開に

ついて、町としてどのようなビジョンを描い

ているのかお伺いします。 

 また、予算措置を含めた導入計画の進捗状

況や、町民の皆様からの意見をどのように反

映させていくかについてご見解をお聞かせく

ださい。 

 体育設備への空調設備導入は、町民の健康

と安全を考えた今こそ取り組むべき課題で

す。執行部の皆様には、予算措置を含めた具

体的な計画を策定し、安心できるスポーツ環

境の実現に向けて力強く推進していただくこ

とを強く求めます。前向きなご検討と明確な

ご答弁を期待します。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 体育施設の空調設備の導入

についてのご質問にお答えします。 
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 まず、１点目の体育施設の空調設備の現状

と利用実態についてでありますが、町にある

屋内体育施設では、鹿島体育センターを含む

７施設あり、いずれの施設にも空調は未整備

となっており、町民からは空調設備につい

て、設置を望む声がありますが、現時点では

利用団体から正式な要望書の提出はないと聞

いております。 

 また、利用実態については、４月から６月

までの春季と比較すると、ほとんどの施設で

利用者の増減はありませんが、町では暑さ対

策として、扇風機や冷風扇の貸出しを行い、

さらに、日本スポーツ協会のスポーツ活動中

の熱中症予防ガイドブックに基づき、35度以

上に達したときは、施設利用を原則中止する

制限を取っております。 

 次に、２点目の空調設備導入に向けた予算

措置と財源についてでありますが、空調設備

導入には多額の費用が必要となることから、

補助金などを活用して事業を進める必要があ

り、現在、活用できる補助事業等がないか研

究をしている段階であります。 

 次に、３点目の今後の展望と町民への情報

提供についてでありますが、昨今の夏の異常

気象の状況を考えますと、町民誰もが安心し

てスポーツできる環境づくりは重要なことと

認識しております。 

 また、空調設備の導入には、多額の費用が

必要になることから、一度に全ての体育施設

に導入することは、難しいと判断しており、

まずは、利用頻度の高い施設から優先的に設

置することが最善な方法であると考えており

ます。 

 なお、具体的なスケジュールについては、

現時点でお知らせすることは難しく、もうし

ばらく時間をいただければと考えております

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 空調設備導入につ

いて多額の費用がかかるため、補助金や助成

金の活用を研究している段階とのことです

が、どのような補助制度が候補に挙がってい

るのでしょうか。 

 具体的に国のスポーツ振興くじ助成金や、

その他県の補助金など特定の補助金制度につ

いて既に担当部署で調査・検討を始めている

のでしょうか。 

 空調設備が導入されれば、夏季の利用者が

増加し、スポーツ活動が年間を通じて活性化

することが期待できます。これにより町民の

皆様の健康寿命の延伸により医療費の抑制や

競技レベルの向上につながるだけでなく、全

国規模の大会やイベント誘致による交流人口

の増加、ひいては地域経済の活性化にも大き

く貢献する可能性があります。 

 さらに、近年、頻発する大規模災害に際し

ては、空調が完備された体育施設は、町民の

安全を守るための指定避難所としての機能も

強化されることになります。 

 本町が目指すべき持続可能なまちづくりに

おいて、体育施設の空調設備導入は、単なる

利便性の向上にとどまらず、町民の安全と幸

福、そして地域の活性化に不可欠な戦略的投

資と考えます。 

 これらの多角的なメリットを踏まえ、町と

して体育施設への空調設備導入をどのように

位置づけ、具体的にどのような方針で事業を

推進していくのか町長の明確なご見解を伺い

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 再質問にお答えします。 

 空調設備の導入につきましては、先ほどの

答弁と重複しますが、多額の費用が想定され

ることから、補助金などを活用して事業を進

める必要があります。具体的にはスポーツ振

興くじ助成金などを今後、調査・検討するこ

ととしております。 

 先ほど議員が言われたとおり、スポーツを

行う環境が充実することは、スポーツ人口を
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増やし、体を動かすことで町民の皆さんの健

康増進につながり、また、体育施設によって

は防災拠点としての機能の充実を図ることも

期待されます。 

 さらに、大会など誘致ができれば、交流人

口が増え、地域経済の活性化にもつながって

いくと考えられます。 

 今後も、地球温暖化の影響で猛暑はより深

刻になる傾向がありますので、他の施設も含

めて慎重に検討を進めたいと考えております

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 導入するには多額

の費用と長い年月がかかるのは重々承知して

おります。しかし、今後のことを考え、今こ

こで決断していただければ後世に残る英断と

あったと町民の皆様が実感する日が来ること

を信じて、次の質問に移らせていただきま

す。 

 ２つ目、地震対策における家具の固定促進

についてです。 

 昨年、元日に発生した能登半島地震からも

う約１年９か月が経過し、災害への備えが課

題であることを改めて痛感しました。 

 地震発生時、家屋の倒壊だけでなく、室内

の家具の転倒や散乱により多くの方が負傷さ

れ、避難経路が塞がれる事例も発生していま

す。 

 地震対策には、行政による公助はもちろん

不可欠ですが、いざというときに自らの命を

守る自助の取組こそが、被害を最小化に食い

止める上で重要であると考えます。 

 そして、この自助の中でも比較的容易に、

かつ効果の高い対策が家具の固定です。過去

の震災の教訓から、地震による死傷者は、室

内の家具の転倒、落下によるものが非常に多

いことが分かっています。 

 阪神・淡路大震災では、家屋内で亡くなっ

た方のうち、家具の転倒や家屋の倒壊による

圧死、窒息死が約８割を占めました。また、

東日本大震災でも、家具転倒による負傷者が

多数報告されています。家具の固定が、命を

守るための最も基本的かつ重要な対策である

ことが明らかになっております。 

 こうした状況を踏まえ、町民の皆様の自助

の取組を町が積極的に支援する観点から、家

具の固定に対して、以下の３つの点について

質問します。 

 １点目、当町における家具の固定の現状と

町民の防災意識向上に向けたこれまでの取組

についてです。 

 家具の固定の実施率は、町としてどのよう

に把握されていますか。町民アンケートや広

報活動を通じて、何割程度の世帯が家具の固

定を済ませていると推定していますか。家具

の固定の進捗を妨げている主な要因として、

どのような点が挙げられますか。例えば費

用、取付けの困難さ、または意識の低さ、賃

貸住宅での制約などです。 

 そして、これまで家具の固定を促すために

どのような広報活動や啓発事業を実施してき

ましたか。特に高齢者や障害を持つ方など自

力で家具の固定が難しい方々への支援は、こ

れまでどのように行われてきましたか。能登

半島地震後、家具の固定に関する町民からの

問合せ件数や防災用品の購入動向などに何か

変化は見られましたか。 

 この機運を逃さず、防災意識を行動に結び

つけるために、今後どのような追加的な対策

を考えていますか。 

 ２点目、ほかの自治体の先行事例と当町に

おける制度導入の可能性についてです。 

 他の自治体で実施されている家具の固定の

補助金制度について、どのような事例を調査

されましたか。特に制度の対象者、補助額、

補助対象器具、申請手続など、どのような特

徴がありましたか。 

 先行事例の中で、特に本町が参考にすべき

点や逆に課題として挙げられる点は何でしょ
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うか。町として、家具の固定補助金制度の導

入について、財源の確保、担当部署の体制、

制度設計の具体的な検討は行われましたか。 

 制度導入に当たり、財政負担、制度の周

知、利用者の限定、専門業者との連携など、

どのような課題や懸念点がありますか。国や

県の補助制度など、外部の財源を活用する可

能性について、検討されていますか。 

 ３点目、補助金制度の具体的な内容と今後

のスケジュールについて、制度設計について

です。 

 もし補助金制度を導入するとして、どのよ

うな制度設計を想定していますか。補助金額

は１世帯当たり、または１器具当たり、どの

程度の補助額を想定していますか。対象の器

具について家具転倒防止器具や専門業者など

による固定工事など、どのようなものを補助

対象としていますか。 

 申請手続について。申請書類や手続を簡便

にするための工夫は何か考えていますか。 

 今後のスケジュールについて、この補助金

制度の導入に向けて、いつ頃までに具体的な

計画を作成する予定はありますか。前向きな

ご検討と明確な答弁を期待します。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 地震対策における家具固定

の促進についてお答えします。 

 まず、１点目の当町における家具固定の現

状と町民の防災意識の向上に向けたこれまで

の取組についてでありますが、警察庁の調査

によれば、今回の令和６年度能登半島地震に

おける犠牲者のうち、222名の死因を確認し

たところ、家屋の倒壊や家具の転倒が原因の

圧死が92名、全体の42％と最も多い結果とな

っております。 

 また、圧死の中に含まれていない窒息、呼

吸不全、外傷性ショックなども家屋の倒壊や

家具の転倒などが原因の可能性があるとのこ

とであります。 

 次に、家具固定の現状でありますが、公の

調査は実施はされておらず、民間企業の調査

による参考値となりますが、地震対策におけ

る家具固定の実施率は、全国平均でおよそ

57％、石川県ではおよそ63％という結果であ

ります。 

 また、全国的な統計数値上の結果では、特

に東日本大震災の被災地や南海トラフ地震の

影響が懸念される太平洋側の地域の実施率が

高い傾向にあります。 

 なお、調査時期が令和６年能登半島地震後

であるため、被災経験からの備えが対応に反

映されることも想定されることから、石川県

では全国平均を超える値が出ているものと考

えます。 

 また、家具固定を行っていない家庭は全体

の３割以上であり、行わない理由について

は、面倒、賃貸住宅のため、コスト面などが

あったそうです。 

 町といたしましても、地震対策に関わる家

具固定につきましては、大変重要な施策であ

ることを承知しており、これまでの取組とし

て、自助の防災意識を高めるために普及啓発

を重点に行っており、ホームページや広報な

かのとにおいて、命を守るための行動、日頃

からの備えとして、家具固定に関する記事を

掲載し、周知を図っております。 

 高齢者、障害者などの方々への対応策であ

りますが、これまで踏み込んだ施策について

は実施できておりません。 

 また、能登半島地震以降で、町民の方々か

ら家具固定に関する相談や問合せも聞いてお

りません。 

 しかしながら、今後の対応といたしまして

は、行政のみが個別の対応をするには限界が

あり、地域防災力の向上の観点から、自主防

災組織、区長をはじめ、民生委員、防災士な

ど、地域全体で要支援者の安全・安心に関わ

っていただきたいと考えております。 

 今後は、自助・共助の大切さを意識づけ、

町民の防災意識向上に向けた取組を積極的に
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進めてまいりたいので、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 なお、２点目、３点目の質問については、

担当課長より答弁させますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 清酒危機管理課長 

  〔清酒秀樹危機管理課長登壇〕 

○清酒秀樹危機管理課長 次に、２点目の他

自治体の先行事例と当町における制度導入の

可能性について、３点目の補助金制度の具体

的な内容と今後のスケジュールについて、併

せてお答えいたします。 

 まず、石川県内の先行事例を確認したとこ

ろ、白山市において家具転倒防止器具に対す

る購入費助成制度が運用されておりました。

助成対象額は、購入費の３分の１以内で助成

限度額は3,000円であります。このほかの事

例としては、固定する器具を支給するケース

もありました。 

 参考に、家具固定の具体的な施工方法を簡

潔に申し上げますと、大きく４つのタイプが

ありまして、ストッパー式、マット式、ポー

ル（突っ張り棒）式、ベルト、チェーン、ワ

イヤー式があります。 

 ただし、家具の設置場所、家具の大小、高

さなど、ケースによって様々であり、それぞ

れの住宅事情に合わせて取り付ける必要があ

りますが、場合によっては住宅メーカーなど

にご相談することも必要な場合もあるかと思

います。 

 このように、県内においても補助制度の運

用事例がありますが、自助意識を高めるに

は、自分でできることを考えながら実践する

ことではないかと思いますので、当町におい

ては、現在のところ補助制度の導入予定はあ

りません。 

 そのような中、町では、今議会定例会議の

補正予算にて、家庭用備蓄整備促進事業の予

算を計上させていただいております。 

 この事業の目的は、災害に強いまちづくり

を目指し、自助の強化のため、各家庭での災

害備蓄整備を促進するとともに、災害備蓄品

の普及啓発を図るものです。 

 内容としましては、各家庭に配布する防災

カタログギフトから防災用品などを自由に選

択し、3,000円程度の商品を購入できるもの

であり、その中には、事前の備えとしての家

具転倒防止の商品もございます。 

 町としましては、この事業を最大に活用

し、自助を意識した防災対策の準備として、

家庭での備えをしっかり行っていただければ

と考えております。 

 また、あわせて、住宅耐震化も命を守る重

要な施策でありますので、それらに対する普

及啓発を継続して行い、町民の方々の防災意

識向上に努めてまいりたいと考えていますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 今定例会で計上さ

れた家庭用備蓄整備促進事業は、各家庭の自

助を促進する上で大変重要な施策であり、町

のご尽力には深く感謝します。 

 住宅耐震化や防災意識向上に向けた丁寧な

普及啓発を継続していくとのことですが、現

状、町民の防災意識は十分に高まっていると

は言い難い状況です。 

 カタログギフトの配布というモノの提供だ

けでなく、その先にある意識変革を促すため

の具体的な啓発策が必要と考えます。 

 例えば小中学校での防災教育の強化や、町

内会単位での地域防災訓練の実施支援など、

より実践的で身近な行動内容を促すための具

体的な取組について、町としてどのような計

画をお持ちか、ご見解を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 清酒危機管理課長 

○清酒秀樹危機管理課長 それでは、木下議

員の再質問にお答えいたします。 

 先ほどの町長答弁にも少し触れております

が、今回の震災の経験から、公助のみに偏っ

た対応には限界がありました。やはり、自
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助・共助の意識づけが最重要課題だと考えて

おり、議員がおっしゃる意識改革が必要であ

ると私も同感しております。 

 この意識改革の一つの手段として、町とい

たしましては、こちらも今議会定例会議の補

正予算に計上させていただいておりますが、

各地区におけるタイムラインの作成並びに自

主防災組織の強化を図り、避難所の在り方や

備蓄整備の充実、防災士を中心とした防災訓

練の実施など、関係する方々の連携などの取

組強化を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 この地区タイムラインの作成ですが、具体

的にはブロック単位でのワークショップ形式

で開催しまして、計４回コースでタイムライ

ンを完成させるものです。 

 そのほか一人一人の防災意識を高めるには

防災教育が重要であります。知識を身につけ

るには、保育園から高校まで一貫した防災教

育によりスキルを高め、家庭においても防災

知識を共有することも有効であります。 

 こうしたことを進めていくことで、自助・

共助の行動につながるものと期待しており、

公助との連携、しいては町全体の防災力の体

制強化が具現化できるものと考えております

ので、ぜひともこの事業実施の際には、住民

の皆様の積極的な参加とご理解をお願いした

いと思います。 

 あと参考までなんですが、今年の２月、防

災教育の一環の授業として、鳥谷小学校６年

生で総合的学習の時間で防災について学習し

ております。こちらの中で、町長をはじめ、

教育長、私、参加をさせていただきまして、

家具の固定の、子供たちがやっぱり自らしっ

かり勉強して学んだ家具の固定の、何ていう

かな、そういう事例発表もありまして、実は

これが鳥谷地区の各家庭、班回覧で作ったチ

ラシが回覧されておりまして、非常にうれし

く思っておりました。 

 こういったように、子供からやっぱりしっ

かり防災教育できれば、非常に大人になって

しっかり防災対策ができる、そういう体制が

強化されていくんじゃないかなということで

今後もまた力を入れてやっていきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 具体的な取組の事

例を聞かせていただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 僕が思っている自助は、最終的と言ったら

ちょっと変ですけど、各家庭で皆さんが雑談

できるレベルまで防災のことを話し合ってく

れれば、そういう意識が変わっていくんじゃ

ないかなと思います。そこまでできるために

はちょっと長い年月要しますが、未来への種

まきと考えて進めていけたらなと思いますの

で、また、そういうところを中心にやってい

きたいなと思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わり

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、９番 笹

川広美議員 

  〔９番（笹川広美議員）登壇〕 

○９番（笹川広美議員） それでは、通告に

従い質問をいたします。 

 まず、ユースの居場所づくりについてを質

問いたします。 

 多くの若者は、日常の大半を家庭や学校、

職場で過ごしております。そうした中で、放

課後や余暇の時間に地域と接点を持ったり、

安心できる場所で、仲間と交流する機会があ

ることは、成長や自立を促す上で貴重な体験

となります。欧州諸国では、家庭・学校・職

場以外の場所での若者の成長を支援する取組

をユースワークと位置づけ、それを専門的に

担う人をユースワーカーと称して広く普及が

進み、若者への居場所の提供や地域社会との

橋渡しなどをサポートしています。 

 2023年に設置されたこども家庭庁の基本方
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針でも、子供・若者の居場所についての言及

があり、その必要性が認識をされておりま

す。 

 石川県内では、本年７月に金沢市が青少年

の社会的自立を支援する新たな拠点として、

長上塀青少年交流センター内にかなざわユー

スセンターを開所しました。地域ぐるみで若

者を支え、自分らしく育つための空間と関係

性を提供します。中高生を主な対象とし、大

学生ユースワーカーや専門スタッフが常駐し

ており、静かに過ごす、話す、遊ぶ、学ぶと

いった多様な過ごし方ができる空間設計とな

っています。 

 また、輪島市にはＮＰＯ法人じっくらあと

が運営するわじまティーンラボがあります。

少子高齢化の進む地域で、これから能登半島

地震からの復旧・復興の長い道のりを10代の

子供たちを真ん中に、地域の未来につながる

多世代を巻き込んだわくわくするまちづくり

を展望しておられます。 

 １番の目的は、子供の命を守ることであ

り、子供たちが明日への希望を持ち、元気に

育つ地域になることだとのことです。 

 私も金沢、輪島と現地に足を運び、大学生

ユースワーカーの皆さんからお話を伺い、10

代のサポートには必要な存在だと感じまし

た。ユースワーカーと自治体が連携した事業

は、全国各地で始まっております。 

 静岡県菊川市は、高校生のアイデアを地域

づくりに生かす、きくがわ高校生まちづくり

スクールを21年度から開いています。ユース

ワーカーの支援から、駅前の空き店舗を活用

した喫茶イベントなどを企画しています。携

わった高校生からは、自分たちにできること

は少ないと思っていたが、自分たちが動けば

地域が変わるかもと思えるようになったと社

会への関心を高めた声が聞かれます。 

 ユースワーカーは、日本でも一部自治体で

必要な知識を身につける養成研修が行われた

り、活躍が目立ち始めております。従来の若

者施策は、ニートやひきこもりの就労支援な

どの個別課題への対応が重視されてきました

が、支援対象外の若者も多くいました。 

 一方、ユースワーカーの取組は、ユニバー

サル、普遍的に若者と関わり、応援するもの

です。日本でも必要性は高いとの専門家から

の指摘があります。子供の意見を政策に反映

させる上では、子供や若者の意見を聞く重要

な存在です。 

 兵庫県尼崎市のユース交流センターでは、

センター職員のユースワーカーが若者の声を

集め、若者の力で町を変えるための「Ｕｐ 

ｔｏ Ｙｏｕ！」というユースカウンシル事

業、若者協議会事業に取り組んでいます。中

高生が市の課題を解決するための政策提言を

行うなど、子供や若者の社会参画を推進して

います。この取組は、こども家庭庁からも注

目され、メンバーの大学生は、こども家庭庁

の審議会の委員としても活躍をされていま

す。 

 そして尼崎市では、23年11月に思春期から

若年成人期までを対象に、心身の健康や性の

悩みを相談できるユースクリニックも開設さ

れています。 

 そこで、ユースの居場所について３点にわ

たり質問をいたします。 

 １点目は、ユースワーカーと連携した中高

生の居場づくりに当町でも取り組むことはで

きないでしょうか。県内のユースセンター関

係者からも中能登町への協力のお声もいただ

いております。 

 また、２点目は、ユースクリニックの開設

に、関係団体と調整して取り組めないでしょ

うか。ユースの相談室、町の保健室とも呼ば

れるこうした場所は、若者にとって心のより

どころとなることが期待されます。 

 ３点目は、ユースの居場所の一つとしても

利用できる憩いの場を能登部駅前周辺に創出

できないでしょうか。先日も議会のほうに鹿

西高校の校長先生が来られ、生徒数減少の厳
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しい現状をご報告いただきました。能登部駅

から徒歩３分、県内で一番駅に近い高校であ

る。電車を利用すると、どこからでも通学し

やすいメリットを持つ高校であることも強調

されていました。 

 ちょうど能登部駅前は、志賀町の志賀高校

へ向かうバスや七尾市の鵬高校へのスクール

バスなども乗り入れており、鹿西高校はじめ

多くの高校生が行き交う場所であります。近

くでは、復興住宅の建設も予定されていま

す。こうした場所を生かして、人をつなぎ、

安心の憩いの場を創出することから、さらに

若い活力が町に生まれるものと期待します。

憩いの場の創出には、例えば仮設住宅として

使われたムービングハウスをうまく活用する

ことも考えられないでしょうか。 

 以上、３点にわたり答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ユースの居場所づくりの質

問にお答えします。 

 まず、１点目のユースワーカーと連携した

中高生の居場所づくりに取り組むことはでき

ないかにつきましては、家庭や学校以外で、

放課後や余暇の時間などに気軽に立ち寄り、

仲間が集い、安心して過ごせる第３の居場所

があることは、人間関係の幅を広げ、社会性

を育むためにも有効な場所であると考えてお

ります。 

 そのような居場所に、中高生の少し先輩

で、中高生に関わるマスターのような人が常

駐していることは、方向性を持った、まとま

りのある運営をする上で大切な存在であると

思います。 

 笹川議員が挙げておりました金沢や輪島の

事例でも、大学生や専門スタッフの存在が鍵

になっていたということでしたが、そのよう

な青少年の相談や活動支援を専門的にユース

ワーカーと呼ばれる人との連携は、有効な方

策の一つであると考えられます。 

 しかし、当町においては、人材の確保が課

題であり、直ちに連携できる体制は整ってい

ないのが現状です。 

 今後は、他の自治体の先進事例や関係機関

との連携の可能性も含め調査し、ニーズも踏

まえながら、地域の実情に即した中高生の居

場所づくりについて検討していきたいと考え

ております。 

 次に、２点目のユースクリニックの開設に

関係団体と調整して取り組めないかについて

お答えします。 

 ユースクリニックについてですが、発祥の

地と言われるスウェーデンには200を超える

公共の施設が設置されているようであります

が、日本では設置事例は、まだまだ少なく、

その多くが個人や団体のボランティアで運営

されている状況で、公的な支援が必要と言わ

れております。 

 クリニックと聞くと、専門的な病院のよう

なイメージを持ちますが、病院併設型ばかり

でなく、町の保健室というイメージの気軽に

立ち寄り、安心して相談できる窓口と理解し

ております。 

 10代の思春期は、心と体の変化に直面し、

性に関する悩みを抱え込みやすい時期であ

り、子供の発達に応じ、健康や性に関する相

談、メンタルヘルスケアなど気軽に相談でき

る体制を整えることは大切なことだと感じて

おりますが、やはりここでも人材の確保が課

題であると思います。 

 この件につきましては、既にユースクリニ

ックに取り組んでいる市町村の先行事例を調

査し、今後の研究課題とさせていただきたい

と思います。 

 最後に、３点目のユース居場所の一つとし

て利用できる憩いの場を能登部駅前周辺に創

出できないかについてお答えします。 

 現在の能登部駅周辺は、能登半島地震で被

災した家屋の解体が進み、見慣れた景色が失

われていく状況に寂しさを感じ、大変危機感

を感じております。 
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 一方で、能登部駅前周辺は、通勤など電車

やバスを利用される一般の方々をはじめ、毎

朝、学校に通う高校生等の姿が見られるな

ど、多くの人が行き交う場所であり、憩いの

場を設けるには、理想的な場所の一つであり

ます。 

 しかし、駅前周辺の土地は民有地でありま

すので、利用する場合は、様々な課題がある

と考えられます。 

 このことから、この件につきましては、今

後の研究課題とさせていただきたいと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 町長のほうから人

材不足とか、いろいろとそういった取り組む

にしてもいいことではあるけれども、難しい

課題があるというようなご答弁だったかと思

いますが、関係団体皆さん、この震災を受け

て、若い人を何とか応援したいという思いで

支援したいという思いでいろいろ動きをされ

ております。 

 第一歩として、常設でなくても移動的な形

でもいいですから、試験的に少しそういった

一時的でも構いませんが、そういった試験的

な設置とか、関係団体の皆さんにお声がけす

れば、また対応を図っていただけると思うの

で、ぜひそういったアクションも起こしてい

ただきたいと思いますが、今、研究課題とし

ていきたいという答弁でありましたけど、多

分研究課題という答弁になると、なかなか動

きは鈍いのかなという気がしますが、町長、

その辺いかがでしょうか。移動式というちょ

っと一歩前へ出る、試験的な取組という形で

行っていくことは、検討できないでしょう

か。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 本当は能登部駅のそこの部

屋ですればいいんじゃないかなという感じは

しますが、高校生も通るということで。実

際、私は行ってませんが、この医療関係のや

つで輪島のごちゃまるクリニックというとこ

ろで担当の子が行ってきましたんで、その話

を聞いてますと、結構１階、２階、３階、内

科医と小児科医があって、真ん中が子供たち

が来てかって自由に話をできて、コミュニケ

ーションを図って、今言う保健室代わりみた

いなような感じで、みんながそこへ来てると

いうことを聞きましたんで、大変若い人が集

まっている居場所は、いいなということを感

じておりますので、また、ちょっと担当課長

なりにも話ししまして、能登部駅がいいのか

どうかはちょっとまた判断しかねますが、ち

ょっと一回研究してみたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 今ほど輪島のごち

ゃまるクリニックをおっしゃいましたけど、

先ほど私、言わせていただいたわじまティー

ンラボがそこに入っております。同じ状況で

あると思うので、ぜひまた取り組んでいただ

ければなと思います。 

 能登部駅に私、こだわってるわけではな

く、それはあくまでそういったせっかくの交

流できる立地のよい場所があるので、そこも

人が交わる場所として活用を今後考えていけ

ないかという提案をさせていただいたまで

で、あくまでユースの皆さんが居場所として

活用できる場所というのは、いろんな自治体

によっては、庁舎の空き部屋を使ったりと

か、商業施設の一角を使ったりとか、いろん

な形でそれぞれ、それも常設でなく、週に何

回とか、いろんな取組をされておりますの

で、まず、そうした若い人たちが居場所とし

て交流ができるというか、いろんな形で皆さ

んが過ごされる、そういった場所をぜひ考え

ていただければなと思います。ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川議員。笹川議

員の質問の途中ですが、ここで昼食のため13

時30分まで休憩をいたします。 
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○９番（笹川広美議員） 最後、まとめさせ

ていただいていいですか。切らせてくださ

い。 

○議長（南 昭榮議員） いいです。ほんだ

らまとめだけ。 

○９番（笹川広美議員） 中高生、若者の皆

さんが自分らしく、様々な可能性を広げて、

未来に向かって考えていけるように、また震

災からの新たなまちづくりへ、若い皆さんも

共に歩んでいけるように、今後のユースワー

クへの強化、積極的な取組を期待いたしま

す。すいません。 

○議長（南 昭榮議員） 先ほど言いまし

た。13時30分まで休憩させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

           午前11時57分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 午後からの会議を

再開します。 

 ９番、笹川議員の質問の続きから始まりま

す。残り時間は44分となっておりますので、

よろしくお願いします。 

 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 次に、高齢者の

「聞こえ」への支援について質問いたしま

す。 

 難聴の程度は、軽度、中等度、高度、重度

の主に４段階に分けられるそうです。国立成

育医療研究センターによると、軽度以上の難

聴がある人は、65歳以上で急増し、70代前半

で男性の約５割、女性の約４割を占めていま

す。そんな中、難聴を自覚している人のう

ち、補聴器を所有している人の割合は15.2％

にとどまっております。デンマークの55.4％

を筆頭に、イギリス、ドイツ、フランスの各

国は40％を超え、韓国も36.6％と普及が進ん

でおり、2022年の日本補聴器工業会などによ

る調査から、日本の補聴器所有率は、16か国

中15位と低い現状が明らかになっています。 

 この背景には、難聴のリスクに関する認識

の低さがあるとされています。難聴のまま放

置しておくと、人との交流や社会的な活動を

避けるようになる可能性が高まります。聞き

取りに自信がないと、自分から積極的に話し

かけることをちゅうちょしてしまいがちで

す。その結果、鬱や社会的孤立、就労機会の

喪失、認知機能の低下などに結びつく。専門

家は、絶対に放置しないことだと強く警鐘を

鳴らしています。 

 さらに、加齢性難聴の多くは何十年もかけ

て進行していくため、聞こえが悪くなってい

る自覚がないまま過ごしていることがありま

す。定年退職した高齢者に対して聴力を定期

的にチェックできる検診などの機会を設ける

ことも重要であると指摘しております。 

 そして難聴は、認知症の発症リスクを高め

る可能性がある。補聴器を使うことで社会と

の関わりを保てば認知機能も維持できるとい

った有益な効果を示す研究は数多く報告され

ております。適切に補聴器を使うことで認知

症のリスクを17％も減らせるとの研究報告も

あります。高齢化が進む日本で、聞こえのサ

ポートはもちろん、認知機能の維持など、

様々な側面で補聴器が重要な役割を果たしま

す。 

 近年、国からの助成がない軽度、中等度難

聴者への支援として、全国で各自治体が独自

の助成制度を設ける動きが広がっておりま

す。 

 一方で、補聴器の購入費用を助成する制度

を成熟させていくためには課題もあると指摘

されております。それは意外と補聴器をうま

く使えているケースが少ないことでありま

す。補聴器を安全かつ効果的に使えるように

医師などの専門家と連携する仕組みが重要で

あるとのことです。難聴の早期発見や購入前

の相談からアフターケアまでの切れ目のない

支援を行っている港区モデルがあります。住

民が安心して補聴器を使い続けられるよう
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に、制度設計に当たり、区は医師会や専門家

と意見交換を重ねて連携を図っております。 

 対象は60歳以上、所得制限は設けず、補聴

器の購入費を上限14万4,900円まで助成、そ

して要件として、１、難聴の診断や補聴器が

必要かどうかを判断する補聴器相談医を受診

する。２、調整やアフターケアを担う認定補

聴器技術者が在籍する販売店で購入する。以

上を費用助成の要件としました。医師、専門

家の適切な指導の下で購入できるため、高齢

者が自身の聞こえの状態を正確に把握し、補

聴器の正しい使用法などを習得できます。効

果を十分に実感できるように、一定期間、補

聴器を無料で試すこともできます。 

 さらに、昨年、令和６年度よりは60歳、65

歳、70歳、75歳の節目の聴力検査もスタート

しました。また、聞こえのセルフチェックを

作成し、難聴の早期発見に向けた取組を推し

進めています。適切な補聴器の購入方法の情

報が不十分なために通信販売などで病状や用

途に合わない補聴器を購入してトラブルにな

ったり、補聴器の使用を諦めてしまう方もお

いでます。補聴器選びの支援は大切でありま

す。 

 中能登町においても、高齢者の皆さんが安

心して補聴器を利用しながらお元気に過ごせ

るためには、さらなる支援の充実が必要であ

ります。 

 そこで１点目として、早期の難聴発見につ

なげるために、聞こえのセルフチェックを活

用した啓発、そして聴力検査の導入はできな

いでしょうか。 

 ２点目として、日本が補聴器所有率が低い

のは、公費助成が遅れているからとされてい

ます。適切な補聴器が購入でき、安定して使

い続けるためのサポート体制があれば、介護

経費の抑制にもつながるものと思われます。

補聴器購入のための助成制度の実施はできな

いでしょうか。 

 以上、２点にわたり答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 高齢者の聞こえへの支援に

ついてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の早期の難聴発見につなげる

ために、聞こえのセルフチェックを活用した

啓発、聴力検査の導入はできないかについて

お答えします。 

 加齢性難聴は、高齢者の健康上の問題のう

ち上位にある症状と言われており、一般的

に、難度の難聴がある人の割合は65歳以上で

急増し、70代前半では４割から５割程度が日

常生活に支障を来すような難聴を有している

ことが分かっております。 

 難聴は年齢とともに徐々に進行し、日常生

活では大きな支障を感じにくく、気づかない

うちに聞こえにくい状態になってしまうとい

うことがあります。まずは自分自身の聞こえ

の程度を自覚することが大切であります。 

 また、難聴が原因で他者との交流がおっく

うになり、自宅に閉じ籠もり、不活発な生活

が続くことなどで、認知症の発症リスクも高

くなります。 

 町では、今後、広報での周知や現在行って

いる介護予防の出前講座などの取組の中で、

ご提案いただいた聞こえのセルフチェックを

活用し、自身の聞こえ程度を知ることの大切

さや、難聴が及ぼす影響について普及啓発を

図っていきたいと考えます。 

 次に、聴力検査の導入についてですが、町

では加齢や病気などで聞こえに不安がある方

を対象に、無料の聞こえの個別相談会を年２

回実施しております。この相談会では言語聴

覚士や認定補聴器技能者などが聴力検査を行

い、難聴の程度や補聴器の必要性を評価し、

生活上の助言や利用できる制度の紹介を行っ

ております。 

 今年度は10月19日と10月30日にラピア鹿島

で開催する予定で、詳細は広報なかのと10月

号に掲載しますので、ぜひご利用いただきた

いと思います。 
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 次に、２点目の補聴器購入のための補助制

度の実施はできないかのご質問にお答えしま

す。 

 補聴器の購入助成については、聴覚障害に

よる身体障害者手帳を所持している方への補

装具の交付があります。この制度の対象とな

らない高齢者に対し、自治体独自の購入補助

制度を導入しているところは全国に増えつつ

あります。 

 一方で、聴力の低下が見られる高齢者全般

に関わるものであり、導入には財源をはじ

め、高齢者が補聴器を正しく使用し、管理で

きるかなど慎重な制度設計が必要と考えてお

ります。 

 補聴器の購入補助については、現在のとこ

ろ考えておりませんが、高齢者における聴力

の低下は閉じ籠もりや認知症の進行につなが

りやすいことは理解できますので、既に補助

事業を実施している自治体の助成内容等を情

報収集し、実施の可能性を含めて検討してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 今ほど個別相談

会、町で実施をしていただいているの、私も

承知しておりまして、実はうちのおばあちゃ

んもそこを利用させていただいて、初めてき

ちんとした専門の方とつながって、今すごい

初めて朝、鳥のさえずりを聞いたというよう

なことも感動的に語ってくれましたけれど

も、きちんとそういったせっかくされてる体

制をもっともっと多くの町民の皆さんが利用

できるような後押しというか、今回10月に実

施２回あるというんですけど、そういうこと

をもっと周知をして、みんなでちょっと心配

やという方が出向いて、そういう専門家と直

接いろいろアドバイスを受けながら、こうい

う形で購入してみようかとか、いろんな情報

を得られるように、もう少しその周知の仕方

とか、開催の回数とか、もっと出向きやすい

場所で、音のチェックですから、場所も選ば

なきゃいけないかなとは思うんですけど、も

う少しこの取組を強化してもらうことはでき

ないでしょうか。 

○議長（南 昭榮議員） 田畠長寿福祉課長 

  〔田畠洋子長寿福祉課長登壇〕 

○田畠洋子長寿福祉課長 今ほどの笹川議員

のご質問にお答えいたします。 

 現在、実施している聞こえの相談会につき

ましては、今回、10月19日は日曜日、10月30

日は木曜日ということで、休日も開催日とす

るということで工夫をしているところであり

ます。 

 また、周知につきましては、これまで広報

と、あとは過去に来られた方に個別でご案内

をということでしていたんですけれども、今

ほどおっしゃられたように、広く周知をし

て、聞こえに不安のある方がこの相談会を実

施できるように周知の工夫をしていきたいと

考えております。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） よろしくお願いい

たします。補助のほうも少し前向きに進めて

もらえるような、含みのあった答弁だったか

なとは思うんですが、とにかく補聴器ってす

ごい高額です。維持費も物すごく、そばで家

族の様子を見てると、もう電池が要ったり乾

燥剤が要ったりとか、定期的なメンテナンス

に出向いたりとか、いろいろと大変なところ

があるんですけれども、本当にでもそのこと

が環境を整えてあげることで、本当に地域と

つながったり人とつながるという生きがいを

感じて、また日々過ごせるという大変重要な

ことだと思うので、ぜひ港区までの補助は考

えておりませんので、少しでも皆さんの購入

に後押しになるような補助からでぜひ推し進

めていただければなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、介護予防ポイント事業のさらなる充

実について質問をいたします。 
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 この事業は、本年６月よりスタートをして

おります。65歳以上の方に、現在、主に町内

で開催の介護予防教室への参加にポイントが

付与されております。ポイント交換は10月１

日からとのことですが、ポイントカードを手

にした皆さんは、楽しみながら活動されてい

ることと思われます。ポイント制度はまだ始

まったばかりでありますが、コロナや能登半

島地震を経験し、高齢者の皆さんが置かれた

状況も変化をしていることかと思われます。 

 まず、各地域の介護予防教室の現在の活動

状況をお聞かせください。一口に65歳以上の

高齢者といっても身体や認知機能の状況も

様々で、それぞれに適した介護予防の取組が

あると思われます。お隣の七尾市でも既に65

歳以上を対象に、ポイント制度が導入されて

おります。七尾市では、民間のスポーツ教室

などとも連携したポイントの付与が行われて

おります。 

 当町からも、七尾市など町外の施設へ筋肉

の衰えを心配されて通い、しっかりと効果を

実感されながら励んでおられる方も少なくあ

りません。より多くの皆さんが様々な形で介

護予防に取り組む後押しができるように、今

後、町外や民間のスポーツ教室などの場でも

ポイントが付与できる連携は図れないでしょ

うか。 

 以上、２点にわたり答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 介護予防ポイント事業のさ

らなる充実についてのご質問にお答えしま

す。 

 まずは、１点目の各地域の介護予防教室の

活動状況はどのようかについてご質問にお答

えします。 

 現在、町で実施している介護予防教室の主

なものとしては、地域住民の通いの場として

地域つながりサロンを33か所、足腰の筋力ア

ップを目的とした、いきいき百歳体操を24か

所、有志で活動している自主グループ活動が

２か所、そして自分の身体に合わせ無理なく

できるシルバーリハビリ体操が23か所であり

ます。 

 また、参加者の状況ですが、新型コロナウ

イルス感染症が流行していた時期は、活動を

控えるなどによって、参加者が減少していま

したが、現在は流行する前の状況に戻りつつ

あります。 

 一方で、参加者の固定化や、高年齢化が進

んでいる地区があり、今後、地域で継続して

介護予防に取り組むための通いの場が減少

し、地域のつながりが薄れていくことが懸念

されます。 

 これらの対策として、今年６月から介護予

防ポイント事業を実施し、高齢者が主体的に

介護予防の取組を始めたり、活動を継続でき

るように支援しております。 

 また、２点目の今後、町外や民間のスポー

ツ教室などでもポイントを付与できる連携は

図れないかについてお答えします。 

 現在、介護予防ポイントの事業の対象とな

る活動は、町の介護予防事業として実施して

いるもので、地域で行われている地域つなが

りサロンや、いきいき百歳体操、シルバーリ

ハビリ体操や自主グループ活動となります。 

 また、これらの他に介護予防に関する出前

講座や、老人ふれあいセンターで実施してい

るふれあい体操、老人福祉センターゆうゆう

でのゆうゆう百歳体操も対象の活動としてお

ります。ポイント事業には現在、60団体が登

録しており、およそ560名の方が参加してお

ります。 

 町では、介護予防の取組と合わせて、地域

住民のつながりがある活動をポイント事業の

対象としており、現時点では、町外や民間の

スポーツ教室などについては考えておりませ

んが、今後、実施状況や事業の効果判定をし

ながら、対象となる活動について検討してま

いりたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 
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○９番（笹川広美議員） たくさんの集いの

場というか、介護ポイントがいただける場が

あるということで、参加者もたくさん交流、

出向いて利用されているというお話でした

が、この地域のつながりをまず、つくって取

り組んでいきたいという町の考え方というこ

とですけれども、なかなか本当に震災とか、

いざというときにしっかりと地域の顔が見え

て、支え合えるような、そういった体制強化

するためにも大事なことかと思いますが、ま

た、この介護予防という観点からも、なかな

か地域には出向きづらいという人も中にはお

いでるかなとも思いますし、いろんな幅広い

方がまた、こういった介護予防に取り組める

ように、また今後も状況を見て、検討もして

いかれるという答弁でありましたので、ぜひ

また、そういったことも拡大をしながら、こ

のポイント制度を充実させていただきたいな

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に、放課後児童クラブにお

ける夏休みの壁の打開に向けて質問をいたし

ます。 

 夏休みの学童は、親の就労時間などの都合

で、ふだんは利用していない家庭からも預か

りニーズが最も高くなる時期とのことです。

施設の受皿の不足が生じて、夏季休業限定の

利用枠やクラスを設ける実態もあるとのこと

です。 

 １つ目の夏休みの壁が、子供の居場所に困

るという壁です。中能登町には３つの学童が

運営されていますが、夏休みの利用の需要に

応えることができているのか、この夏の状況

をお聞かせください。 

 もう一つの夏休みの壁は、昼食用意の負担

です。毎日のお弁当作りの負担は、共働き家

庭や独り親家庭の皆さんにとって大きなもの

です。私も娘さんご夫婦が苦労されている様

子を見かねて、学童でも給食を出してもらえ

ないかとのご相談を受けたことがあります。

先日も、中能登町で開催された家事に関する

ワークショップでも、若い子育て世代の皆さ

んから負担の声を伺いました。 

 こうした中、昼食の準備の負担軽減に取り

組む自治体も広がっているようです。こども

家庭庁の調査では、弁当の手配などを行って

いる学童は、全体の約４割とのことです。例

えば自治体で協定を結んだ事業者に希望する

保護者が弁当を注文し、有料提供する仕組み

を始めたところもあります。弁当代の集金で

職員等に負担をかけないよう、オンライン決

済にするなどの工夫もされています。こども

家庭庁では、弁当の発注業務への費用も補助

しているとのことであり、自治体への活用を

呼びかけています。 

 中能登町でも、保護者の昼食用意の負担軽

減に向けて、お弁当提供の体制を開始できな

いでしょうか。 

 以上、２点にわたり答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 放課後児童クラブの夏休み

の壁打開に向けてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の第３学童の運営は、夏休み

の需要に応えているのかにつきまして、当町

の放課後児童クラブは、夏休み期間中、月曜

日から土曜日の午前７時半から午後６時半ま

で開設しており、日曜・祝日及び旧盆の８月

14日から16日までは休館としております。 

 ８月末時点の３つの放課後児童クラブの登

録者は345人で、夏休みに入る前の７月に１

回以上利用した児童は263人で、１日当たり

の平均利用者数は215人となっております。 

 夏休み期間に入りますと利用者は278人と

増加しますが、１日平均では167人と減少い

たしました。 

 なお、夏休みに限り利用する児童は30人と

なっております。 

 当町の放課後児童クラブでは、通常時はも

とより、夏休み期間中におきましても、保護

者の方が就労等により、日中家庭におらず、

利用を希望する児童については、申込みをお
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断りすることなく、全ての児童を希望する放

課後児童クラブで通常どおり受入れをしてい

る状況であります。 

 次に、２点目の保護者の昼食用意の負担軽

減に向け、お弁当提供の体制を開始できない

かについてお答えします。 

 放課後児童クラブにおける夏休み期間中の

昼食につきましては、現在、各ご家庭からお

弁当を持参していただいております。 

 保護者が愛情を込めて作るお弁当は、子供

とのコミュニケーションを図る上で大切な手

段である一方で、毎日作ることが負担となっ

ているという保護者の声も聞いております。 

 放課後児童クラブでのお弁当を提供する場

合、民間の弁当事業者による配食サービスの

活用等が考えられますが、提供体制の確保や

食物アレルギーの配慮、食中毒の発生防止の

対策など、多くの課題があります。 

 また、保護者の皆様にも様々な事情がある

と思いますので、ニーズも踏まえ、他の自治

体の事例や事業者との連携の可能性などを調

査し、検討をしてみたいと思いますので、ご

理解お願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 保護者の皆さんの

お声も聞いていただいてるということです

が、夏休み、いきなり実施をというのは、ち

ょっとハードルも高いのかなと思いますし、

まず、例えば春休み、少しモデル事業として

実施をしてみて、そのニーズの実態を把握す

ることもできるかなと思いますが、春休みと

かというものは実施に向けて、いかがでしょ

うか。 

○議長（南 昭榮議員） 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 お答えいたしま

す。 

 何せ人数調整、事業者との調整等もありま

すので、その段階からやっていきまして、あ

くまで検討ということをさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） ぜひまた、検討し

て前向きにまた、保護者の声、ぜひ聞いてい

ただきたいと思います。 

 子育て家庭が抱える様々な悩み、負担を少

しでも緩和できる方策があるのなら、今後ぜ

ひ積極的に対応していただき、子育てに優し

い中能登町であっていただきたいと願ってお

ります。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、６番 古

玉いづみ議員 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） 金沢では、猛暑

日が86日、最多を更新という本日の新聞の見

出しでした。また、気象庁では、40度を超え

る日に関して新しい名称をつけるというよう

な記事も掲載されておりました。本当に今年

の夏は暑かったです。やっと秋らしい涼しさ

がやってきたかなと思いますが、世界陸上も

始まり、私もそれぐらい世界陸上に負けない

ぐらい熱い思いで今日は質問していきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、通告に従いまして質問を始めて

いきます。 

 高齢者への猛暑対策の支援を。 

 今年の夏も猛暑となり、全国各地で歴代の

最高気温を塗り替えています。群馬県では、

日本の過去最高となる41.8度を８月５日に記

録しました。原因と言われているのは、ダブ

ル高気圧である太平洋高気圧とチベット高気

圧の原因で、その結果、極端に早い梅雨明

け、そして海水温の上昇となり、全てが重な

り合って猛暑につながったというふうに言わ

れております。 

 こうした影響により、平年よりも今年は

2.36度も気温が高くなり、観測史上、最も暑
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い夏となったそうです。この猛暑は、農業で

の収穫量の低下や、絶滅の危機に瀕する可能

性のある種も出てくるなどの生態系への変

化、そして観光業などにも大きな影響を与え

ています。 

 毎日のように熱中症での搬送のニュースが

報道され、安心して暮らせる夏ではなくなっ

てきています。昨年の熱中症搬送者数は、一

昨年から6.6％増加し、全国で９万7,000人を

超えて過去最多となっています。そして今年

はさらにその数を上回るとの予測となってお

ります。 

 そして一昨年の熱中症が原因で死亡した方

の６割超が75歳以上となっているそうです。

高齢者は喉の渇きを感じにくくなったりする

ため、早めの水分補給が重要となってきてい

ます。 

 昨今は、こうした暑さ対策として、クール

ビズなどの涼しい服装を推奨することで、二

酸化炭素排出量を削減したり、公共施設や商

業施設などの涼しい場所で過ごすクールシェ

アなどの取組を推進してきています。 

 今回質問するのは、年金で生活している高

齢者の方から直接、この暑さで家から出られ

ないが、年金だけで生活している高齢者で

は、クーラーの購入も大変で、何とかならな

いかと、そういった声があったからです。 

 ここで年金だけで生活するのがどれほど大

変か、少し説明させていただきます。 

 2025年現在、年金額は国民年金で満額の場

合、６万9,308円、厚生年金の平均月額は14

万7,000円ほどとなっています。この厚生年

金には、男女差があり、男性と女性の差は６

万円以上となっています。男性が大体16万

5,000円、女性が10万3,000円ほどというふう

に統計では取られております。 

 ここから保険料などが差し引かれ、手取り

はさらにこれの９割ほどになると計算されま

す。この物価や燃料費高騰の中、年金生活の

高齢者は、本当に厳しい生活を余儀なくされ

ているわけです。そして、エアコンの価格で

すが、取付工事費込みで、町内の電化製品の

量販店では一番小さい６畳用のものでも、８

万円以上となっていました。 

 そうした中、上がったこのＳＯＳの声を聞

いて、町として高齢者のエアコン購入に補助

を出す考えはないのか、町長にお聞きいたし

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 高齢者の猛暑対策支援とし

て、エアコン購入への補助についてのご質問

にお答えします。 

 今年の夏は熱中症警戒アラートの発令回数

が、令和３年度のアラート開始以来、最多の

37回と昨年の２倍を超え、記録的な暑さとな

りました。町では発令に合わせて、熱中症予

防の注意喚起と対策について情報を発信し、

予防行動につなげてまいりました。 

 七尾鹿島消防本部に伺ったところ、この記

録的な猛暑により、中能登町での熱中症によ

る救急搬送は令和６年度で16件、今年度は19

件と年々増加しているとのことでした。 

 高齢者は、一般的に体温の調整機能が低下

し、暑さを感じにくいため、熱中症予防の普

及啓発や見守り等の対応が必要となります。 

 現在、町では防災無線や音声告知端末、町

公式ＬＩＮＥ、安全・安心メールを活用し

て、町民の皆様に熱中警戒アラートの発令の

お知らせや、部屋の温度調整や小まめな水分

補給などの注意喚起を行うとともに、民生委

員をはじめとした地域の方々のご協力によ

り、個別の見守りや声かけを行っていただい

ているところであります。 

 近年は猛暑が続くことが多く、エアコンの

ない状態では生命に関わる事態を招く危険性

もある中、日頃の高齢者の相談業務は、エア

コンが設置されていても使用を控える方もお

られると聞いておりますので、引き続き、室

内の熱中症対策としてエアコンの活用につい

ての呼びかけを行ってまいります。 



－62－ 

 また、経済的な理由などによりエアコン購

入をしたくてもできない方に対しては、貸付

けの条件はありますが、社会福祉協議会で低

所得世帯が無利子または低利子で利用でき

る、生活福祉資金貸付制度の相談を行ってお

りますので、ご利用いただければと思いま

す。 

 エアコンの購入費用の助成につきまして

は、まずは助成を実施している自治体の助成

内容等の情報収集を行っていきたいと考えて

おりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） 実際、国には、

エアコンなどの省エネ性能の高い住宅へのリ

フォームには補助金が支給されます。今、町

長言われたのは、当町では貸付けということ

でした。補助というものではなくて、借りて

無利子で返すというものかなと思います。 

 この国の制度とかですと、こういったもの

は、18歳以下の子供を育てている家庭であっ

たりですとか、30代の若者夫婦が対象であっ

たりして、高齢者の補助というものではあり

ません。 

 今、町長も言われましたが、こういった自

治体独自で高齢者のエアコン購入補助金事業

に取り組んでいるところ、こういったところ

も実際にあります。 

 東京都は先月まで省エネ性能が高いエアコ

ン購入に１万円の補助を出していましたが、

高齢者、障害者を対象に、この上限を８万円

にまで引き上げるというような大きなニュー

スとなりました。私の調べた中で一番補助額

の大きいのは、東京都の江東区で、この都の

補助に上乗せをして、本体購入、設置工事費

に上限10万円までの補助が出るようです。 

 この北陸３県を見てみますと、富山市が上

限５万円の補助金制度があります。対象者の

条件は、高齢者のみ世帯で住民税非課税であ

り、使用可能なエアコンが１台もないような

方というような結構ハードルは狭まってくる

のですが、実際、昨年度よりスタートしたこ

の制度、私、富山市役所に電話して聞いたん

ですけど、昨年度は申請が50件あったという

ことです。本当に困っている方を支援すると

いう意味では、ぜひ参考にしてもらいたいな

と思います。 

 また、こういった新しい補助制度を創設す

るに当たって、金額的な面ですとか、いろん

なちゅうちょするようなことばかりですの

で、まず検討課題というような答弁かなとい

うのは、私は予測していたんですけれど、や

っぱりそのとおりでありました。ふだん周り

の自治体で行っていないこと、新しいことを

チャレンジするというのは、やっぱりそれな

りにリサーチも必要かなと思いますので、ぜ

ひ高齢者の生の声を聞いていただいて、そし

て実際に何が必要なのかという声を拾い上げ

ていっていただきたいなと思うんですけれ

ど、そういった予算措置の面に関しては、実

際高齢者は、今まで利用していた天平の里で

あったり、ゆうゆうには行けなくなっていま

す。この震災後以降。そういったところで、

今まで高齢者が憩いの場として集っていた、

そういった方たちは、もう家に引き籠もって

いるしかないような状況です。その２か所に

行っていた方が憩いに行くかというと、なか

なかそういう状況ではないのが現実なんで

す。 

 やっぱりそういった方々へしっかりと対策

をしていく、助成をしていって、そして家で

も健康でいられるようにしていく、様々な支

援と併せて行っていっていただきたい補助だ

と思いますけれど、町長はやっぱりその辺高

齢者がこういった外に出られないというよう

な状況に関して、どのようにお考えでしょう

か。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 高齢者が外に出られない状

況、高齢者が出られない状況では、身体的に

例えば足が不自由とか、障害があるとか、そ
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ういう人は出られないと思うんですが、本当

に多分国の補助金では５万円ということを厚

生労働省とか出してますんで、何とかそうい

う方にも手厚くしたいなという思いはありま

す。 

 このエアコンに対しては、１週間ほど前に

うちの近所で１人の方が亡くなられました。

77歳でした。その方は見てきたらクーラーが

なかったんです。ただ、いつも戸を開けっ放

しにして寝ていて、扇風機で過ごしておられ

て、１週間ほど前に亡くなられましたけど、

クーラー入っとらんなというような感じでは

おったんですが、そういう方もやはりおいで

るんだなということで、私、本当にうちの近

くでそういう方がおいでたので、何らかの形

でこれ考えていかないかんなということは感

じましたので、これからまた執行部のほうで

また考えていきたいなと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。本当に現実にそうやって、もしかし

たら救えたかもしれない命というふうに考え

ると、やっぱり行政のほうでできることはあ

るんじゃないかなと思いますし、もしこれが

現実、補助として新しく創設されるのであれ

ば、それは本当になかなか情報が届かない、

高齢者の方に。全員に知ってもらえて、そし

て全員に活用していただけるような制度へと

していっていただきたいという思いです。 

 それでは、次に行きます。 

 子どもたちの夏をより有意義なものに。 

 今、高齢者の猛暑対策について質問させて

いただきました。次は年々苛酷化する猛暑の

中、子供たちの楽しみにしている夏休みをよ

り有意義なものとする施策について聞かせて

いただきたいと思います。 

 小学生の子を持つ母として、今年も夏休み

が終わると、正直ほっとします。同じような

思いを持つ保護者の方からは、そういった話

も聞きます。給食がないから毎日の弁当や昼

食の準備が大変。宿題をしなさいとどれだけ

言ってもぎりぎりまでしない。遅寝遅起きで

生活リズムがぐちゃぐちゃ。楽しいのは子供

たちだけで、大人は本当に大変なんです。そ

の大人の大変さについては、今、笹川議員が

語っていただきましたので、また、ぜひそう

いった大人の大変さを少しでも支援するよう

な政策をしていっていただきたいという思い

なんですが、子供たちの夏の楽しみであるプ

ールについて、１点目にお聞きします。 

 まず、学校のプールの授業日数、夏休み中

の開放日数は何日であったのか。 

 これ以前にも、私、今回以前にも、違った

課長のときに一般質問で、猛暑で全く夏休み

にプールに入れない、どうしていくのかとい

う話をしました。そのときは今後対策を考え

ていくという答弁であったので、その後、教

育委員会として、どのような工夫をされたの

か。 

 また、屋根やテントをつけて日よけをする

ことで少しでも直射日光を避けて、水温をキ

ープできれば、プールに入れる日も増えるか

と思うのですが、検討してみてはいかがでし

ょうか。 

 ２点目に、夏休み期間に関してです。中能

登町では2018年から2021年までは２学期が９

月１日以前に開始されていました。８月中で

した。中能登町の町立小中学校が県内で一番

早く２学期が始まったというニュースも流れ

ていたことを記憶しています。それが2022年

から我々の時代のように９月１日から始まる

という形に戻ってしまいました。８月中に夏

休みを縮小して、２学期を開催していたその

時期の、そういった形には理由があるはずで

すし、今９月からという形に戻ったのにも理

由があるはずです。我々保護者側は決まった

スケジュールの報告を受けるのみで、その過

程にどのような協議があったのかは分かりま

せん。 

 ですが先ほども申し上げているように、猛
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暑の中、外に出られず、エアコンの効いた室

内で子供たちは過ごすしかなかったこの夏休

みですが、この期間に以前のように柔軟性を

持たせてみてはどうなのか。２点目にお聞き

いたします。 

 以上、２点でお答えしていただきたいと思

います。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 古玉議員の子どもたちに

夏をより有意義なものにする施策についてお

答えいたします。 

 １点目の学校のプール利用期間ですが、今

年度は６月11日から８月10日までの61日間、

そのうち授業で利用した日数は、鳥谷小学校

18日、鹿島小学校25日、鹿西小学校26日でし

た。また、夏休み期間中のプール開放日数

は、鳥谷小学校３日、鹿島小学校２日、鹿西

小学校１日でした。 

 プール開放日数は、昨年度が鳥谷小学校７

日、鹿島小学校４日、鹿西小学校６日であっ

たことから比べると、およそ半分以下となっ

ております。 

 近年のこの暑さのためにプール開放ができ

るなくなっておるわけですが、そのための対

策としてできたことは、残念ながら時間帯を

午前中に変えるということしか今回はできま

せんでした。 

 しかしながら、このような梅雨明けが例年

より早くて、猛暑日が続くような天候となっ

てきますと、今後、考えなくてはならないこ

とは、例えば簡易シェードを来年度、屋根の

設置をしてみる。それから維持管理、費用面

も含めて、先行事例、どんなものがあるかを

調査していく必要があろうと思っています。 

 また、他県におきましても、プールの授業

開始時期を大幅に繰り下げて９月までやると

いうような実施する例もありますので、こう

いったことを参考にして、ぜひ子供たちが水

の事故に遭わないように、プールの開放日数

を増やせるような工夫をしていきたいと思っ

ております。 

 ２点目の夏休み期間に柔軟性を持たせたら

どうかのご質問にお答えいたします。 

 これにつきましては、私も２年ほど前から

考えておりまして、短くしたいなという気持

ちがありました。夏休み期間が短くなったの

は平成30年から令和３年の４年間です。この

期間、コロナもありまして、授業日数を確保

するという意味合いがあったかもしれませ

ん。令和４年から普通に戻ったんですが、夏

休みを短くするメリットとしてかなりあると

思うんです。例えば先ほどの放課後児童クラ

ブでもありましたように、お母様方のお弁当

の準備とかもありますし、それから暑い中で

家におるという、そういったことの心配もあ

るということを聞きまして、学校も早く始ま

らないかというような意見もありました。 

 また、子供にとっては宿題が減るというメ

リットがあるのかもしれません。ただ、今、

学校を取り巻く、教育を取り巻く現状という

のが、９月スタートという状況になっており

ます。例えば、教員が研修というのがありま

して、例えば授業をよりよくするための研修

とか、生徒相談の研修といったものが８月下

旬まで入ってきております。 

 それからスポーツにおきましては、例えば

中学校は県体、北信越、全中と、全て８月終

わりまでのスケジュールで全中が終わったら

すぐさま新人大会というものが入ってくると

いうことで、そういったスケジュールを何と

かクリアできるような状況になるのをしてい

かなくちゃいけないだろうと思っています。

そのときには、保護者の意見で、それから学

校の教職員の意見、そういったものを総合し

考えながら、真ん中にいる子供たちがどうや

ったら充実した夏休みを過ごせるかというの

を、大人の我々が考えていく時期に来ている

かなと思っております。 

 そういった形で、夏休みに限らず冬休みや
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春休みといった長期休暇の兼ね合いも含めま

して、今後どういった形がいいのか、また模

索してまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） 教育長の答弁、

いろいろとありました。本当に様々な問題が

どんどんどんどん積み上がっているこの夏休

みなんですけれど、プール、３日、２日、１

日という本当に衝撃的ですよね。私たちのと

きはもう本当に毎日プールを楽しみに午後か

らはプールというふうになっていた夏休み

が、もう午前中に早々に入らないと、もう入

れない。それも入れてもこの日数ですので、

もう午後からだったらゼロでしたよね、確

実。 

 そういった中、今、教育長おっしゃられた

ように、また時期の繰下げであったり、シェ

ードというものをいろいろと検討課題として

勉強していって、そしてまた皆さんの意見を

取り入れて、何かいい方向に対処していける

ように取り組んでいっていただきたいと思い

ます。 

 水泳の授業というのは、小学１年から中学

２年までは必修と学習指導要領で定められて

おります。当町では、中学校にプールを建設

しておらず、座学のみとなっており、全国的

にも中学校でのプールでの実技授業を廃止し

て、座学へと変更する自治体は増えているよ

うです。 

 そうした中、専門家は、水難事故を防ぐた

めにも、水泳の授業は必要だというふうに語

っており、今年の春には、これに危機感を感

じた日本水泳連盟が文部科学省へ提言を行っ

たということが記事となりました。確かに維

持費はかかるし、活動期間が限定的な水泳の

授業ではありますけれど、生涯スポーツとし

てあらゆる年代で楽しめ、健康維持にも大い

に貢献できる水泳を継続していけるように小

学校ではぜひ工夫をしていっていただきたい

なというふうに考えます。 

 そして、この２点目の夏休み期間に関して

ですけれども、今聞きました、本当に教職員

の皆さんの研修であったりとか、子供たちの

試合、いろいろな乗り越えなければいけない

ハードル、調整しなければいけないものがあ

るとは思うんですけれど、本当に今おっしゃ

られたように、子供たちを真ん中にして、や

っぱり有意義で楽しかったという、毎日怒ら

れて過ごしたというような、そんな思い出じ

ゃないような夏にしてほしいなと思っており

ますので、ぜひまた皆さんのご意見を取り入

れながら、前向きに検討していっていただき

たいと思います。 

 それでは、次、ＤＸ化を加速化させよ。 

 本年２月の令和７年度当初予算内示会にお

いて、町長が掲げた今年の予算編成の３つの

ポイントの中から、ＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）について質問をいたしま

す。 

 説明の中では、時代に応じたデジタル化へ

の対応という簡潔な文言でございました。で

は何をどのように、いつまでにデジタル化を

進めていくのでしょうか。当初予算編成の中

ではそういった説明がなく、その道筋が見え

てきておりません。私はこのデジタル化の推

進に関して何度も取り上げてきましたが、そ

もそもなぜデジタル化の推進が必要なのか。

少し話させていただきたいと思います。 

 もともとデジタル庁は2021年のコロナ禍に

新型コロナウイルス対応時における行政シス

テムの連携不足解消のために発足をいたしま

した。それ以降、基礎自治体においても、行

政システムの統一のみならず、行政手続や決

済のオンライン化、そしてマイナンバーカー

ドの普及促進など、行政運営の効率化、住民

の利便性向上、そしてペーパーレス化などに

よるコスト削減を目的として取り組んできて

います。 

 当町でもホームページより手軽なアプリを
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活用した情報発信、オンライン手続の促進や

デジタル決済によるスピードアップ、教育に

おいてのＧＩＧＡスクールの推進、そして議

会においても、このように私が使っているよ

うに、タブレット化によるペーパーレス化の

実現など、ここ数年では今までにないスピー

ド感でデジタル化が推進されてきています。 

 ですが十分であるというふうには言えませ

ん。当町では、ＤＸ推進計画が策定されてお

らず、場当たり的にその都度各課で必要なデ

ジタル化事業に取り組んできただけのように

見えます。 

 次年度、中能登町総合計画、総合指針、ど

ちらか名称はあれですけれど、の策定に合わ

せて今後の町のデジタル化の方向性、そして

指針を示して、そのロードマップに沿って進

めていくべきではないのかというふうに考え

ます。 

 防災や教育、行政ニーズの多様化などの

様々な観点からも、情報発信、業務効率化な

どデジタル化にさらに取り組んでいかなけれ

ばならないです。全庁的にＤＸ化を進めるた

めに、次の総合指針、総合計画に合わせて、

ＤＸ推進計画を示し、デジタル人材の確保・

育成を推進していくべきと考えますが、町長

のお考えをお聞かせください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ＤＸ化を加速させよのご質

問にお答えします。 

 これまでの中能登町では、ＤＸ施策を段階

的に進めてまいりました。例えば、住民の利

便性を向上させるための電子申請の導入や防

災メールとＬＩＮＥとの連携による情報発

信、さらには子育て世帯に向けた子育て支援

アプリの導入などを実施しました。これらに

ついては、町民の皆様から一定の評価をいた

だいているものと感じております。 

 また、教育分野においても国のＧＩＧＡス

クール構想に沿った形で、電子黒板の導入や

一人一人のタブレット端末の配備を進め、デ

ジタル教材を活用した学習環境の充実に努め

ております。 

 これにより、次世代を担う子供たちにデジ

タル技術を活用した学びができる環境を提供

できるようになりました。 

 さらに、全庁的なＤＸ推進を行うために指

針として、現在、国のデジタル社会の実現に

向けた重点計画のガイドラインに基づき、当

町独自のＤＸ推進計画を策定中であります。 

 この計画の中では住民ニーズの多様化や費

用対効果の検証を通じて、具体的な施策を盛

り込み、さらなるＤＸ化を着実に進める方針

であります。 

 具体的には、行政手続の電子申請を積極的

に拡充することを考えており、現在検討中の

課題として、窓口業務のキャッシュレス化や

申請手続の簡素化など、フロントヤードの改

善を進めていきたいと考えております。 

 また、事務の効率化を図るため、バックヤ

ードでは電子入札や電子請求、電子契約の導

入を検討中であり、関係部署には随時指示を

行っているところであります。 

 デジタル人材の確保・育成についても重要

な視点であり、職員の研修を通じてＩＴリテ

ラシーの向上を図るとともに、必要に応じて

専門人材の外部からの登用も検討する予定で

す。 

 ＤＸ化は単なる技術導入だけでなく、町民

の皆様にとって、いかに実効性のあるサービ

スを提供できるかが鍵になると考えます。 

 今後も限られた予算の中で最大の効果を生

み出すため、住民とのコミュニケーションを

図りながら、さらなるＤＸの推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。計画は策定中ということで、また人

材に関しても外部登用を考えているというこ

とですので、少し安心しました。 

 私、よくお隣、氷見市に行くんですけれ
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ど、そちらでは、もう令和３年度にデジタル

化推進本部が発足されており、令和４年度か

らＤＸ推進ビジョン、そしてアクションプラ

ンが策定されております。 

 また、石川県でのデジタル化推進会議、こ

れは町長も参加されていると思うんですけ

ど、私、議事録を少し読んでいましたら、も

う令和４年時点で金沢市が行っていたデジタ

ル人材の育成について、行政のＤＸを進める

ために、全職員の協力と現場初のＤＸの創出

が必要。そのためには、職員の意識と知識を

身につけるために、一般職員向けのデジタル

研修とデジタル行政リーダー育成研修を行っ

ており、事務用パソコンを使用する全職員

2,000人に対して、動画やｅラーニング、テ

キストの実習を通じて最新のデジタル技術の

内容、業務改善など、基本知識を習得するこ

とに重点を置いている。 

 そして、もう一つ重要な点として、デジタ

ル行政推進リーダーを育成するため、おおむ

ね30代の職員を対象に有識者による講義やワ

ークショップなど、技術を習得して、課題解

決を行っているという、そういった記事が議

事録に載っていました。大分前ですよね、こ

れ３年前からこういったことをしているんだ

なというので、今うちの町では、これぐらい

の意識を持って全職員が町民のためのデジタ

ル化なんだという統一の認識を持って行って

いるようなこの研修とかというのはやってる

んでしょうか、伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 古玉議員の質問

にお答えします。 

 現在のところ、そこまでの研修といいます

か、体制は取っていないという状況でありま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） 今、参事が答え

られましたけれど、今後、こういった特殊な

技術ではあるんですけれど、若い人たちが学

べば活用していけるような技術ですよね。そ

れを全庁的に全職員に落とし込んでやってい

くというお気持ちはありますか町長、伺いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 全町民に全職員に一応いろ

んな面でこれからＤＸ化というのは進めてい

かなければならないと思っとるんで、今日も

午前中にお話が出ていた医療の問題、いろい

ろな地域医療の問題に関しても、これからや

っぱりオンライン診療とか、そういうことも

含めて今の学校との多分何ていうか、そのオ

ンライン化ということをやっぱりやっていか

なければならないと考えておりますので、職

員も全職員までは全部ちょっとできるか分か

りませんが、それにたけたアドバイザーとい

うか、そういう人の話を聞きながら、やって

いかなければならないなということを考えて

おります。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。どうなるか分からないということで

したけど、町長がやりますと言えば、皆さん

やります。ぜひ本当に皆さんのデジタルリテ

ラシーも向上して、やっぱり町民にとって何

が効率的で何がいいのかということを理解し

た上で、高齢者と若い間の若者の対応がやっ

ぱり変わってくると思うんですよ。だから

私、何が何でも全てデジタルと言っているわ

けではなくて、それを学ぶことによって、こ

の人にはデジタルではなくて、ちゃんとアナ

ログの紙ベースでやったほうがいいんだとい

うことも理解できるようになると思いますの

で、そうした理解を深めるためにも、やはり

全職員にしっかりと落とし込めるような研

修、そしてそういったような認識を持ってい

っていただきたいというのが私の思いです。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 
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○議長（南 昭榮議員） ここで14時40分ま

で休憩いたします。 

           午後２時32分 休憩 

 

           午後２時40分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 続いて、11番 甲部昭夫議員 

  〔11番（甲部昭夫議員）登壇〕 

○11番（甲部昭夫議員） 久しぶりでこうい

う質問席に立つと、やっぱり緊張します。町

長とは、しょっちゅう会うんですけど、よう

為ちゃんってなことを言うておるんですけれ

ども、やっぱりこういう席で言うと緊張して

て、足が今がくがくしておる次第でございま

すが、どうか支離滅裂な質問になるかと思い

ますけども、ご清聴いただくよう、よろしく

お願いいたします。 

 それじゃ、最初、文崎墓地にある平和塔と

いう遺族の持ち物でございますけれども、昔

の慰霊碑があります。これが１月の昨年の１

月の１日に倒壊して、その後、その状態のま

んまで現在までおるわけであります。これは

昔からいうと、徳丸という地の能登部の在所

の地内で観音様という上のほうに立派なもの

ができておりました。それがお参り１年に一

遍ずつやっぱり遺族のお参りがあるというこ

とで、年のいった人がみんなここにお参りし

たわけです。私もその当時からやっぱりおや

じも戦死していますんで、何遍も参ったこと

があるんですけれども、だんだん年のいった

人がそこに上がれないということで、ちょう

ど合併の平成17年のときに旧の鹿西町の方か

ら文崎の墓地に下ろすような話がちょろっと

いただきましたんで、これはいいということ

で、それでその話に乗って現在の位置に建っ

とるわけであります。 

 ところが１日の大地震のときに倒れたとい

うことで、それ以後、遺族会というのは小さ

な、その当時は結構何百人ちゅう会員ちゅう

か遺族がおったわけですけれども、今はもう

100人ぐらいで、能登部地内だけで100人ぐら

いというようなことで、少なくなってしまっ

て甲斐性もなくなったと。それ以来、遺族の

会員であり、私もお世話をずっとしてきた中

で、調子に乗って会長、会長と言われて、ず

っと今まで来たら、この会長がひどいめに遭

うて、力がないもんですから、あれがなかな

か元に戻らないと、こういう現状でありま

す。 

 今まで国や県や町やということで、こうい

う関係のことを陳情というか、お願いをして

回っておるんですけれども、なかなか具体的

にそんならこうせい、ああせいというような

ことで回答いただけて直るようなところまで

いっておりませんが、質問事項として修復が

できないかと。そして補助金も頂けないかと

いうことを２つ書いてあるわけですけれど

も、この辺まとめて単刀直入に言いますけれ

ども、宮下町長、何かいいような方法がない

かということでお聞きをしたいと思います。 

 せんだって、輪島の市会議員の方が、やは

りこういう平和塔の質問をしておいでになり

ました。何か簡単に、新聞に見たら、何か所

かあるんで、そんなら今年は３か所やります

と書いてありましたけれども、そんなふうに

ならんもんかどうか、その辺も含めていいご

返事いただきたいなと思って質問しとるわけ

ですけれど、町長、どうかよろしくお願いい

たします。 

○議長（南 昭榮議員） 甲部議員、通告に

ある、それ分かりますけども、１、２の問い

たいことを。１、２番と書いてある問いたい

ことを言うてください。 

 甲部昭夫議員 

○11番（甲部昭夫議員） 通告にあるという

のをひっくるめりゃ、それだけの話なんです

けど、ほんなら通告に基づいてということで

あれば、被災した戦死者の忠魂碑を修復でき

んかということが一つ。 
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 それに庁舎統合、それは後やね。それだけ

ですけどね。ほかのとこ分けて何を言おう

が、何を言えいうか分からんなんけど、内容

的にはそんだけだけで簡単に言うたらそんな

んやけど、駄目かね。 

  〔「意味が通じました」の声あり〕 

○11番（甲部昭夫議員） 駄目ですか。 

○議長（南 昭榮議員） だから１、２番っ

て復興支援として忠魂碑等の修復についてを

考えると、この２つをちゃんと言うてもらわ

んと。 

○11番（甲部昭夫議員） そうそう、それが

今言うとった、中に入れてやね。 

○議長（南 昭榮議員） 統合はまた後やか

ら。 

○11番（甲部昭夫議員） ほんなら分かりま

した。それを言います。 

 中能登町のこの説明の中で、町長にお願い

したいのは、復興支援として出していただけ

るかどうかということと、町の義援金や国や

あったときに代表に係る補助金を活用して対

応できないかということで、これ２つですけ

ど、これで駄目ですかね、項目は。町長、ほ

んでどうやねん。 

  〔「分かりました」の声あり〕 

○11番（甲部昭夫議員） 言えへん。町長、

お願いします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 甲部さんの言うとること

は、腹いっぱい１年ぐらいかけてかってお話

聞いとるんで分かりました。実はこの慰霊塔

というか平和塔、昔は我々、平和塔、平和塔

と言ってたんですが、それがうちの道の上の

ほうに平和塔という、そういう忠魂碑ありま

した。これ、私ら子供のときもずっとそこで

遊んどったわけですが、それがお年寄りが皆

さんなってがって、高齢になってその坂道を

上がれないということで、今、文崎墓地のほ

うへ移動されて現在に至ってるわけです。本

当にこれいろんな県の制度とか国の支援もあ

りましたんで、これまた今町独自の補助金制

度を創設して今準備を進めていますし、そし

て今もうすぐできるんで、この12月の補正予

算には、そろそろ予算を見積りもまた出して

いただいて計上していきたいなと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 甲部昭夫議員 

○11番（甲部昭夫議員） 今ほど12月の補正

予算でということで、もうすぐできるという

ようなお話でしたけれども、これ本当に遺族

の人も高齢化して、とんと80年たったとい

う、終戦後80年ということで、勝って来るぞ

と勇ましく国を出てからという歌もいっぱい

あるんですけれども、そういう歌に基づい

て、勢いよく出ていったものが、帰り白木の

箱になって現在帰ってきとると。そのときに

見送ったのが、やはり土地の町長と区長と

か、議会議員の人とかいう歴史があるわけで

す。これは私は親族から聞いた話なんで間違

いないんですよ。そういう人が結局、息子さ

んやあんちゃんがみんな死んでしまって帰っ

てきた。そういう悲しみを祭るのに、そうい

う平和塔とか忠魂碑とかを建てて80年間みん

な守ってきたわけですよ。そういう中から町

長も今そうした温かい言葉いただきましたけ

れども、町長のお父さんも立派な兵隊として

あるところに従事しておられたということ

を、一杯飲んだ席でよく聞いたことがあるん

ですけれども、そういう歴史の中にうちの宮

下町長が現在、我々が要求する、私がお願い

をする、そういうところにおるというのもや

っぱり一つのこの歴史の中に生まれた要者じ

ゃないかなと、そう思います。それで、町長

はどうかひとつ、今、町長が前々お願いをし

たら、これが駄目、あれが駄目、こうなけれ

ば駄目、区長に言うてこな駄目というような

話ありましたけれども、今ここで町長がもし

決断されても、中能登の町民の皆さん、遺族

の皆さんは特に、ああ、宮下町長は、だらな

金使ったなというようなことを言う人、絶対

おらんと思います。それは私らはもう本当に
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みんなよう説得して歩いてもよろしいという

ような気持ちはあります。ほんで町長、どう

かひとつこれだけは超特別の法規でもって町

長が判断していただいて、私が何千何百、私

が言うたら られますけれども、百何十万と

いう数字ですけれども、そのお金を出しても

う一遍元に戻していただきたいと。これは私

らは本当に冗談みたいがに私も言うておりま

すけれども、私は心の中では真剣、中能登町

遺族会の会長として、議員はもちろんあるん

ですけれども、そういう立場として、何とか

これを立ち上げて、もう一遍復興していただ

いて、皆さんのお参りをしていただきたい

と。そのときには、区長をはじめ、今まで区

長さんを呼んでなかったので、こういう始末

になっとるわけですけど、区長を呼んだり、

町長をお願いして来ていただいたり、全ての

官公庁の役職の人に盛大に一遍お参りをして

いきたいなという、そういう気持ちでおりま

すんで、どうか宮下町長、私の真剣なこの気

持ちを酌んでいただいて、よろしくお願いし

たいと思います。どうか議員の皆さんも力に

なっていただきたいと思います。よろしくお

願いします。ほんで町長。 

○議長（南 昭榮議員） 答弁は。 

○11番（甲部昭夫議員） 答弁ちょっとだ

け。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 戦没者のこの慰霊塔であり

ますので、本当に昔、我々がここまでおられ

るのは、戦争された方のこの御霊がいるとい

うことで、本当に尊い歴史や文化を感じさせ

る平和塔ですので、ぜひ中能登町としても、

この今県の支援制度でありますこの創造的復

興支援の中から、町独自で能登部だけじゃな

くて金丸もそうやね。 

○11番（甲部昭夫議員） そうです。 

○宮下為幸町長 金丸もそうやね。 

○11番（甲部昭夫議員） はい。 

○宮下為幸町長 これ民間の、民間という

か、地域を守っているあれじゃありませんの

で、その遺族の方が思っているということ

で、ぜひ12月の補正予算には計上したいと思

いますので。 

○議長（南 昭榮議員） 甲部昭夫議員 

○11番（甲部昭夫議員） 町長、温かいご意

見いただきまして本当ありがとうございま

す。どうぞまたよろしくお願いいたします。

この件はこれで終わりたいと思いますが、次

の問題に移りたいと思います。 

 それじゃ次の一般質問に入りたいと思いま

す。 

 中能登町は、平成17年の３月の合併から既

に。ちょっと失礼します。20年以上が経過い

たしました。合併当初、旧鹿西庁舎の耐震性

に問題があるとの判断から、救急避難的措置

として、旧鹿西中学校の校舎を暫定的に庁舎

として使用することとなり、いわゆる分庁方

式が始まった経緯がございます。この当時の

ことを振り返ってみますと、庁舎の場所を決

めるのに町の執行部も議会も大変な議論を交

わした時期でありました。当時の広報とか新

聞、懐かしいものを私もずっととってありま

すんで見ましたら、ここに現在のそうそうた

るメンバー、今の現在の町長、作間さん、古

玉さん、ほいで杉本前町長、廣瀬さん、ラピ

ア鹿島周辺が妥当と、新聞にはラピア鹿島案

多数、鹿西中譲らずという、こんなようなや

っぱりあるんですよ。これ見ると、なるほど

なと思って、私はこのとき頑張ったんです

よ。私、１人が鹿西中学校やということで、

あとの人はみんな鹿島とか退席の人もおられ

たりして、そういう時期があったんです。一

番激論を交わして一番議員として私も思い出

に残る、そういう時期でした。 

 ところが、それがいろいろとありまして、

４年間で19回もこういう会議を開催してきた

という実績の中に、多数決で取ることを当時

の委員長が提案をいたしまして、現在の状況

であるならばという、その前置きをしまし
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て、賛成多数を決めたわけです。 

 それには、鹿島周辺、議会側はラピア鹿島

周辺、町側は鹿西中学校というような、そう

いう案が出まして、最終的には今お話しした

ように票が割れたんですけれども、現在の状

況になっとるわけでございます。 

 これ皆さん、ご存じだと思いますけれど

も、だけども既にやっぱり20年もたったとい

うことになると、人もおらんがなるがけんじ

ゃ、ここにおいでる議員さんでこれを知っと

る人ってさっき数えてみたんですけど、５人

しかおいでないですよ。あとみんな不幸にし

て亡くなった方とか、それからもう辞められ

た方、そういうのでおるわけで、ほんで何か

言うた。というような結果であります。 

 しかし人口が一層深刻化し、町民ニーズの

多様化、高齢化に伴う行政サービスの複雑

化、さらには災害や感染症対策など、新しい

課題が数多く発生してまいりまして、こうし

た時代の中で、果たして町として十分に課題

を検証し、対応に講じてきたのか改めて町長

にお聞きをしたいと。 

 そこで今日に至るまでの20年余り分庁方式

を続けてきた執行部として、この間、どのよ

うな問題があると認識しているのか、また、

将来に向けて、町として懸念される課題は何

か、町長にお聞きいたしたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 庁舎統合についての現状と

今後の計画についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、１点目の庁舎の分庁方式による問題

点についてですが、合併当初から今日まで、

分庁舎方式を採用してまいりましたが、全庁

的な日常業務において、会議や決裁、事務処

理の際には、人や文書の移動により、時間的

なロスが発生し、業務の効率化における課題

となっております。 

 昨年発生した能登半島地震の対応におきま

しても、災害対策本部会議を開く際に、その

都度、本部員である課長が庁舎間を移動しな

ければならず、迅速な対応ができず、職員間

の情報伝達が的確にできないなど、課題が残

るものとなりました。 

 また、令和３年２月に行政サービス庁舎が

開庁し、主となる窓口業務が行政サービス庁

舎に集約されることで、ワンストップのサー

ビス提供ができるようになりましたが、一方

で、窓口を利用される町民の方々からは、場

所が遠くなって不便だ、総務庁舎で以前でき

ていた手続ができなくなったなどといった不

満の声もいただいております。 

 次に、２点目の総務庁舎の改修計画のご質

問にお答えいたします。 

 ご指摘のとおり、合併当初から総務庁舎改

修が必要であることは認識しており、令和２

年度に庁舎の大規模改修の計画を立案しまし

たが、実施できず、現在に至っております。 

 昨年の能登半島地震の被害を受けた総務庁

舎の状況を踏まえ、庁舎の復旧費と行政サー

ビス庁舎への統合経費を比較検討するため、

現在、中能登町役場庁舎統合整備基本計画の

策定を進めております。 

 この計画は、業務の効率化や住民サービス

の向上に加え、自然災害への対応力の向上な

ど、今後の庁舎の在り方について、様々な協

議を行い、方針を定めるものであります。こ

の基本計画を基に、今後の事業計画を進めて

いきたいと考えておりますので、ご理解をお

願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 甲部昭夫議員 

○11番（甲部昭夫議員） ただいま町長か

ら、本当にこれ詳しく、私も町長はどんなふ

うに返事してくれるかなということをうちに

おってはこう考えてはあっち行ったり向いた

りしては考えとったんですが、私以上にやっ

ぱり細かいことが今ずっずっずっずと入って

きました。 

 こんなこと言われたら、こう言わんなんな

ということも考えておったんですけど、当て
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が外れて弱ったなと思っておるんですけれど

も、だけども住民の移動負担の軽減とか、ワ

ンストップ化をは極めてこれは重要な問題で

はなかったかなと、そういうふうに思うんで

すが、この辺はどんなふうに今改めたという

ことに結果的になるんでしょうか。改めてお

聞かせください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 行政サービスが開庁して、

窓口に行政サービス庁舎が集約されたこと

で、ワンストップのサービスが提供できるよ

うになったということを言いました。ただ、

この窓口が、例えば鳥谷とか鹿島の人は遠く

なったので不便だというようなご指摘も受け

ておりますので、これからこういう今、庁舎

の役場庁舎統合整備基本計画をつくりますの

で、また、議会の皆様でも、庁舎統合特別委

員会ありますので、特別委員会ありますの

で、その辺でまたこの基本計画をお示ししま

すので、それをまた審議をしていただいて、

これからの庁舎をどうすればいいかというよ

うなことをまた、議会の皆さんと一緒に考え

ていきたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 甲部昭夫議員 

○11番（甲部昭夫議員） 今おっしゃること

も私も考えておったんですけれども、私も庁

舎統合建設委員長ということで、役職いただ

いておったわけです。それがただの１回もそ

ういう会議というのをしておらなかったもん

ですから、かねがね気にはしておったんです

よ。ほいで、いつこれすりゃええがかなと思

う間に、私もいよいよ終活みたいなもんで、

もう最後の一般質問みたいな気持ちで今立っ

ておるわけですけれども、町長のこの答弁い

ただいて、委員の皆さんに今後のことを詳し

く、やはり討論して、町長に参考になるよう

なことが一つでもあればいいかなと。町が一

つでもよくなりゃいいかなということを心の

中で決めておるわけでございます。 

 いろいろと質問というのはあったんですけ

れど、先ほどやはり澤議員にもおっしゃって

おいでたように、私も見ては分かっとるんで

すが、庁舎に関しては、いろいろな人を置い

たり、水道の問題とかクーラーの問題とか、

現在も今日も歩いてきたんですが、やっぱり

玄関先というのは、ひどい具合に壊れておる

もんで、やはり町長、直すんであれば、その

気があって町長がその気が強いんであれば、

やはり早めに美しく直して、そして新しいま

ちづくりに挑戦をしていったほうがええがな

じゃないかなと、そういうふうに私は結論と

して思います。 

 もう一つのまとめというようなことであっ

たんですけれども、そこまで言わんでも、町

長、そこはあと町長にお任せしますんで、町

長、やっぱり新しい町を元気にいい町をつく

っていただいて、頑張っていただきたいな

と、そう思いますんで、これで議長、私、終

わります。よろしくお願いいたします。あり

がとうございました。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、３番 合

田 宏議員 

  〔３番（合田 宏議員）登壇〕 

○３番（合田 宏議員） それでは、通告に

従い一般質問を行います。 

 まず、ＡＩオンデマンド公共交通の検討で

あります。 

 公共交通の維持は、高齢化が進む当町にと

って、喫緊の課題であります。全国的に路線

バスの廃止や減便が相次ぎ、住民の移動手段

確保が困難な状況にあります。このような

中、近隣の志賀町や津幡町ではＡＩを活用し

たオンデマンド交通システムが導入されてお

り、先進的な取組として注目されています。

これらの事例を参考に、当町の公共交通の未

来を考えるべき時期が来ていると考えます。 

 そこで令和７年度から令和11年度までの中

能登町地域公共交通計画の基本方針を踏ま

え、ＡＩオンデマンド交通の導入について、

以下の質問をいたします。 
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 １、計画目標と先行事例の整合性。 

 中能登町地域公共交通計画では、公共交通

の維持・確保、利便性の向上を基本目標に上

げ、地域の実績に応じた多様な交通手段の確

保と、既存交通手段の連携強化を重点施策と

しています。 

 志賀町のいーじー、津幡町ののるーとは、

利用者のニーズに合わせた運行をするデマン

ド交通であり、これらの計画目標と一致する

新しい公共交通モデルです。これらの先行事

例について具体的にどのような調査・分析を

行っているのでしょうか。特に導入に至った

経緯、運行システム、利用者の反応、そして

地元交通事業者との連携体制について詳細な

情報を把握されているのかお伺いします。 

 また、これらの事例が当町の地域公共交通

計画にどのように生かせるのか、具体的な検

討状況についても、ご見解を伺います。 

 ２、本町への導入可能性と課題。 

 当町にＡＩオンデマンド交通を導入する場

合、どのような可能性があると見ています

か。中能登町地域公共交通計画では、既存の

路線バス、デマンドバス、デマンドタクシー

などの連携強化を目指しています。ＡＩオン

デマンド交通は、これらの交通手段を俯瞰

し、交通空白地帯の解消や住民の利便性向上

に大きく貢献する有効な手段となり得ると考

えます。 

 一方で、導入に当たって様々な課題が想定

されます。例えば計画に示されている持続可

能性な公共交通体系の構築のためには、初期

費用や運営費用が大きな障壁となります。ま

た、技術的な問題、そして住民への周知、利

用促進方法についても、現状どのような検討

が進められているのかお答えください。国や

県の補助金の活用を含め、具体的な計画があ

ればお示しいただきます。 

 以上の２点について、ご見解を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ＡＩオンデマンド公共交通

の検討についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の志賀町・津幡町の事例につ

いて、調査・分析を行っているか、これらの

事例が、中能登町地域公共交通計画にどう生

かされているかとの考えについてお答えしま

す。 

 志賀町と羽咋市へは、令和６年度の地域公

共交通計画を策定する段階で、ＡＩオンデマ

ンド交通について、問合せをしております

が、津幡町には問合せはしておりません。 

 令和７年１月１日に策定した、中能登町地

域公共交通計画には、効率性に優れた新たな

運行方法の研究として、ＡＩオンデマンドバ

スやタクシー、ライドシェアなど、国の制度

やＩＴ技術を活用した新しい運行形態につい

て継続的に調査研究を実施するとしておりま

すので、今後、ＡＩオンデマンド導入済みの

市町の事例を調査・分析するとともに、様々

な面から、当町に合うものを検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、２点目のＡＩオンデマンド交通を当

町に導入する場合、効果と費用や技術的課

題、住民への周知方法といった課題について

どのように考えるか、国や県の補助金制度の

活用を含めた、具体的な計画があれば示して

ほしいについてお答えします。 

 先ほど答弁したとおり、今後、ＡＩオンデ

マンド交通のみならず、ライドシェア等を含

め、費用対効果も検証しながら、当町に合っ

た運行形態を研究してまいりたいと考えてお

り、具体的な計画などは、現在はございませ

んので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） ただいまの答弁に

対して、ライドシェアという言葉も出てきま

した。ライドシェアについては、まだまだ時

期尚早かなと逆にと思っております。その前
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にやっぱりこのＡＩオンデマンド交通に関し

て、検討を進めていくべきではないのかなと

思います。 

 今の当町の現状とすれば、おりひめバスな

んですが、空気を運んでいる状態のほうが多

いような気がします。経費かけて、ただバス

が動いとるだけ。とっても何かもったいない

ような気がしますし、昨年度まで私、中能登

町地域公共交通計画の中の委員としていたん

ですが、その中で北陸鉄道さんですね、運行

事業者として。その中で運転手の確保が今後

難しくなってくるというお話も聞いておりま

す。 

 それを解消するためにも、このＡＩオンデ

マンド交通がとても必要だと思いますし、そ

れと合わせて地域の事業者さん、中能登町で

は２事業者があると思うんですが、その方た

ちとの連携がとっても必要かなと思っており

ます。 

 また、ＡＩオンデマンドに対しては、まだ

時期尚早なのかもしれませんが、今後の研究

課題というか、１年先、２年先でなくっても

いいんですが、実証検証をするような形で、

２年度、３年度、４年度という形でできる方

向に持っていかれないか再度お聞きします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 このオンデマンドに対して

は、先般、何月やったかな、２か月ほど前に

いろいろな中能登町地域公共交通の会議があ

りました。その中で今バスが、おりひめバス

が２台走っているというところで年間3,400

万ほど北陸交通に委託をしてかって支払いし

とるわけですが、そういう中でタクシー業者

さんも来ておいでました。その中でそのタク

シー業者さんも１件は、ライドシェアでもい

いですよと。もう１件は、俺も年やさかいラ

イドシェアにこれからやっていくほうが、い

いやろうと。北陸鉄道もバス会社もいずれ

は、もう撤退をしていく。この羽咋市でも志

賀町でもそうですが、いずれは撤退していく

というような予定を立てているらしいので、

いずれはここに既存しとるタクシー会社がし

て、輪島市は金沢の石川交通のタクシー会社

が来てかって、ライドシェアをやって今実証

実験済ましてやっておりますが、なかなか売

上げが上がらないということで困っていると

いうようなことも新聞で出ていましたが、そ

の辺、本当にオンデマンドがいいのか、ライ

ドシェア的にいいのかは、これから町の公共

交通の方もおいでますので、議会からも誰か

出ておいでるんですね。誰も出ておいでんが

っけ。そういう審議がありますので、ぜひま

た、ここでいろんなお話をお聞きしながら、

検討していきたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 答弁ありがとうご

ざいます。そういう形で返ってくるかなと思

いつつ、またそのライドシェアのことがまた

ちょっと出てきたので、先ほど私、言いまし

たけど、ライドシェアのこと、もう少しちょ

っと先の話かなと思っていました。 

 それで私は志賀町のタクシー事業者さんと

それから津幡の津幡やなかった、羽昨のオン

デマンドをやっとる事業者さんところへちょ

っとお伺いしてきました。現状どうですかと

いうことで。 

 志賀町のほうは、利用者数はそこそこある

んだけれども、高齢者の方の利用が減った

と。以前バス利用しとった人が利用しなくな

った分、減ったよという話を聞きました。予

約システムが難しいので、電話で対応しとる

らしいんですが、どうも安いタクシーという

認識で、高齢者の方は思っておられるという

ことでした。これに対しては、もう少し町の

ほうとして、周知徹底していけばいいのかな

という話はされてましたので、もし当町もそ

ういう形にするんであれば、その周知徹底と

いうことは必要かなと思います。 

 羽咋市のほうについては、現在もそのバス

は走っているんですが、こっちのほうという
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か、邑知地区と西北台のほうの地区だけがＡ

Ｉオンデマンドになっているということで、

今のところあんまり変わりはないかなと。た

だ、やっぱり予約のほうが高齢者の方がしに

くいみたいだという話は聞きました。聞いて

きました。やっぱりこういうＡＩオンデマン

ドにする場合には予約システムというのは、

もう少しもっともっとこれからも検討してい

かなくちゃいけないかなと私は思いまして、

こういう質問させていただきました。 

 本当に皆さん、後、住民の足になる、これ

からまだまだ高齢化が進んでいき、免許返納

者も増えてくると思いますので、本当に自由

に移動できるような地域公共交通計画をして

いただければなと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 学校での補食をの検討になります。 

 近年、共働き世帯の増加や生活習慣の多様

化に伴い、子供たちの食生活は大きな変化を

遂げています。朝食を十分に取ることができ

ない子供が増え、文科省の調査でその傾向は

顕著です。朝食の欠食は、午前中の授業に集

中できないだけでなく、脳の働きを鈍らせ、

学力低下に直結することが、科学的に証明さ

れています。 

 また、空腹によるいらいらや集中力の欠如

は、心身の健康にも悪影響を及ぼし、健やか

な成長を阻害する要因となりかねません。こ

のような状況を改善し、子供たちが本来持っ

ている力を最大限に発揮できるよう、できる

環境を整えることは、私たち大人の責務で

す。 

 そこで既存の学校給食に加え、午前中の休

息時間などを利用した補食の導入を提案いた

します。 

 補食として提供する食品には、幾つかの条

件が求められます。手軽に摂取でき、栄養価

が高く、衛生管理が容易であること、これら

の条件を満たすものとして、私はおにぎりと

ゆで卵の提供を提案します。 

 まず、おにぎりは、脳の唯一のエネルギー

源であるブドウ糖を効率よく摂取できます。

冷めてもおいしく食べられ、調理が簡単で、

大量生産にも向いています。また、子供たち

にとっても、なじみ深い食品であり、心理的

なハードルも低いからです。 

 次に、ゆで卵です。卵は完全栄養食とも呼

ばれるほど、良質なたんぱく質、ビタミン、

ミネラルを豊富に含んでいます。特にたんぱ

く質は、脳の発達や集中力維持に不可欠で

す。ゆで卵は調理が簡単で、日もちもよく、

アレルギー対応も比較的行いやすい食品で

す。 

 この２つを組み合わせることで、手軽であ

りながら、炭水化物とたんぱく質という２大

栄養素をバランスよく摂取できる理想的な補

食となります。 

 これにより、午前中の空腹を満たすだけで

なく、脳と体の働きを活発にし、授業への集

中力を飛躍的に向上させることができます。 

 例えば、東京都足立区では、区内の全小学

校で学校給食プラスワン事業を実施していま

した。これは朝食を欠食した児童生徒を対象

に、登校時にパンや牛乳などを無料で提供す

るものです。この取組により、児童生徒の集

中力が向上し、落ち着いて学習に取り組める

ようになったという声が上がっていました。 

 また、岩手県花巻市では、地元農産物を使

ったおにぎりやパンなどを希望する生徒に提

供していました。こうした取組は、地元の食

材を生かし、子供たちに郷土愛を育む効果を

生み出していました。 

 ここで、いましたとかというこの過去形で

お話ししたのは、現在、給食費の無償化に取

組がシフトされ、ホームページで確認しても

現在行われてないと思われたからです。 

 これらの事例から補食が簡単な空腹を満た

すだけでなく、子供たちの心身の健康、ひい

ては学力向上に寄与することが明らかになっ

ています。 
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 当町においても、これら先進事例を参考

に、以下の点に配慮しながら、補食導入に向

けた具体的な検討を開始していただきたいと

考えます。 

 １つ目、財源の確保として、保護者負担、

町の助成、企業の協賛など、複数の財源を組

み合わせることで、子供たち全員が平等に補

食を利用できる仕組みを構築することが重要

です。 

 ２つ目、衛生管理として、提供するおにぎ

りやゆで卵では、専門業者との連携により、

品質管理を徹底する必要があります。また、

学校側も手洗いの指導を徹底するなど、衛生

面に最大限考慮することが不可欠です。 

 ３、３点目、公平性の確保です。経済的な

理由で補食を受けられない子供がいないよ

う、全ての子供が平等に利用できる仕組みを

構築することが最も重要です。 

 これらの課題を乗り越え、補食を導入する

ことは、子供たちの健康を守り、学習意欲を

高め、ひいては町の未来を担う人材を育む極

めて重要であると考えます。 

 以上を踏まえ、以下の点についてご見解を

伺います。 

 １、子どもの健康と学習能力向上のため、

学校での補食導入についてどのように検討さ

れますか。 

 ２、財源確保、衛生管理、公平性の確保と

いった課題に対し、具体的にどのように対応

していくとお考えですか。 

 ３、当町の実情に合わせた形で、先進事例

を参考にしながら、補食導入に向けた具体的

な検討を開始するご意向はありますか。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 学校での補食の検討の答弁

については、学校に関することなので、教育

長より答弁させます。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 子どもの健康と学力向上

のため、学校での補食導入についてどのよう

に検討されるかについてお答えいたします。 

 発育期にある子供たちにとっては、学校で

の給食だけでは、おなかがすくとの声は聞い

ております。当町の学校給食は、おかずのほ

か、主食である米飯やパンを提供する完全給

食であり、必要な栄養を摂取できるよう献立

を作成し、提供しております。 

 また、学校では原則、飲食物を持ち込むこ

とを禁止しておりますが、熱中症対策等での

水分補給として水筒の持参を認めているとこ

ろです。 

 完全給食を補う補食については、生活困窮

世帯の支援を目的に実施している事例が全国

で数例あるようですが、間食に当たり、当町

では実施する予定はありません。 

 まずは、各家庭でしっかり朝食を取って登

校することが原則であり、個々の家庭の朝食

の提供事情に応じた個別の対応を学校に求め

ることは必要ないことだろうと考えておりま

す。 

 次に、２点目の財源確保、衛生管理、公平

性の確保といった課題に対し、具体的にどの

ように対応していくか。３点目の当町の実情

に合わせた形で、補食の導入に向けた具体的

な検討を開始する意向あるかについては、先

ほど１点目で答弁したとおりですので、具体

的な対応や検討をする意向はありませんの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 答弁の中で大変厳

しい、考えられないということで、こういう

提案をすること自体が間違いなのかなとちょ

っと感じましたけども、やっぱり子供子育て

というか子供さんと話ししとると、お昼まで

もたないという話を多々聞きます。特に男の

子で、そういう話を聞いたので補食という形

でお話しさせてもらいました。 
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 今、検討はなかなか難しいということなの

で、今、水分補給のために水筒を持ってきて

もいいよという形なんで、例えば親御さんが

補食のためにというか、食べたいよという子

供に対して、おにぎりなりを持たせてるとい

うことを、また学校教育なり教育委員会で許

可していただければ、おなかすくような子に

は、おにぎりなり簡単に食べられるものを持

ってきてもいいのかなと思うのですが、その

辺はいかがなんでしょうか。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

○林 大智教育長 合田議員の再質問にお答

えいたします。 

 本当に食べるということは、大切なことで

ありまして、子供にとってはアレルギーとい

う問題があり、学校はそれが一番心配してい

ます。水分等であれば、アレルギーの問題は

そうないんですが、いわゆるおなかを満たす

ものになってくると、そういったことが心配

で、万が一、家から持ってきたものでアレル

ギーを起こした場合ですとか、責任問題とな

ってきます。 

 また、令和６年度に中能登町の第３次の食

育推進計画で、Ｒ４年度調査には、毎日朝食

を食べるという小学生が87％、中学生が88％

と増えてきました。食べない理由は、食欲が

ない、習慣がない、時間がない、寝ていた

い、減量のため。そういったふうにして食べ

ない理由を、むしろ減らしていって、朝食を

しっかり食べることで、３食規則正しく食べ

るという習慣をつけていかせたいなというふ

うに私は考えています。ご理解のほどよろし

くお願いします。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 教育長とお話、十

分理解できました。それでもアレルギーに関

しては、家庭のお母さんなりが作ってくるも

んであるので、アレルギーに関しては問題な

いのかなと、ふと思いましたけども、その辺

も今後、これからの子供がより活発に活動で

きる、それからおなかがすいたという子供が

ないように、授業に集中できるということも

まだまだ生かされてくるんじゃないかなと思

いますので、今すぐ答弁として検討しますと

か、そんなん別にいいんですけど、その一部

でも補食に対して、考えるというか、頭の中

に隅に置いていただければなと思います。 

 本当はなぜこの補食ということを提案させ

てもらったかというと、子供たちがおなかを

すいたということで話を聞いたというのもあ

りますし、昨年ですか、おにぎりサミットと

いうのがありまして、そこへ行ったときに、

ジュニアアスリート協会というところが、子

供たちのスポーツに対して、補助というか支

援してるんですが、その中でお米を食べるこ

とが、スポーツの能力向上に有効だというこ

とをお話しされてました。その中で、おにぎ

りがとっても有効だということもお話しされ

たので、それと併せておにぎりが補食にいい

のかなと思ってお話しさせてもらいましたの

で、よろしくお願いいたします。 

 次、３点目行きます。 

 鹿西高校の生徒増加についてお伺いしま

す。 

 先般、鹿西高校の校長先生から学校の現状

をお聞きする機会がありました。募集定員に

対して入学生が減少し、当町からの進学者も

少ないと伺いました。 

 そこで１点目、公立高校の定員減少に対す

る認識についてお伺いします。 

 鹿西高校は、能登の教育を長年支えてきた

重要な教育機関です。同校の生徒数減少は、

学校運営の困難化だけでなく、当町の活気や

将来にも大きな影響を及ぼす深刻な課題で

す。鹿西高校の現状をどのように捉え、どの

ような展望をお持ちでしょうか。町長のご見

解をお聞かせください。 

 ２点目、部活動と生徒会活動を核とした生

徒募集戦略の可能性についてお伺いします。 

 鹿西高校の魅力を高め、町外からも選ばれ
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る高校にするため、部活動と生徒会活動を核

とした生徒募集戦略についてお伺いします。 

 まず、部活動についてです。当町には全国

大会に出場するほどの優秀な中能登中学校と

志賀中学校の合同吹奏楽部があります。この

活動は能登の地域資源として誇るべきものだ

と思います。この強みを生かし、京都橘高校

マーチングバンド部のような全国に名をはせ

る部活動を育成することで、生徒募集の起爆

剤とすることが可能だと考えます。 

 次に、生徒会活動についてです。生徒が主

体的に学校の魅力をつくり出す取組を支援す

ることも重要です。広島県安芸高田市では、

生徒の自由な発想を尊重し、学校生活をより

よくするための施策として、公立高校の生徒

会に100万円の予算を提供しました。これに

より、生徒の主体性が生まれ、学校生活が活

性化しました。 

 鹿西高校においても、この事業を参考に、

生徒会にまとまった予算を提供し、生徒が自

主的にイベントを企画したり、学校の設備改

善に取り組んだりする機会を提供すべきだと

考えます。 

 町長は、このような部活動と生徒会活動を

核とした生徒募集戦略について、どのような

可能性を感じていらっしゃいますか。 

 ３点目、地域との連携を含めた具体的な施

策について、これらの戦略を実現するため

に、学校単独でなく、町全体で支援していく

必要があります。そこで以下の具体的な施策

を提案します。 

 １、吹奏楽部と連携強化。中能登中学校と

志賀中学校の合同吹奏楽部と鹿西高校吹奏楽

部が、合同練習や演奏会を定期的に開催し、

中学校段階から高校への進学を促す。部活動

の強化に必要な指導者招集費用、楽器購入費

用、遠征費用などへの財政支援を検討する。 

 ２、生徒会活動への支援。鹿西高校の生徒

に予算を付与する。予算の使途は生徒会に一

任し、町は必要に応じて助言やサポートを行

う。この活動の成果を、町の広報誌やＳＮＳ

などで積極的に発信する。 

 ３、広報活動の強化。吹奏楽部や生徒会の

活動の活躍を、広報誌やホームページ、ＳＮ

Ｓなどを活用し、積極的に発信し、町の顔と

してブランド化する。 

 これらの施策を実行することで、鹿西高校

の生徒増加だけでなく、町の魅力向上にもつ

ながると考えます。この提案についてどのよ

うに評価されるか、どのような施策を検討さ

れるかお伺いします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 鹿西高校の生徒増加策につ

いてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の鹿西高校の入学生減少に対

する当町の認識についてですが、近年、鹿西

高校では、入学者数が減少し、定員割れにな

ることが多く、中能登町からの入学者数も少

なくなっていることは、承知をしておりま

す。 

 鹿西高校は、町にとって唯一無二の高校で

あり、生徒が利用するＪＲ能登部駅で、毎朝

通学する生徒の姿は、当町でも見慣れた光景

であり、若い声が聞こえることで、地域への

活力につながっていると感じております。 

 入学者数の減少は、少子化や地域の人口減

少、生徒の価値基準の変化など、様々な社会

的要因が重なることから、大変厳しい課題で

はありますが、単なる教育現場の問題だけで

なく、地域社会全体の活性化への影響など、

中能登町の未来を左右する重要な課題である

ことも認識をしておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 次に、２点目の部活動と生徒会活動を核と

した生徒募集戦略の可能性につきましては、

部活動や生徒会活動は、学校の魅力を効果的

に伝え、地域内外からの入学希望者を増やす

可能性を秘めていると考えております。 

 合田議員にご紹介いただきました、全国で

実施されている各種事例も、魅力的な取組で
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あり、私も現場の鹿西高校や生徒が主体とな

って、魅力ある取組を実施することで、中学

生が行きたいと思ってもらえるようになるこ

とが、重要であると思っております。その取

組を支援してまいりたいと考えております。 

 さらには、卒業生や地域など、高校の結び

つきを大切にし、鹿西高校応援団のような、

高校を応援する組織の存在も必要だと感じて

おります。 

 引き続き高校とも連携を密にしながら、鹿

西高校の魅力を一緒に考え、町でできる限り

のことは支援していきたいと考えております

ので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 次に、３点目の地域との連携を含めた具体

的な施策につきましては、合田議員からは、

魅力的なご提案をいただきましたので、今

後、中能登中学校吹奏楽部や鹿西高校生徒会

にもお伝えし、協議をしてまいりたいと考え

ております。 

 具体的な施策としましては、町は令和３年

度から鹿西高校の総合的探求の時間において

職員も加わり、人口減少問題をはじめ、特産

品、観光地の魅力向上、福祉やボランティア

活動などの課題提案を生徒と一緒に考えなが

ら、伴走支援をしております。 

 このほか、今年７月からはＪＲ能登部駅の

清掃・美化活動を行うクリーンアップガール

＆ボーイに男女６名が就任し、生徒が毎日利

用する駅の美化意識と愛着を高める取組を実

施しております。 

 また、生徒会では、ＪＲ能登部駅ホームの

柱に、生徒手作りのアート作品を描くなど、

高校生が主体となった活動も進めておりま

す。 

 ただ、これらの取組が、生徒増加と町の魅

力向上に即座に効果が現れるかどうかは不明

でありますが、しっかりと取組を続けること

や、きめ細かな情報発信が重要であると考え

ております。 

 合田議員のご提案も参考に、今後も鹿西高

校の魅力向上に向け、高校と協議を続けてま

いりますので、ご理解とご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） どうもありがとう

ございます。町長の中に、鹿西高校応援団、

とてもいいことだなと思います。私は鹿西高

校出身ではないのですが、うちの娘が鹿西高

校出身なので、もしこういう応援団ができた

ら、メンバーに加わるように言いたいなと思

います。 

 生徒会の予算を付与することについて回答

はなかったような気がしたんですが、クリー

ンアップ事業だとか、いろんな活動、令和３

年度から取組しとるということに対しても、

人的派遣だけじゃなく、資金面で何かすると

いうのは大事かなと思いますし、本当に今の

高校生ってすごく何ていうかな、自立してい

ろんなことを考えてますんで、限られた予算

でこんなことをすればということを提案すれ

ば、本当にいろいろ子供たちというか生徒が

考えて、特に女子のほうがすごく何かいろん

な提案とかするような感じがいたします。 

 実際に鹿西高校のもう卒業していないんで

すが、卒業生なんですけど、鹿西高校の将来

についてどうやった、どう考えてるというこ

とを話聞いたときに、実は制服を変えてほし

いというお話もありました。生徒会で制服を

検討するというのも面白いなって私は心の中

では思ってたんですが、そういうふうな支援

もできるんじゃないかなと思いますので、ま

た、ご検討をしていただければと思います

が、町長どんなもんでしょう。 

  〔「制服を変えてほしい」の声あり〕 

○３番（合田 宏議員） 生徒会に対してや

って、制服のデザインとかそんなんを決める

というやつです。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 制服を変えてほしいという
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のは、ちょっと私はなかなか答弁できません

が、学校のことで、子供たちが本当に今、鹿

西高校の子供たちがみんなの総意でそういう

ふうにしたいというがは、これはアンケート

か何か取るか何かしてかって、その辺１回検

証してみる必要があるんじゃないかなと思い

ますけども、何をおいても今まで120人の中

に70人ほどしか定員が達しないということが

２年ほどありますので、それが何がだんだん

だんだん減ってくる現象になっているのか、

中能登の中学140人から50人いますので、そ

の子供たちが十何人ぐらいしか行かないとい

うことを聞いておりますので、その辺鹿西高

校と中能登中学のお互いの鹿西高校の生徒が

中学３年生のとこへ来て、いろんなことで鹿

西高校の魅力をプレゼンしていくとか、そう

いうような方向も考えていかんなんがじゃな

いかなということを思いますし、学校の先生

ももちろんもう10月ですから、これからいろ

んな学校の説明会にも行く中で、本当に鹿西

高校の魅力をＰＲしていかなくちゃ、ますま

す駄目になっていくというようなことを考え

ますし、万が一、高校再編ということになれ

ば、鹿西高校も再編やということになれば、

本当に大変なんで、私たち町民が、中能登の

町民が、いろんな面で存続させてくれという

ような要望書も出るような事態にはならんよ

うに、今からいろんな面を手を尽くしていか

なければならないということを考えておりま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 町長、今おっしゃ

られた本当に鹿西高校の存続に関しては、

我々、町民の、この町にとってもそうです

し、とても大事な課題だと思いますので、町

全体でこれから取り組んでいければなと思い

ます。 

 私の一般質問は終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（南 昭榮議員） 以上で、本日の日

程は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時47分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） おはようございま

す。 

 ５番 澤 良一議員から通院のため、12番 

坂井幸雄議員から自宅療養のため、それぞれ

欠席届が提出されていますので、報告をいた

します。 

 ただいまの出席議員数は10名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付済みのと

おりであります。 

 

 ◎一般質問 

○議長（南 昭榮議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ます。質問回数は、同一議員につき、同一議

題について３回までとなっております。ま

た、通告以外の関連質問は控えるようお願い

いたします。 

 以上を踏まえ、執行部におかれましては、

簡潔明瞭で的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ４番 角 久子議員 

  〔４番（角 久子議員）登壇〕 

○４番（角 久子議員） 改めて、おはよう

ございます。 

 それでは、通告に従い一般質問を始めさせ

ていただきます。 

 昨日も質問がありました鹿西高校について

で、一部重なる部分もあるかと思いますが、

御了承願います。 

 先般、鹿西高校から、本校の現状について

のお話がありました。それは近年、入学者が

減少していること。そして中能登中学校は僅

か十数名というお話で、何とかできないもの

かということでした。 

 少子化が進む中、生徒数が減少している現

状を踏まえ、致し方ないかもしれませんが、

人口減少という大きな課題の中で、地域に根

差した高校の存続は、教育方針の枠を超え

て、まちづくり全体に関わる重要なテーマで

あると思います。 

 学校の魅力を高め、その成果を広く発信

し、生徒の募集につなげていく専門委員がい

てくれればよいのですが、そうもいかないと

いうことで、では、どうしたらよいのでしょ

うか。 

 ある冊子でしたか、コーディネーターの必

要性について43県が必要だと回答しており、

ほとんどの都道府県で、高校と地域社会をつ

なぐコーディネーターの配置の必要性を認識

しているそうです。 

 今後求められる行政の役割として、大きな

課題の一つになることでしょうが、今、現

実、高校の進路決定は、生徒本人と保護者

が、本人の能力や適性などが判断材料となる

ものですが、では、生徒自身が行きたくな

る、行きたい学校とはどのような学校なの

か。 

 やはり自分の背丈に合った、あるいは自分

がなりたいという夢を持っている生徒もいる

でしょう。生徒たちはそれぞれの自分の能力

に合わせていくと思うのですが、その一つに

進学対策もあると思うのです。 

 国立を含めた大学に何人合格したのか、そ

こには受験をどのようにサポートしているの

か。また、資格を得るのにあれこれ相談と

か、就職にしても幅広く対応していると思う

のですが、そこは子供を尊重しているはずな

のに、親として悩むところであります。 

 来る３月、中能登中学校から146名の生徒

が卒業していきます。半分とはいいません

が、せめて４分の１くらいは中能登にある鹿

西高校に行ってほしいと思うのですが、これ

ばかりは訳にいきません。 
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 学校説明会のとき、鹿西高校の魅力につい

て積極的に発信しているということですが、

それになびいてくれればよいのですが、昨年

でしたか、澤議員が、駅に近い、こんな高校

はそうないんですよと言っておいでました。

確かにそこなんですよ。先生もおっしゃって

おいでました。 

 昨日の答弁の中にも、能登部駅にもクリー

ンアップガールを配置したとか。これは余談

ですが、あれは平成４年に二宮駅が新しく生

まれ変わると同時に、利用者に美化意識を高

めてもらおうという狙いで生まれたクリーン

アップガールでした。そこで、能登部駅にも

新たにつくったということで、うれしい限り

です。 

 話を戻しますが、鹿西高校魅力向上支援事

業の取組と実績についてお話しされたとき

に、町長は、鹿西高校と連携しながら、町で

唯一無二である高校を支援していきたいと考

えていることを話されておいでました。 

 その高校も50年を迎え、新たに船出する気

持ちでおいでると思うのですが、人口流出も

避けられないとなると、せめて新入生に何か

しらの補助、あるいは支援など考えられない

ものでしょうか。 

 町長はどんな支援を考えておいでるのか分

かりませんが、支援をしていきたいとはっき

りおっしゃっておいでました。確かに鹿西高

校教育振興費という名目で上がっております

が、それはどのような使い道なのかよく分か

りませんが、例えば生徒たちに通学費援助、

あるいは制服援助、全額とはいいませんが、

せめて一部でも援助があるとありがたいと思

うのですが、いかがなものでしょうか。 

 また、高校を卒業して地元に残って就職し

ようとする生徒に、支度金といいましょう

か、支援金といいましょうか、そうしてあげ

ることで、地元に残る思いも一層強くなるの

ではないでしょうか。ましてや、人口が減り

つつある今だからこそ、考える必要があるの

ではないでしょうか。 

 そこに援助があるということであれば、別

にお金でつるわけではないのですが、昨今、

何でも物価高でどうしようもない御時世で

す。もしかなうなら、喜びもひとしおだと思

っているわけです。少しでも何かしらの援助

を考えたいというお気持ちがあるとうれしい

のですが、町長の思いをお聞かせ願います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 鹿西高校の生徒確保につい

て、入学者数が令和６年度より定員数に比べ

大幅に減少している。さらに中能登中学校出

身者も以前と比べると減少していることに対

し、町として支援策及び補助制度は考えられ

ないかの御質問にお答えします。 

 昨日の合田議員の御質問にも答弁いたしま

したが、近年、鹿西高校では入学者が減少

し、定員割れになることが多く、中能登町か

らの入学者数も少なくなっていることは承知

しております。 

 町の支援策としましては、まずは高校が主

体となって、生徒が行きたいと思える魅力的

な取組を実施することが重要であり、その取

組に対し支援をしていきたいと思います。 

 さらには卒業生や地域など、高校との結び

つきを大切にする鹿西高校応援団のような、

鹿西高校を応援する組織の存在も必要だと感

じております。 

 町といたしましては、引き続き高校と連携

を密にしながら、角議員の御提案も含め、鹿

西高校の魅力向上に向け、町でできることを

支援してまいりたいと考えておりますので、

御理解と御協力のほど、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（南 昭榮議員） 角議員 

○４番（角 久子議員） 昨日の合田議員の

お話で十分に分かっているんですけれども、

私がこういうのを出したのは、それは通告で

出したのでもう仕方ないことなんですけれど
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も、なかなか思うようにいかないものです

が、少しでも、受験生を持つ親としては、多

少なりとも何かの気持ちがあるとうれしいと

思いますので、今後ともお取り計らいをお願

いいたします。 

 では次に、上水道の耐久性低下により破損

する箇所はないのかということですが、水道

は私たちの生活に不可欠なインフラであり、

供給を支える水道管の健全性は、公衆衛生や

日常生活に直接関わる重要な問題です。 

 しかし、全国各地で老朽化した水道管の事

故が後を絶たない。京都の漏水事故は、設置

から60年以上経過した鋳鉄管の損傷が要因と

いう。そうした老朽化した水道管の事故が、

次々と至るところで発生しているようです。 

 2022年度の全国水道管の破損や漏水はこれ

までに２万件に上るという、これまた新聞で

大きく取り沙汰されておりました。道路の下

の部分なので見えない、これはもう何年もた

っているものなのか全く分からない。 

 整備が進んだ1960年から1970年代の水道管

が、法定耐用年数の40年を過ぎ更新時期を迎

えているが、多くの自治体は、財政的な理由

などから整備が進んでいないということです

が、国土交通省が老朽化で耐久性が低下し、

破損のリスクが大きい鋳鉄製の上水道の旧式

管を全て撤去する方針を決めたと言っており

ますが、なかなか思うようにいかないのが現

状ではないでしょうか。 

 道路の下はのぞき見ることもできない、ま

してや、見たところで何にも分からない。た

だ心配するばかりです。水道の耐久性などに

より破損する箇所はないのか。地方の多く

は、老朽水道管の更新が大幅に遅れ、事業の

足かせになっていると聞きます。 

 また、能登半島地震を受け、国が上下水道

の急所施設について実施した緊急点検で、石

川・富山両県は、取水施設・導水管・送水

管・配水池、いずれも耐震化の割合が全国平

均より低い水準ということを言っております

が、そこのところはどうなんでしょうか。 

 また、以前、水道管耐震適合率の話をした

ときに、順次耐震化を進めているというお話

を聞いているので、少しは安心しているので

すが、我が町ではまだ鋳鉄管を使用している

のか、いないのか教えてください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 水道管の耐久性低下によ

る、破損するおそれの御質問にお答えしま

す。 

 まず、町内に1960年頃までに設置した鋳鉄

管が存在するかどうかですが、令和７年４月

30日に京都市で発生した漏水事故では、布設

工事から６年以上が経過した鋳鉄管が使用さ

れておりました。しかし、町では鋳鉄管の使

用及び、６年以上経過した水道管の使用はあ

りません。 

 また、水道管路施設の耐震化についてです

が、令和４年度末の全国平均は42.3％、富山

県は43.5％、石川県は37.9％と、石川県の水

道管路施設の耐震化は、全国平均より低いも

のとなっております。 

 また、町の水道施設につきましても、浄水

所や配水池といった施設については耐震工事

を終えておりますが、町基幹道路の水道管の

耐震化率については、およそ33％となってお

ります。 

 今後、基幹道路の耐震化工事を計画的に行

い、町民の皆様に安心して水道を利用してい

ただくことができるよう水道事業を進めてま

いりますので、御理解と御協力をよろしくお

願いをいたします。 

 すみません。ちょっと訂正します。さっき

布設工事が60年以上が経過したところを６年

と言いましたので、布設工事が60年以上経過

した鋳鉄管が使用されていましたということ

です。 

○議長（南 昭榮議員） 角議員 

○４番（角 久子議員） 60年経過した鋳鉄

管が入っていないというお話でしたので、少
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しは安心しましたが、引き続き、できる範囲

で新たな機材を使い、おいしい水の供給に努

めていただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問なんですが、地震で

一瞬動けなかったあの正月から、もう１年９

か月が過ぎようとしています。地震の後の道

路はどこもかしこも波打つ、そんな状況か

ら、徐々にではありますが、元に戻そうと懸

命にしてくださった、いえ、してくださって

いる方々に頭が下がる思いです。 

 まだまだ道半ばで恐縮ですが、その後の上

下水道の復旧工事はどこまで進んでいるので

しょうか。よく聞かれるのですが、正直よく

分かっていない。中能登町は狭いようで広

い。果たしてどこまで進んでいるのか。 

 職員も思いがけない仕事も増え、業者共々

大変でしょうが、上水道はもう完全なのか、

いまだ不完全なのか。 

 昨日の新聞に、またまた下水道管297キロ

陥没リスクと書いてありました。速やかな対

策が必要と言われたのが金沢、小松というこ

とで、当町はなかったので少しばかり安心し

たのですが、その下水道の進捗状況はどうな

のか教えていただきたいと思いますので、よ

ろしくです。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 上下水道復旧工事の進捗状

況についての御質問にお答えします。 

 まず、水道管復旧工事の進捗状況について

ですが、国からの補助を得るために、国の災

害ｻｾｲで採択された被災箇所は88か所となっ

ており、このうち62か所が復旧済みとなり、

残りの26か所について協議発注済みで、年度

内完了を目指しております。 

 また、緊急工事、応急復旧工事は完了して

いるものの、現在も１日当たりおよそ110立

方メートルの漏水が発生していると見られる

ため、継続的な調査と修繕を行っていきたい

と考えております。 

 次に、下水道管復旧工事の進捗状況につい

てですが、当町における下水道管路の全延長

258.7キロメートルのうち、被災延長は15.5

キロメートルとなり、復旧費には工事費・設

計費・水道管移設補償費などを含めて、総額

およそ45億円となる見込みとなっておりま

す。 

 これまでに、下水が流れにくくなった箇所

の仮設ポンプの設置やマンホールの切下げな

ど、応急工事は完了しております。現在は下

水道管路の復旧工事2.6キロメートル及び下

水道管路布設時に支障となる水道管移設補償

工事を発注し、工事に着手しているところで

あり、令和７年度中の完成を目指しておりま

す。 

 このほか、今年度は詳細設計が完了した延

長3.8キロメートルの工事を発注する予定と

しており、令和８年度以降も、残りのおよそ

８キロメートルを順次発注してまいります。 

 町民の皆様には、工事における通行止めや

断水作業などで御不便をおかけしております

が、一日も早い復旧災害を目指して取り組ん

でまいりたいと思いますので、御理解と御協

力をよろしくお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 角議員 

○４番（角 久子議員） 総額45億って、す

ごく気の遠くなるような金額でございますけ

れども、７年度を見込んでいるという話でし

たので、なかなか思うようにいかないところ

が歯がゆいんですけれども、そこのところは

よろしくお願いいたします。 

 これはちょっと関係ないのですが、言わせ

てください。９月10日は下水道の日でした。

下水道は、私たちが日常生活で使って汚れた

水をきれいな水にし、川や海などに戻す役割

を果たしているのですが、下水道を利用する

ことで、町は清潔で住みよい環境となり、海

や川などの自然を守ることにつながるという

ことで、皆さん御存じでしょうが、いまだ下

水道がつながっていない家庭もあるようなの

で、よろしくということで、余計なことを言
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いましたが、これで私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、２番 三

浦克欣議員 

  〔２番（三浦克欣議員）登壇〕 

○２番（三浦克欣議員） それでは、通告に

従って質問させていただきます。 

 令和６年能登半島地震から１年と８か月と

少し、現在は復旧・復興プランによる応急復

旧期から、復旧・復興再生期にシフトしてい

く段階かと思います。プランが粛々と進んで

いるかと思いますが、今一番、町でお話を聞

くのは、やはり家のことです。 

 私、昨年12月の質問で、復旧・復興プラン

案の段階で、住居の再建策が一番必要だと主

張しました。まず、あの日から突然我が家を

失った方々の今の状況、どんなことに困って

いるのか。今回は、それに対して町として具

体的にどんな支援が行われたのか、そしてど

のような支援を今後行っていくのかについて

お聞きしたいと思います。 

 まず、現在も町内の仮設住宅にお住まいの

方が話を聞いてほしいということだったの

で、伺ってまいりました。 

 80歳前後の男性の方で、年金生活。奥様は

高齢者施設に入所ということでした。まず、

暑いと。エアコンが１台ありましたが、電気

代が高なってどんならんもんで、あまりつけ

られんと。冬は石油ストーブが使えんから寒

い。米も食べ物も高いし、ガソリンも高て、

解体した家の畑にも行けん。さらにここ、仮

設住宅ですね、ずっとおられんし、災害公営

住宅の抽せんも分からんし、家賃高いとこ行

けんし、みたいなことを考えとったら夜も寝

られんし、死にたあなるわいねというもので

した。 

 その話をお聞きし、１年８か月たっても全

然前に向けていない。時間とともに状況は変

わっていますが、心持ちはあの日のままとい

う印象でした。 

 そしてもう一点、準半壊以下の被災の家の

方々への支援についてでありますが、半壊以

上の方には今回の補正予算でも支援策があり

ますが、準半壊の方には何もない。ここに、

私は一番の問題が存在すると考えておりま

す。 

 半壊と準半壊、七尾と中能登、いわゆる、

再三指摘しておりますボーダーラインの問題

です。国・県はどこかで線を引かなければな

りませんが、この境界線を末端の市町でカバ

ーしていかなければいけないというふうに考

えます。 

 一部損壊の家は何とかそのまま住んでいけ

る。次の耐震の補助金の課題も含めて、耐震

の補助金と準半壊以下の家の修復等を併せ

て、町独自の支援ができないかという提案で

す。 

 お隣の志賀町では、今回の半壊以上の住ま

い再建支援金に併せて、準半壊・一部損壊世

帯にも支援金が支給されると聞いておりま

す。他の自治体でも独自の支援策が講じられ

ております。 

 地震に対し命を守るという観点では、中能

登地域はまず、津波の心配はほぼゼロと想定

できます。あとは、昨日も話があったよう

に、家具の固定、家の耐震さえすれば、命を

失うということはありません。 

 耐震にも補助金がありますが、専門家の話

では、比較的小規模の家の耐震化は可能だ

が、現在の補助金基準では、能登地域に多い

大きな家は、とてもじゃないけど耐震改修は

無理だということでした。 

 そこで、まず１番。仮設住宅にお住まいの

方々の生活支援策を問う。 

 ２番、準半壊以下の住宅の方々の支援策に

ついて。 

 ３番、耐震への補助金の強化策について質

問いたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 住まいの再建は進んでいる
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のかについて、御質問にお答えします。 

 まず１点目の、仮設住宅にお住まいの方々

の生活支援策についてですが、現在、仮設住

宅に入居されている世帯に対し、今後の住ま

いについて、訪問や電話による聞き取り調査

を行い、住宅の自己再建が難しい方について

は、現在整備を進めている復興公営住宅への

入居を勧めております。 

 また、自己再建の意欲がある世帯について

は、応急修理制度や被災者生活再建支援金、

県や町の義援金を活用した住宅再建について

支援を行っております。 

 入居者の方々の中には、高齢を理由に今後

の住まいについて不安を話される方々もいら

っしゃいますが、そういった方々には、社会

福祉協議会による被災者見守り相談支援事業

において、訪問や電話により、お悩みに対す

る複数の解決策を提示するなどの対応も行っ

ております。 

 住まいの確保にめどが立つことで、今後の

生活再建が進むものと考えておりますので、

これまでどおり、被災者に寄り添った支援を

引き続き行ってまいりたいと思います。 

 次に、２点目の、準半壊以下の住宅の方々

の支援についてお答えします。 

 罹災証明において準半壊の判定区分とされ

た住宅につきましては、住宅の応急修理制度

による、水回りなどの生活に必要な箇所の修

理制度を支援しております。 

 また、一部損壊の判定区分とされる住宅に

つきましては、応急修理制度の対象ではあり

ませんが、さきにも述べたとおり、被災者生

活再建支援金や、県や町の義援金を活用した

住宅の修理を支援しております。 

 このほか、準半壊以下の住宅への新たな支

援につきましては考えておりませんので、御

理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

 次に、３点目の、耐震への補助金の強化支

援策についてお答えいたします。 

 ７月の総務建設常任委員会において、住宅

耐震改修支援事業の拡充を御説明いたしまし

た。昭和56年５月31日以前に建てられた木造

既存建築物耐震改修工事等の補助金につきま

しては、従来の200万円から210万円へ増額

し、令和６年度能登半島地震で被災した住宅

の耐震化事業補助金については、200万円か

ら310万円へ増額しております。 

 当町の耐震化支援制度は県内トップクラス

であり、住宅耐震改修工事をお考えの町民の

皆様におかれましては、この耐震補助金を活

用していただき、安全な住まいを確保してい

ただきたく考えております。 

 また、準半壊や一部損壊の判定区分となっ

た住宅の方々におかれましても、耐震化診断

事業の対象となりますので、支援金などと併

せて住宅の耐震化工事と修繕を行っていただ

きたく考えておりますので、御理解のほど、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦議員 

○２番（三浦克欣議員） その今の仮設の方

は、災害公営住宅に優先して入居できるとい

う理解でよろしいでしょうかね。 

 ８月の終わりに県から第５次の義援金の配

分が発表され、10月の終わりぐらいに町民の

皆さんの手元に届くということで、少し安心

しております。少しでも気持ちが前向きにな

れたらよいと考えます。 

 前を向くことができたら、発する言葉がネ

ガティブからポジティブに変わっていくと思

いますので、ぜひ、また応援というか伴走支

援というか、寄り添っていただきたいという

ふうに思います。 

 ここから再質問になるんですけれども、準

半壊以下の家の修復と耐震に対してですが、

先ほど耐震の補助金のお話もされましたけれ

ども、それが難しい方々に対して、既存の家

に地震から身を守るための頑丈な部屋を設置

するシェルター工事の補助金を、町独自で支

援できないかと考えます。 

 もろもろの課題があると聞いております
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が、落ちない、倒れない、安心して暮らせる

家づくり、つまり、まちづくりのため、独自

の支援はいかがでしょうか。お聞きいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 シェルター工事の補助金を

町独自で支援できないかの再質問にお答えし

ます。 

 住宅全体ではなく住宅内の部屋を対象とし

た小規模な耐震工事を行い、命を守るための

耐震シェルター工事については、私も以前よ

り考えていたところであります。 

 被災した住宅の耐震化のため、耐震化シェ

ルター工事の町独自の補助制度の策定を指示

しているところですが、現在、耐震シェルタ

ー工事の耐震基準値の設定に時間を要してお

ります。 

 なるべく早い時期に、この耐震化シェルタ

ー工事の補助制度を策定したいと考えており

ますので、御理解のほど、よろしくお願いを

いたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦議員 

○２番（三浦克欣議員） そのシェルター工

事の補助金も何か基準があって、石川県にま

たその基準がないというふうに聞いていて、

そこをまずクリアするというか、どっちが先

かという話で、町でやっとったら基準が設定

しやすくなるというのか、そのあたり、ま

た、ぜひ町独自で進めていただきたいという

ふうに思います。 

 先ほど、まだまだ前に向けていない方がお

いでると話しましたが、私、発災当時、壊れ

た家財の片づけのボランティアに参加したと

きに、原則、地震で壊れたもの以外は受け取

らないでということでしたが、これ要らんの

やけど持っていってくれんけと言われて、地

震と関係ないし難しいと言うんですけど、駄

目ねんけど持ってくわいね、しやよとか言っ

て、持ってきたことがあるんですが、田中参

事、すみません。 

 でも、そう言うと、それまで本当に暗くて

困り果てとった顔が急にぱっと明るくなっ

て、笑顔に変わったんです。あら、うれしい

と言ってくださって、あのとき、この顔を見

ることが本当に今大事なんやな、大事な支援

なんやなというふうに確信いたしました。 

 ぜひ、もろもろに問題とか課題があると思

いますが、何とかクリアして、安心できる言

葉を皆さんに声をかけて、前を向けるような

施策を、またお願いしたいというふうに思い

ます。ということで、１番目の質問は終わり

たいと思います。 

 続いて２番目ですが、防災訓練と避難所の

運営についてお尋ねいたします。 

 まず、今年の町としての防災訓練の時期と

概要について教えてください。 

 もう一つ、地区ごとで防災訓練が行われる

と思いますが、我が能登部下地区でも、どん

な形でするか、今検討中です。今のところ、

子供たちも参加できる楽しいイベント的な訓

練を行いたいと提案中ですが、よく言われる

検討課題としてという、今、段階で、また頑

張ろうと思っています。 

 避難所の運営について十分に機能しなかっ

た経験から、それぞれの地区の自主避難所運

営及び自主防災組織の組織化を促す強力な手

だてが必要だと考えます。 

 復旧・復興プランには、道の駅周辺の防災

拠点と、鳥屋地区と鹿西地区の二つの防災支

援拠点の、三つのゾーンが示されておりま

す。 

 広域の支援拠点としての道の駅周辺、あと

二つの支援拠点、２次避難所としての指定避

難所を、私は鳥屋地区の社協周辺を福祉的避

難ゾーンとして、そしてカルチャーセンター

周辺を一般住民の方の避難所の運営の拠点と

して整備していってはどうかと考えていま

す。 

 リーディングプロジェクトでも、集落避難

所の整備、防災支援拠点の整備とあります。
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この指定避難所の運営も、経験上、町の職員

中心では100％無理であると考えます。地震

大国である我が国では、どこの自治体でも抱

えている大きな課題だと思います。 

 その課題解決に着目した民間企業も参入の

動きがあるようで、我が町も官民連携で避難

所運営の新しい形を模索してはどうかという

ふうに考えております。 

 そこで、①番、今年度の防災訓練の計画を

問う。 

 ②避難所の運営整備を民間と協力して進め

てはどうかについてお伺いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 令和７年度防災訓練につい

ての御質問にお答えします。 

 まず１点目の、今年度の町の防災訓練の計

画についてでありますが、開催日は11月24日

祝日の月曜日に開催し、町災害対策本部組織

並びに地区自主防災組織による訓練を実施し

ます。 

 訓練の概要でございますが、今回は大きな

目的が二つございます。 

 一つ目は、令和６年度能登半島地震を教訓

とし、町職員の行動訓練であります。御承知

のとおり、令和６年度能登半島地震では、発

生日が元旦にあったこと、夕方であったこ

と、帰省時期であったこと、経験のない大災

害であったことなど、様々な条件が同時に発

生した中での対応であったことから、職員の

行動においても混乱を生じていたところであ

ります。 

 今回はそれらを教訓にすべく、対応の検証

と対策の強化のため、タイムライン、防災行

動計画を活用した職員行動訓練を実施したい

と考えております。 

 議員も御承知かと思いますが、タイムライ

ン防災行動計画とは、災害の発生を前提に、

防災関係機関が連携して、災害時に発生する

状況をあらかじめ想定して共有した上で、い

つ誰が何をするかに着目して、事前防災行動

を時系列で整理した計画であります。 

 このタイムラインについては、行政並びに

地区においても作成する予定で進めており、

災害に強いまちづくりを目指し、より強固な

連携体制の構築を図りたいと考えておりま

す。 

 次に、目的の二つ目でありますが、自主防

災組織の強化を図るもので、地区における避

難所開設運営訓練や、避難行動の確認と防災

資機材の点検を実施していただき、さらに火

災防御訓練や炊き出し訓練を行っていただく

ように依頼しているところであります。な

お、現時点では29地区が訓練に参加すると聞

いております。 

 また、今回はラピア鹿島を会場に町民が参

加し、自らが避難所開設に関わるダンボール

ベッドやパーティションの組立て、土のう積

み訓練や倒壊家屋救出訓練など、実戦形式で

習得をしていただける訓練とする予定であり

ます。 

 その他にも、災害時協定団体などによる展

示や体験ブースも計画をしていきたいと考え

ております。 

 次に、２点目の、避難所の運営設備を民間

と協力して進めるのはどうかについてお答え

します。 

 令和６年度能登半島地震では、避難所の運

営に当たり、大変苦慮した経験があります。

中長期となった初めての避難所運営であった

ことから、行政職員のみで行ったことによ

り、絶対的な人員不足と指揮命令系統、避難

所内のルールの明確化、本部との連携など、

様々な課題が生じました。 

 町といたしましては、このことを抜本的に

解消する施策として、今議会定例会議の補正

予算で計上いたしました防災拠点・防災支援

拠点整備方針策定業務で避難所の在り方を見

直し、また、タイムラインの整備において、

災害時の行動を明確にするための整理と役割

の明確化を図ることにより、迅速で的確な災



－91－ 

害対応を構築していきます。 

 また、今回の能登半島地震では、避難所運

営に関わっていただいた岐阜県からの対口支

援や応援自治体による支援、ボランティア団

体による運営支援をいただいたところであ

り、受援による応援体制が大切であることを

認識をしたところであります。 

 そのほか、救援物資の受入れ業務につきま

しても、災害時の包括連携協定を締結してい

た関係により、民間事業者による運営支援を

いただいたところであります。 

 このようなたくさんの方々に助けられなが

ら災害対応を乗り越えてきましたが、現在こ

うした復旧・復興に向けて進んでこられたこ

とに対しまして、関係各位に感謝を申し上げ

たいと思います。 

 今後はこの実績を基に様々な検証を行いな

がら、民間協力の有効性について検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解をお

願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦議員 

○２番（三浦克欣議員） 今、最初にタイム

ラインということで職員の行動訓練というの

があったんですが、やはり職員がいきなり防

災に関わるというのは、その本人の皆さんも

被災者になるわけで、難しいというふうにお

話しさせていただいたんですけれども、そこ

で、ＴＫＢ48という言葉を御存じでしょう

か。 

 Ｔはトイレ、Ｋはキッチン、Ｂはベッド。

ＴＫＢ48イコール、イタリア式避難所。つま

り、被災地以外の自治体から被災地に、ユニ

ット化され一式になった資機材と、専門人

材、ここ大事ですね、専門人材をセットで送

り込み、48時間以内に清潔なトイレ、温かい

食事、安心できるベッド、ＴＫＢを整備する

という仕組みです。 

 その仕組みを、現在、日本各地で実証訓練

を展開するシェルターワンというベンチャー

企業があって、新聞やニュース等で知り、大

変興味を持ちました。 

 現在、実際どういう動きがあるのかと私な

りに情報収集中で、全国各地で実働訓練が行

われており、12月に松本市で開催するという

ことなので、ボランティアとして応募し、

二、三日勉強してこようかというふうに思っ

ております。 

 今のところの情報では、官民連携を意識し

た形で行って、その実働訓練自体には自治体

職員はほぼ関わらないということで、また、

実働訓練に要する自治体の予算もかかるわけ

なんですけれども、訓練規模その他の条件で

大きく変わるけど、長野市なんかはほとんど

資機材をレンタルで用意したので700万円、

神奈川の葉山町では予算に合わせて300万円

程度で抑えたとのことでした。 

 私の想定では、まず来年度、実働訓練を誘

致し、見通しが持てればシェルターワンさん

のような民間企業と連携し、平時は防災訓練

等の企画運営の活動を展開しつつ、特に、い

わゆる防災に特化した人材育成、ここ大事だ

と思うんですが、が期待できます。 

 また、有事、地震が起こった、災害が起き

たときに、ＴＫＢ48の避難所を設営していた

だくという形が想定できて、それがベストで

はないかというふうに考えております。 

 イメージ的には車の損害保険的なもので、

何か有事のときに助けてくれる、その他の担

保ということです。近隣、他の市町にはない

避難所が実現できるのではないかというふう

に思い、わくわくいたします。 

 町職員も一ボランティアとして無理のない

ように参加する、町民参加型の業務委託とい

う形かというふうに思います。ぜひ、来年度

の予算に計上し、冒頭述べたカルチャーセン

ター周辺で展開し、その周辺を防災公園等で

活用していくという夢を描いておりますが、

少し御答弁いただきたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 清酒危機管理課長 

  〔清酒秀樹危機管理課長登壇〕 
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○清酒秀樹危機管理課長 それでは、三浦議

員の再質問にお答えいたします。 

 防災ベンチャー企業であります、株式会社

シェルターワンが提供されています避難所運

営の支援についてでありますが、新聞紙面で

紹介されていましたが、自然災害が多いヨー

ロッパのほうでは既に運用を開始しておりま

して、効率的な運営方法であると聞いており

ます。 

 当町の避難所運営につきましては公設公営

で行っており、これは町避難所運営マニュア

ルに基づくもので、発災から３日間について

は町職員が対応、その後は避難生活をされる

方々により運営を行うことになっておりま

す。 

 今回のように長期化となった避難所におい

ては、避難者による自主的な運営に切り替え

る必要があったことも課題として残っており

ます。 

 三浦議員の提案された民間企業による避難

所運営については、自治体職員の負担軽減や

避難生活の環境充実、そして災害関連死を減

らすことができるといったメリットがありま

すが、シェルターを屋外に設置し運営する、

民設民営の方法であると聞いております。 

 これが実際に中能登町でも有効に活用でき

るのか、また設置場所や費用面、支援者の協

力体制が整うかなど、まだまだ情報収集と研

究が必要であると感じております。 

 また、全国の各地で実証実験も行われてい

るとのことですので、これらの検証結果にも

注視していきたいと思っております。 

 そしてカルチャーセンター飛翔周辺での活

用案についてですが、これから計画策定する

防災拠点・防災支援拠点の整備方針の中で、

まず一次避難場所となる防災公園の整備も考

えていきますが、実はこの地域は洪水ハザー

ドマップの浸水想定区域でもあることから、

地震と水害による複合災害となった場合を想

定すると、屋外の避難所設営の設置場所とし

てはふさわしくない場所であり、慎重に考え

る必要があると思います。 

 一方で国の動きもありまして、内閣府で

は、避難所開設用の資機材を集中管理するシ

ステムの開発に乗り出しており、物資などを

72時間以内に送るプッシュ型支援を強化し、

来年３月までに全国展開する計画を公表して

おります。 

 まずは町の防災拠点、防災支援拠点の全体

計画でしっかりと検討を重ねながら、国・

県、民間団体などの情報もマーケティングし

つつ、有効な施策につながるよう研究課題と

させていただきますので、御理解をお願いい

たします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦議員 

○２番（三浦克欣議員） 予算の要る話なの

で、ぜひ、いろいろまた検証していただい

て、実働訓練、ぜひ来年度、予算化して行っ

ていただきたいと思います。 

 ここで、いわゆる、実際に感じているんで

すけど、大なたを振るわないと、何も大きな

変化はないのではないかというふうに危惧を

感じております。時間とともに、あのとき感

じた危機意識がだんだん薄れていくのを感じ

ており、今がその分岐点ではないかというふ

うに感じております。ぜひ、町長の大なたで

すね、英断を期待いたします。ということ

で、２番目の質問は終わりたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） ここで、11時５分

まで休憩をいたします。 

           午前10時54分 休憩 

 

           午前11時05分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ２番 三浦議員の質問の続きから始めま

す。 

 残り時間は29分です。よろしくお願いしま

す。 

 三浦議員 
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○２番（三浦克欣議員） それでは、３番目

の質問に移ります。 

 復旧・復興プランのリーディングプロジェ

クトの六つの柱の一つに、歴史的町並みの保

全と活用とあり、歴史的様式家屋や町並みの

景観を守り、支援制度創設とあります。この

取組は復興期に位置づけられておりますが、

例えば能登部下地区の古民家が、次々と公費

解体されています。 

 実際、私も少し関わらせていただいたんで

すけれども、通り沿いの空き家で歴史的価値

の高い古民家が半壊の判定を受け、他地域に

住む持ち主が、気になっとってんけどやっと

処分できると公費解体を進め、町並みを守り

たい、我々も何とか保存できないかと打診し

ましたが、残念ながら、もう解体の順番を待

っている状態でした。なくなってしまったら

そこで試合終了ということです。 

 私も当事者であったら、残したい気持ちも

あるが、この際すっきりしたいと思うかもし

れません。この町並みを残す価値をどれだけ

理解するか、どれだけ知るかということにプ

ラスして、何か明確なメリットがないと守る

ことができないと感じました。 

 今しかないというふうに考えて、もうリー

ディングプロジェクトの六つの中に入ってい

るので、町として強い意志と本気度がないと

プランがプランだけになってしまいますの

で、町の本気度をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 ということで、歴史的町並みの保全と活用

について、具体的なビジョンを問う。 

 ２番目、歴史的価値がある家が公費解体さ

れていく現状をどう捉えるか。 

 ３番、どのように保存し活用していくか、

具体案はあるかについてお尋ねいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 歴史的建造物ゾーンをどう

活用していくかの御質問にお答えします。 

 まず１点目の、歴史的建造物ゾーンの具体

的なビジョンについてですが、今年の３月に

策定した復旧・復興プランには、復興に向け

た取組を先導し、他の取組への波及効果が期

待できる施策として、リーディングプロジェ

クトの一つとして、歴史的町並み保全と活用

を示しております。 

 令和６年度12月定例会議の三浦議員の一般

質問でも答弁しましたが、現状としまして

は、町内全域の個別の民家を対象とした国登

録有形文化財の登録を目指す方法で登録に関

わる支援を検討し、その後、地域で歴史的町

並みについての機運が高まるようであれば、

広大な面として保護措置ができる重要伝統的

構造物群保存地区制度の取組を推し進めたい

と考えております。 

 次に２点目の、歴史的価値のある家が公費

解体されていく現状をどう捉えるかについて

でありますが、今年の８月31日現在で、公費

解体の申請は、住家については224棟、空き

家や蔵を含めた非住家については1,089棟と

なっております。 

 このうち、歴史的価値のある家がどれだけ

公費解体されたか。今後されるのは把握でき

ておりませんが、令和元年12月までに、あず

まだち及び町屋づくりの家屋を調査した能登

部地区44棟においては、現在把握していると

ころ、公費解体された、あるいは今後解体さ

れる予定は６棟となっております。 

 能登部地区の歴史的な町並みを形成してき

た家屋が失われていくことは誠に忍びないこ

とでありますが、解体することは所有者の

方々の御意向でもありますので、致し方ない

ことであります。 

 解体する御自身の家が古い歴史的な様式で

築年数が50年以上ある方は、国登録有形文化

財という歴史的価値のある家屋と認められて

いる場合もありますので、いま一度お考えい

ただければと思います。 

 次に、３点目の、歴史的価値のある家屋の

保存と活用に関する具体的な案についてです
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が、国登録有形文化財の登録へ向けた支援に

加え、その家屋を残す価値を御理解いただけ

るように、取組を検討していきたいと考えて

おります。 

 現在町内には、中能登古民家・町並み保存

の会の皆さんが、町内の古民家や町並み保存

に向けて、古民家を利用したコンサートや町

並み見学ツアーなど、活発な活動を展開して

おりますので、会の活動の周知など、町でも

できる範囲で協力していきたいと考えており

ます。 

 また、歴史的価値を有する家屋には空き家

が多くありますが、これらは観光や地域活性

などの資源の一つとして、多様な活用方法が

考えられます。 

 まずは、その価値観や取組を御説明するこ

とで、御理解いただける所有者の把握から始

めていきたいと考えておりますので、御理解

のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦議員 

○２番（三浦克欣議員） 結論的には、壊れ

ていくものは仕方がないということですが、

残るものに関してはどうにか残していきたい

というふうに思います。 

 再質問はいたしませんけれども、まずは国

登録有形文化財の登録を目指し、この延長線

として、つまり面、重伝建地区の認定を視野

に、町有志の団体、中能登古民家・町並み保

存の会と連携協力して進めていくという答弁

をいただき、安心いたしました。 

 町と民間団体が連携して進めていくという

のはとても大事だなというふうに思っていま

して、こないだもちょっと長野の辰野町とい

うところですね。トビチ商店街というユニー

クな取組をしているところの、赤羽さんとい

う方に会ってきました。 

 アポを取ったら議員さんですかと言われ

て、時間を搾取されるだけなのでと断られた

んですけど、ちょっと何とかお会いしてきま

した。 

 10年前に、生まれ育った辰野を元気にした

いということで地元に戻り、活動を開始した

ということでした。 

 赤羽氏によると、やっぱり行政だけでは駄

目で、民間だけでも駄目。両者が両輪となっ

て進めていく。彼のニュアンスからいくと、

やっぱり民間主導のほうが柔軟に対応できる

というふうに話されておりました。 

 お話の中で印象に残ったのは、ゼロを１に

するよりも１を２にするエネルギーを費やす

ほうがよいというふうに言われて、例えば、

あんた好きなこと何かあるって言われて、走

ることって答えたら、それやめなさいって言

われたらやめますかと。隠れてでも絶対やる

でしょうと。それと同じで、本気でやりたい

人を呼んでくればいいんだというふうにおっ

しゃっておりました。 

 移住してドーナツ屋さんをしている若い人

にもお話を聞いたんですけど、何で辰野町な

んと聞いたら、赤羽さんという存在も大きい

のか、何か楽しそうだったからというふうに

答えていただきました。 

 重伝建に関しては、何のためにそれを取り

組むのかというのを、しっかり議論が必要だ

ということを言っておられました。町と民

間、この両輪で少しずつ前に進めていけたら

いいなというふうに思います。ということ

で、この質問は終わりたいと思います。 

 最後に四つ目。昨日もお話がありました

が、今年の夏もまた大変な夏でしたという

か、まだ過去形にはなっていないですが、特

に梅雨が明け、７月の初めから８月にかけて

の約１か月間、高温で、しかもほとんど雨が

降らず、稲作農家さんも大変苦労されたと聞

いています。 

 ある農家さんから、あと１週間早く雨が降

れば何とかなったが、稲枯れが発生し、恐ら

く収量に影響が出るだろうとのことでした。 

 他の町では、そうなる前に給水車を使って

水を確保したとかの対策が取られたというこ
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とでしたが、我が町は何らかの対応が取られ

たのか。また、収量が少なかった場合の救済

策を準備しているのか。 

 この夏の高温少雨は、もうほぼ自然災害と

言える段階ではないかというふうに思いま

す。具体的な策を想定しておられるのかお聞

きしたいと思います。 

 ということで、７月のひでりによる稲作の

被害状況を把握しているか。 

 １番、具体的な策を取ったか。 

 ２番、収穫が少なかった場合の補償は考え

ているかについてお答えください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ７月のひでりによる稲作の

被害状況について、御質問にお答えします。 

 全国的に渇水が続いたこの夏、当町におい

ても７月の総雨量が９ミリ程度と、例年に比

べ極端に少ない状況でありました。このよう

な中、町として石川県や農協などと連携を取

りながら、区長や生産組合長、農業者からの

情報収集に当たり、稲作への被害の把握に努

めてまいりました。 

 一部の圃場では水不足による生育不良の傾

向は見られましたが、町内全体としては深刻

な状況ではないと判断しております。 

 また、１点目の、具体的な対策についてお

答えします。 

 町は、既存の農業用ため池や井戸だけでは

農業用水が不足する地区において、利用可能

な県や町管理の消雪井戸を渇水期間中に利用

できるよう、石川県をはじめとする関係機関

に働きかけし、一時利用を実施したところで

あります。 

 また、地区から提出された渇水対応に関わ

る関係経費の調査結果を精査した上で、国の

補助制度も活用しながら支援を検討していき

たいと考えておりますので、御理解と御協力

のほどよろしくお願いします。 

 次に、２点目の、収穫が少なかった場合の

補償についてのお答えをいたします。 

 町としては、収穫が少なかった場合の補償

は考えておりませんが、農業補償について

は、農業者が加入する農業保険制度として、

農業共済や収入保険が用意されております。

今後も稲作経営がしっかりと継続できるよ

う、米の高温対策について、町として石川県

や農協などと連携を取りながら、農業者に対

する支援を実施していきたいと考えておりま

すので、御理解と御協力のほど、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦議員 

○２番（三浦克欣議員） 町なりの具体的な

支援を行っておられるということで了解いた

しました。再質問はいたしません。 

 お米は、私たちの暮らしになくてはならな

いものであります。そのお米を生産する農家

さんを、町長の言葉もあったように、応援し

ていっていただきたいというふうに思ってい

ます。 

 お米の値段がすごく高くなっておりますけ

れども、個人的な見解ですが、今までは安過

ぎたのではないかというふうに思います。 

 昔、農家さんに御飯１杯70円というふうに

聞いたことがあって、これ、でも皆さん毎日

150円とか300円のコーヒーとかをコンビニで

買っていませんかという話で、比べると、本

当に今まで、もっともっとお米の値段が高く

てもいいのではないかというふうに、こんな

ことを言ったら怒られますけど、そこはまた

国であったり町の支援があればいいなという

ふうに、個人的には思っています。 

 中能登町は邑知地溝帯を有し、能登最大の

稲作地帯で、日本最古のおにぎりも出土して

おります。弥生時代から連綿と続く米文化を

継承してきた地域です。今回のお米の問題を

機に、お米の価値やその生産農家の方々を再

認識する、よい機会にできればというふうに

考えます。 

 そして、おにぎりの町中能登をどう、また

盛り上げていくかを考えながら、今回の一般
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質問を終わりたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、８番 土

本 稔議員 

  〔８番（土本 稔議員）登壇〕 

○８番（土本 稔議員） それでは、一般質

問最後となります。 

 この一般質問ですが、若い子らもよくユー

チューブで見とるそうであります。そういっ

た若い子から、町長を応援しとったんに、今

はけんかしとる、仲悪いんかと言われたこと

があります。なので、今回は優しく質問して

いきます。 

 では、社会教育施設について伺います。 

 ふるさと創修館やカルチャーセンター飛翔

内の図書室は、地震発生から１年９か月がた

とうとしておりますが、いまだに再開してお

りません。いつまで閉館した状態なのかと、

町民の皆様から声を伺います。 

 ふるさと創修館においては、８月の豪雨に

より施設の雨漏りが発生し、１階の通路がび

ちゃびちゃな状態でありました。２階の茶室

のベランダから侵入し、雨漏りしたのではと

伺いました。 

 雨漏りの原因の特定は難しいと思います

が、施設構造が鉄筋コンクリート造であり、

仮に躯体内部に水が浸入すると、躯体の強度

低下を招き、老朽化へと急激に進むのであり

ます。しっかり調査して対応しなくてはなり

ません。 

 今定例会では、補正予算内にふるさと創修

館の修繕費が計上されております。壊れた箇

所を直すのはよいのですが、場当たり的な対

応や修繕ばかりでは、施設の在り方や方向性

が全く見えないのであります。 

 次に、カルチャーセンター飛翔についても

閉館状態であり、地域住民から貸館業務だけ

再開してほしいとの要望で、現在、２階の空

調設備更新を実施しております。 

 今後の施設運営方針は未定であり、これも

また場当たり的な対応であり、施設の在り

方、方向性が全く見えないのであります。い

つまでこういう状況を続けるのか聞かせてい

ただきたい。 

 そもそも復興とは、壊れた箇所を修復する

という意味以外に、復興の興、興すの意味

は、新しく物事を始めることや、衰えたもの

を再び勢いづかせるという意味であります。 

 将来を見据えて、残す施設はこれとこれ、

壊す施設はこれと。ただし、残す施設は住民

サービスのさらなる向上へと導くような施

策、再び勢いづかせる創意工夫が必要であ

り、単に統廃合で壊すだけでは住民感情や住

民サービス低下につながり、とても納得や理

解ができないのであります。 

 では、質問です。ふるさと創修館及びカル

チャーセンター飛翔の施設の在り方、方向性

について伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ふるさと創修館及びカルチ

ャーセンター飛翔の施設の在り方について、

御質問にお答えします。 

 現在、ふるさと創修館については、図書館

や特別展示室が利用できない状態となってお

ります。また、カルチャーセンター飛翔で

は、２階空調設備の更新工事を進めておりま

すが、現在も休館となっております。 

 町では、公共施設等総合管理計画や個別整

備計画にあります施設の在り方について、課

題を一つ一つ解決しながら、町民の憩いの場

の創出のため、一日も早く開館しなければな

らないと認識をしております。 

 現時点では、施設の耐用年数など大規模改

修の時期も来ており、また、別の用途施設と

して何がよいものかを検討していることか

ら、今後の方向性も含め、もうしばらく時間

をいただければと考えておりますので、御理

解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） 一日も早く開館し

なければならないと認識しているとの町長の
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答弁ですが、震災からもうすぐ２年でありま

す。認識から実行へと、私は進むべき時期が

来ていると思います。 

 復旧・復興も確実に進んでおり、公費解体

率はおよそ80％と伺いました。少しずつ町並

みも変わり、改めて震災の爪痕の大きさを感

じるとともに、町長の公約である、明るく希

望が持てるまちづくりに着手する時期でもあ

ります。 

 何をするにも、批判や非難はつきものであ

ります。しかしながら、今こそ必要とされる

のは、決断と実行力であります。 

 では、ここでよく耳にする言葉、先ほど町

長の答弁にもありました総合管理計画・個別

計画であります。計画も大事なんでしょうけ

れども、計画ばかりを重視し過ぎて、結局何

も動いていないような気がするのは私だけで

しょうか。 

 2014年、まち・ひと・しごと創生法が制定

され、国が地方創生を推進してきました。こ

れにより、各自治体は地域の課題に応じた地

方版総合戦略を作成し、国が精査して交付金

や事業を決定する流れであります。 

 この地方創生事業、結局中身は計画ばかり

であって、課題を解決して成功しているとい

う事例は全国的に少ないのであります。実務

を担う皆さんのほうが、そう実感しません

か。 

 町長はよく、民間の知恵を借りてと話す場

面があります。借りることは悪いことではあ

りません。しかしながら、民間のほうが能力

が高いのではなくて、自治体は計画ばかりを

先行して、単に自由な発想にたどり着きにく

いと思うわけであります。 

 では、私の考える案ですが、まずはふるさ

と創修館については、曳山が展示してある点

などを考えて、郷土資料など特化した施設、

展示するだけではなく体験型や映像で、目で

楽しめる施設にリニューアルすればと考えま

す。 

 カルチャーセンター飛翔については、スポ

ーツセンターや芝生広場、プールなどが隣接

しており、スポーツに特化した施設が面白い

かなと思うわけであります。さらに、町が進

めている地域スポーツクラブの事務局を配置

すれば、なおいいですよね。しかしながら、

いざというときに避難所としての役割があり

ますので、その点を配慮して考えなくてはな

りません。 

 ふるさと創修館・カルチャーセンター両施

設にある図書室においては予約・取り寄せシ

ステムとし、ラフィア鹿島にある図書館に、

やはり機能を集約する。 

 また、ふるさと創修館にある図書の一部を

福祉施設ゆうゆうに、図書館コーナーを設置

する。カルチャーセンター飛翔にある図書の

一部を健康ハウス憩に移して、図書コーナー

を設置して施設の充実を図ると。 

 また、旧鹿島庁舎の別館に事務局があるシ

ルバー人材センターについていえば、耐震化

していない施設にいるのではなくて、福祉施

設ゆうゆうに事務所を移転する。そうすれ

ば、必然的に福祉施設ゆうゆうは毎日開館す

るわけであります。 

 震災を理由に課題を後回しできる言い訳っ

て、もう期限が迫っております。やるべきこ

とはたくさんあると思います。 

 では、再質問であります。 

 町長も先ほどから認識とおっしゃっていま

したけれども、私は認識から実行へ移る時期

です。 

 町民の皆さんや利用者に向けて、ふるさと

創修館及びカルチャーセンター飛翔の在り

方、方向性について来年度予算計上して、将

来像、青写真、こうなりますよという青写真

を作成して、町民に見える形で示すべきと考

えます。 

 今まで何も考えていなくはないはずであり

ます。開館に向けて課題を認識しております

が、具体的にどのような施設を考えられてい
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るのか伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 今後、具体的にどのような

施設を考えているのかでありますが、町内に

類施設が旧町単位で存在し、それをｻﾍﾞﾂする

形で考えております。 

 まず、ふるさと創修館については、曳山や

郷土資料など町の文化財を集約し、町民の教

養と文化の振興を図るため、郷土資料に特化

した資料館として考えております。 

 カルチャーセンター飛翔は、子供から高齢

者までが楽しめる施設として、アッピー広場

など、周辺施設を含んだ複合的な施設として

考えており、その施設管理には、現在進めて

いる総合型地域スポーツクラブの事務局に指

定管理をお願いできればと考えております。 

 また、新年度の予算計上でありますが、今

後事業を進めていく上では、まずは基本構想

などの方向性を示していく必要がありますの

で、予算化についても検討していきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） 検討するというこ

とでありますが、町長がよく財政状況、これ

は大事なことなので考慮しながらと言うとる

のであれなんですが、再質問、もう簡単に行

きます。 

 町長は問題を認識しながら、財政状況をど

のように考えて事業の有無を判断しているの

かなかなか難しい、分かりにくいということ

で、私は、選挙の公約には、幾つもの公約や

決意文などがありました。その中に、事業が

各種掲載されておりますが、やはりその財政

状況を考慮しながらというような文面は見当

たらないわけであります。 

 検討して、これからの明るいまちづくりを

したいということなんですが、答弁と公約を

足すと、財政状況を考慮しながら、明るい希

望が持てるまちづくりとなってしまって、具

体的にどんなまちづくりなんだと。結局何も

しないという意味にも捉えられてしまいま

す。 

 やはり施設の在り方、方向性、町民に示す

に当たり、この基本構想・基本計画なんです

が、町の財政状況を揺るがすとは思えないわ

けであります。 

 先ほど、方向性を示す必要があると答弁し

ておりましたが、表現がちょっと分かりにく

いと。ずばり再質問であります。来年度、す

るのかしないのか、はっきり答弁願います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 来年度は、カルチャーにお

いては今、エアコンの、２階においてやって

おります。今、この来年度予算にどういうふ

うな形で現れてくるかも分かりませんが、カ

ルチャーの子供たちの遊び広場も考え、さっ

き三浦議員からも出ました、この防災的な避

難所としてのこともしていかなければならな

いということで、これがどっちがいいのかと

いうか、どっちともすれば当然いいんでしょ

うけど、スポーツセンターも含めて考えて、

何らかの形で、来年度は予算化を進めてまい

りたいと思います。 

 創修館に至っては、一応、素案としては資

料館的にやっていくということをしています

ので、その経費的なものがどれくらいかかる

かということはまだ試算されておりませんの

で、それも来年度に向けて考えていく必要が

あるんじゃないかなということを思います。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） 私、何が言いたい

かといいますと、やはり何も見えない状況で

は説明ができないわけですね。こうなる、あ

あなると青写真ができて、いや、もっとこう

したほうがいい、地震のためにはこうなんや

という議論をすべきであって、今何もないよ

うな状況では、一旦壊れたところを直して、

雨漏りがあったらそこだけ直すと。そんなこ

とでは、復旧・復興という意味には当てはま
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らないかなと思うわけであります。 

 私は、鳥屋地区では、やはりふるさと創修

館は郷土資料館へ、鹿西地区ではカルチャー

はスポーツの施設へ、そして鹿島地区には温

浴施設、これが私が考える施設の融和であり

ます。 

 温浴施設の進捗状況などは12月定例会で伺

うことといたしまして、次の質問に移りま

す。不登校支援についてであります。 

 石川県内の公立小学校から高校で不登校に

なっている子供は、2023年でおよそ4,000人

となって、５年前の倍以上となっておりま

す。 

 馳知事は会見で、保護者の不安を解消する

ため、相談先となる施設や団体の一覧、支援

策などをまとめたガイドブックを作成したと

発表いたしました。とりわけ不登校になりや

すい時期は、夏休み明けが多いとのことで

す。 

 当町においても不登校支援を実施していま

すが、簡単に解決できる課題ではありませ

ん。何げない一言や言動が原因で、もしくは

いじめがあるかもしれません。誰一人取り残

さない学びを実現するため、質問いたしま

す。 

 不登校について、現状の支援状況と課題、

そして今後の支援について伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 不登校支援について、現

状の支援状況と課題、そして今後の支援につ

いての御質問にお答えいたします。 

 不登校の定義は、年間、病気・入院を除き

まして30日以上の欠席という定義がありま

す。そうした中で、文部科学省が令和５年度

に実施した不登校の実態調査によれば、全国

でおよそ34万6,000人、割合では小学校で

2.18％、中学校では6.71％となっておりまし

た。 

 当町におきましては、当時、小学校で18人

で2.31％と国よりも高く、中学校では26人で

5.64％と、国よりも低い状況でありました。 

 不登校の原因としましては、土本議員言わ

れましたように、学校や心身の乱れ、または

家庭の問題といった人間関係やいじめなどに

起因していると思います。 

 不登校対策として、まず町としまして、

国・県の事業であるスクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラーなどの配置によ

る相談体制の強化や、教育支援センターの利

用を進めております。 

 また、当町独自として、校内支援センター

として、通称ほっとルームという居場所づく

りを各学校に設置しました。このほっとルー

ムにつきましては、来年度は校外版ほっとル

ームということで、今、設置を検討しており

ます。 

 また近隣市町におきましては、学校外に個

別学習できる施設である教育支援センターと

して、七尾市にわかたけ、羽咋市にやすらぎ

教室などがあり、広域的な受皿として機能し

ており、わかたけのほうにつきましては当町

の生徒も行っておりますが、今後、当町の中

でもわかたけのような学習施設をつくってい

きたいと思っておりますし、もう一つは今後

の課題として、保護者を支援する場所がない

か、この二つを考えております。 

 何といいましても、子供は町の宝です。そ

ういった町の宝である子供たちが行きたいと

思える学校をつくっていきたい、そう思いま

す。 

 学校へ行って友達と話をするのが楽しい、

授業が楽しい、そんな学校づくりを一日も早

く進めていきたいですし、エネルギーを充電

できる場所としての学校の在り方を進めてい

きたいと思っております。 

 もちろん、今進めているフリースクールで

あったり、そういった学校以外の場所で学習

することは否定はしません。でも、できれば

友達と一緒に楽しく進めるような、そんな学
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校づくりを進めていきたいと思います。不登

校ゼロを目指して、チーム中能登で頑張って

いきます。 

 取組の成果が出るのはまだこれからである

と思いますが、近い将来、よい報告をしま

す。御理解のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） 教育長の熱い答弁

もありがとうございました。 

 不登校の児童生徒において、翌年、先生や

教育支援センター、スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカーの支援などによ

って登校する、または登校できるようになる

児童生徒が半数いるとも伺いました。 

 しかしながら、それ以上の速さで不登校児

童生徒が増加しているのが現状であります。

学校や教育センターと協力していくことが非

常に大切であります。 

 では、ここから、私が考える不登校支援で

あります。 

 鳥屋小学校150周年記念式典に参加したと

きであります。バレーボール元日本代表の選

手、木村沙織さんを招いての講演でありまし

た。何を感じたかといいますと、やはり鳥屋

小学校の先生たちの一体感、楽しい学校とい

う印象でありました。そうだ、まずここから

だと思ったわけであります。 

 不登校の居場所づくりも、それは大切であ

ります。児童生徒にとって、学校に行くとい

うその一歩が重く、大きく、行きたくても行

けない現状なのかもしれません。 

 私も、学生時代何が楽しかったのかと思い

出してみました。勉強は苦手で、授業のこと

はほとんど覚えておりませんけれども、思い

出すのは、やはり給食と体育祭や文化祭であ

ります。 

 現在、小中学校の保護者から伺ったのは、

学校の給食がおいしいと聞きました。これは

誠によいことだなと思うわけであります。 

 次に、体育祭や学校祭であります。そこで

私の提案の一つ目ですけど、町では各種団体

など、自主的に活動する団体に補助しており

ます。いわゆる四季のイベントですね。これ

を学校バージョンで支援するのであります。 

 毎年同じような企画になりがちである運動

会や学校祭をさらに楽しくするため、企画内

容によって町が費用を負担すると。教育長が

認める不登校支援につながるなら、私は20％

アップ、そんな企画をしてもいいのではない

か。 

 提案その２なのですが、いやいやそうでは

なくて、強制的に町から学校側に、運動会や

学校祭に対して、イベントの補助をするわけ

です。小学校なら30万円、中学校なら100万

円。楽しい学校づくりとして支給するのであ

ります。ただし、不登校支援につながること

や、全額使い切ることであります。 

 また、何がやりたいかといいますと、児童

生徒自ら不登校に向き合い、考える。同じ同

級生や仲間であって、同じ目線に立つことが

でき、問題の糸口を見つけられるかもしれな

い。大人や先生たちに聞こえないような、小

さな声が拾えるかも分からない。 

 ただ、授業で道徳の時間はあると思うんで

す。道徳の授業で机に座って、この不登校の

問題を考えても、新しい発想って生まれてこ

ないと思うわけであります。 

 これは私の経験であります。修学旅行の前

にテーブルマナーを教わりました。今そんな

んやっとるかどうか分かりませんけど、フォ

ークとナイフの使い方ですね。出された料理

を外側から取って、きれいにやりなさいとい

う食事のマナーのことですけど、ある生徒

が、修学旅行の前に左肩をけがしたわけであ

ります。修学旅行先のレストランでテーブル

マナーを実践するとき、彼は隅のほうに、食

べやすく切られた食事が提供されたわけであ

ります。 

 それに気づいた１人の生徒が、店員さんに
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大きな声で、箸を下さいと叫んだのでありま

す。さらに、私たちみんなが箸を下さいと叫

んだのであります。中には大きな声でお代わ

りと叫んだり、テーブルマナーとしてはかけ

離れてゼロ点だと思いますが、クラスの友情

が結束した瞬間でもありました。そんなこと

もあって、子供たちのために楽しいことをし

てほしいという意味であります。 

 では次に、不登校児童生徒の中には、先生

が嫌いという理由の子もいるそうでありま

す。先生からの何げない一言で不登校になる

場合もあると伺いました。自分も通ってきた

道です。 

 改めて私の仲間たちに聞きますと、嫌いな

職業、10代は教員、20代・30代は警察、40

代・50代は税務署。何か育ちが分かるような

気がしますけどね。いつの時代でも嫌われる

先生っているんです。しかしながら、嫌われ

るということも大事な役割なんです。 

 そこで、提案その三つ目。ここで登場する

のが鹿西高校の生徒さんです。 

 何年か前に、鹿西高校の生徒さんが中能登

中学校で勉強を教えておりました。そのとき

には、児童生徒にとって、高校生のお兄さん

やお姉さんのほうが新鮮で新しい学びとなる

かもしれない。また、高校生においてももち

ろん学びがあるし、教職員を目指すきっかけ

になるかもしれません。さらに、生徒の中に

は、鹿西高校へ進学するきっかけになるかも

分からない。 

 勉強を教えるだけではなくて、もちろん高

校生には特別支援学級や、先ほど教育長が言

われたほっとルームの先生など、希望者に応

じて担当していただきます。高校生とはい

え、やはり参加する高校生には謝礼をきちっ

と支払って、さらに科目を実践した生徒には

教育長から修了書を交付すると。名づけて中

能登師範塾であります。 

 基本、学校は勉強する場所であります。も

ちろん学力は高いほうがいいし、英語もでき

たほうが、それはよいのであります。グロー

バル化の進展によって、国際共通語である英

語力の向上は日本の将来にとって極めて重要

であると、文科省のホームページに書いてあ

りました。 

 そんな難しいことは私は分かりませんけれ

ども、ただ分かることは、トランプ政権が誕

生して、アメリカファーストの名の下に、各

国、トランプ関税という追加関税が大きな話

題となり、経済力や軍事力など、世界の中心

がアメリカであると、印象的でした。 

 日本は財源がないとはいいながら、アメリ

カに国家規模の80兆円を投資すると発表した

わけであります。やっぱり英語って大事です

よねと思うわけであります。 

 脱線しましたがね。不登校支援について、

いろいろな対応は必要であります。やはり行

きたくなる学校づくり、楽しい学校づくりが

登校のきっかけとなったり、これ以上不登校

を増やさない支援と考えるわけであります。

大事なのは、明るい環境下で笑顔で迎え入れ

るということかなと思うわけであります。 

 では、最後に再質問でありますが、教育長

に伺います。 

 不登校児童生徒たちは、やはり心や気持ち

の問題が大きな要因だと思うわけでありま

す。執行部がつくった原稿を読むのではな

く、教育長側も、不登校支援についての思い

を再度伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

○林 大智教育長 土本議員の再質問にお答

えいたします。 

 先日、修学旅行がありまして、２年生が行

ったんですが、その中に学校に行けなかった

不登校の子が何人か行きました。帰ってき

て、楽しかった、再登校しました。そういっ

た行事って大事だと思うんです。 

 土本議員が言われましたように、財政のほ

うと話をしながら、そういった行事にお金を

かけられるような、こんなことができるぞと
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いうことを子供たちが考えて自分たちでつく

れるような、そんな行事を増やしていければ

なと思っています。 

 もう一つです。鹿西高校なんですが、実は

昨日、鹿西高校の高校生、それから先生方が

来て、先生の鹿西高校の出前授業。子供た

ち、それから高校生とのふれあい授業を行い

ました。やっと、やってくれたかなと思って

います。 

 そういったことの数を増やしながら、先輩

格好いいよな、鹿西高校いいよな、そういっ

たふうな学校づくりをしていって、とにかく

魅力発信をして、学校に行ったらほっとでき

るぞ、いいことあるぞ、そんな思いになるよ

うなまちづくりをしていきます。御協力お願

いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） そういった楽しい

行事を増やしてあげて、それでも不登校ゼロ

を目指して取り組んでいただきたいなと思う

わけであります。 

 しかしながら、提案は私の一方的な思いや

考えであって、やはりちゃんとした教育委員

会がありますので、教育委員会の人らとまた

議論して、進めていただきたいなと思うわけ

であります。 

 でも、先ほど言った私の提案ですが、多く

の費用がかかる提案ではないわけでありま

す。しかしながら、不登校支援について多額

の費用を出しても解決するという問題でない

ことも、十分分かっておるわけであります。 

 でも、ある保護者がぽつりと一言。幾ら借

金をしてでもいい、学校に行ってほしいとつ

ぶやきました。これは保護者の本音だと思う

わけであります。 

 こういった問題は、学校現場だけではない

わけであります。決算委員会で、職員の健康

診断の実施、一般健診、ストレスチェックな

ど、職員の健康保持・増進に取り組むとあり

ます。しかしながら、ストレスなのかは分か

りませんけど、長期休養をしている職員が数

名いるということを伺っております。 

 災害応援職員の方々も、懸命に業務に努め

ておりながら、本体の職員が長期休暇してい

るよう状況では、復旧・復興という言葉が、

悲しいことに、なかなか心に響かんわけであ

ります。 

 今、大相撲が開催されております。横綱大

の里の代名詞、唯一無二であります。意味

は、ほかに代わりがなく、ただ一つしか存在

しないこと。よく褒め言葉で使われるわけで

あります。 

 児童生徒、全ての人々が唯一無二の存在で

あって、ちょっと前にありました紅白歌合戦

で歌われました、世界に一つだけの花。歌の

歌詞で、ナンバー１にならなくていい、特別

なオンリーワンと。私はそれでいいかなと思

うわけであります。 

 誰一人取り残さない学びの実現に向けて取

り組んでいきましょうと言って、最後の質問

に行きます。 

 最後の質問です。保育園の空調設備につい

て伺います。 

 近年、異常気象なのか、それとも地球温暖

なのか分かりませんけど、まだ暑さが残る季

節であります。今では真夏日、猛暑日、酷暑

日、さらに炎暑日なんていう呼び方もあるそ

うであります。 

 今定例会で、中学校アリーナ棟の空調設備

事業が計上されております。中学校は避難所

としての役割もあり、導入は否定しません

が、屋内運動場という体育館の空調設備に関

して、体が小さく、自己管理が難しい小学校

から先に導入するのが本来の順番ではなかろ

うかと思うわけであります。 

 では、さらに小さい園児たちが通う保育園

について調べてみますと、遊戯室に空調があ

る保育園は一つ、さくら保育園のみでありま

した。ほかの保育園は、気温や湿度、それぞ

れ園長先生らが計測しまして、28度以上では
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使用しないとのことであります。子育ての充

実といいながら、これでいいのか、中能登町

であります。 

 保育園遊戯室の空調設備導入について伺い

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 保育園の空調設備の導入に

ついて、御質問にお答えいたします。 

 町内五つの保育園の遊戯所は、さくら保育

園を除き空調設備が未設置であり、暖房設備

があるのみで、冷房機能は備わっていないの

が現状であります。 

 近年の夏は異常な猛暑が続き、連日熱中症

警戒アラートが発令するなど、子供たちの活

動が制限される場面や、体調面での影響が懸

念されており、子供たちが日々安心して快適

に過ごせる保育環境を整備することは、非常

に重要であると認識をしております。 

 遊戯室の空調設備の導入につきましては、

子供たちの活動環境を向上させる有益な取組

であると考えておりますので、施設の現状や

設置費用などを十分に精査した上で、設置に

向けて前向きの検討を進めたいと思います。 

 今後も、子供たちの穏やかな成長と保護者

の安心につながる保育環境の整備に努めてま

いりますので、御理解と御協力をよろしくお

願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） 私も保育園に行っ

てまいりました。園長先生から伺いました

が、28度以上になる時間をﾀｴﾚﾊﾞ使用しなく

て、エアコンのある部屋で活動していると伺

いました。中でも今年は暑くて、６月中旬か

ら、９時30分以降、温度が高いので使用して

いないとのことであります。 

 保育園の活動時間の始まりは９時からだそ

うであります。つまり、遊戯室を使用する時

間は僅か30分であります。園長先生は、遊戯

室で汗をかきながら、保育園の運動会に向け

た練習とかについて、大変苦労しているとい

うお話をされました。 

 やはり、先ほど前向きに検討するというお

話でしたが、前向きに検討するどころか、も

うやらなくちゃならんことやと、私はそう思

うわけであります。それを後回しにするよう

では、やはり、これでいいのか、中能登町で

あります。 

 これから精査して検討していくというお話

もありました。しかしながら、仮にですけれ

ども、当初予算に計上した場合、入札を経て

エアコンが使用できるまででは、夏は終わっ

てしまうと。設置するのであれば、もうやる

ならやる、するならすると決めてしまって、

やらなくちゃならん。ただし、保育園が五つ

あって一つしかないという、そんな不公平な

ことをしてもいかんわけであります。 

 以前なら、このような暑い日が続くことも

少なかったんでしょうけれども、今ではやは

り物すごく暑い日が続いておりますので、や

はり前倒しでもやるべきだと思うわけであり

ます。 

 エアコンの設置について、保育園の民営化

とか統廃合、いろんな問題はあると思いま

す。エアコンの設置について調べてみます

と、レンタルやリースがあると伺いました。

修繕や維持費、いろんなこと考えたら、リー

ス、レンタルのほうがいいのかも分かりませ

んし、現場の状況や、もちろん経済ﾋｶｸも必

要でありますが、選択肢の一つかなと思うわ

けであります。 

 リースの対応でありましたら補正予算での

対応でも可能かなと思いますし、思い切って

設置というのもありなのかも分かりません。 

 再質問でありますが、前向きに検討すると

いう答えなんですけど、最初の問題として、

するのか、しないのか、この点について伺い

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 一応、来年の夏までに間に

合わせるということになれば、例えば随時会
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議なり、10月、11月のその場所で予算計上し

て確定すれば、来年の夏までにはできる可能

性はあります。 

 ただ、やっぱり今、一番は、もう私はすれ

ばいいと思っております、子供たちのため

に。ただ、この避難所とか、そういういろん

なところで、例えばこれからどういう災害が

起こるか分かりませんので、やはり衛生的な

環境のことも含めて考えていかなければなら

ないということも一つあると思います。 

 やっぱりいろんな人が入ってこられてとい

うようなことになるかも分かりませんので、

その辺も含めて慎重に、衛生環境も、いろん

なウイルスが入ってくる可能性も考えられま

すので、その辺をちょっとしっかりと考えな

がら、今、来年の夏までにできるような対策

を講じていきたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 土本議員 

○８番（土本 稔議員） 来年、子供たちの

ために随時会議、臨時会議することは別に誰

一人文句も言わないし、少しでも快適な環境

で子供たちが学べれば、それにこしたことは

ないわけであります。 

 しかしながら、先ほど町長が答弁していま

した、いろんなウイルスどうのこうの、危険

性があるとはおっしゃっておりましたが、そ

うしたら、今ある一つのさくら保育園はどう

なんだということになってしまいます。やは

り地域に通う子供たち、エアコンがあるとこ

ろ、ないところ、それはつくってはいかんわ

けであります。 

 やはり皆さん平等に預かって、施設の快適

さ、そして学びの充実を図っていただきたい

なと思いまして、私の全ての一般質問を終わ

ります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（南 昭榮議員） 以上で、本日の日

程は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。御苦労さ

までした。 

           午後０時03分 散会 
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  ○職務のため出席した事務局職員 

    議会事務局長  山 邉 浩 久     書    記  北 野 勝 之 

    議会事務局長補佐  神 保 悦 子 

 

  ○議事日程（第４号） 

    令和７年９月24日  午後３時00分開議 

 

   日程第１ 議案第11号 中能登町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい 

              て 

 

        議案第12号 中能登町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び中能登町職員 

              の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第13号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向 

              上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会 

              形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

              に関する条例について 

 

        議案第14号 中能登町議会議員及び中能登町長の選挙における選挙運動の公費 

              負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第15号 令和７年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第16号 令和７年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

        議案第17号 令和７年度中能登町介護保険特別会計補正予算 

 

        議案第18号 令和７年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算 

 

        議案第19号 令和７年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

 

        議案第20号 令和７年度中能登町水道事業会計補正予算 

 

        議案第21号 令和７年度中能登町下水道事業会計補正予算 

 

        議案第22号 中能登町過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

        議案第23号 町道路線の認定について 

 

        認定第１号 令和６年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

        認定第２号 令和６年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

              いて 
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        認定第３号 令和６年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

 

        認定第４号 令和６年度中能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

              いて 

 

        認定第５号 令和６年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定 

              について 

 

        認定第６号 令和６年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算認 

              定について 

 

        認定第７号 令和６年度中能登町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 

        認定第８号 令和６年度中能登町下水道事業会計歳入歳出決算認定について 

 

                          （委員長報告・質疑・討論・採決） 
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   （追加日程第１） 

 

        議案第24号 物品購入契約の締結について（令和６年度新しい地方経済・生活 

              環境創生交付金防災倉庫購入事業） 

 

        議案第25号 物品購入契約の締結について（令和６年度新しい地方経済・生活 

              環境創生交付金避難所備蓄品購入事業） 

 

        議案第26号 物品購入契約の締結について（令和７年度在宅複合施設「ほのぼ 

              の」特殊浴槽購入） 

 

        議案第27号 物品購入契約の締結について（令和７年度在宅複合施設「ほのぼ 

              の」送迎用福祉車両購入） 

 

        議案第28号 工事請負契約の締結について（令和７年度災害復旧事業（令和６ 

              年災）黒氏地区揚水機（4070-6023）復旧工事） 

 

                          （提案理由説明・質疑・討論・採決） 
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           午後３時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） 御苦労さまです。 

 12番 坂井幸雄議員から自宅療養のため欠

席届が提出されていますので報告します。 

 甲部議員は少し遅れて入るようでございま

すので、よろしくお願いします。 

 ただいまの出席議員数は10名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 諸般の報告をいたします。 

 ９月８日に総務建設常任委員会が開催さ

れ、坂井副委員長の辞任に伴い、新たに合田 

宏議員が副委員長に選任されました。 

 また、９月10日に議会運営委員会が開催さ

れ、坂井幸雄委員長の辞任に伴い、新たに甲

部昭夫議員が委員長に選任されました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 
○議長（南 昭榮議員） 日程第１ これよ

り、本定例会議から付託をしておりました議

案第11号から議案第23号まで及び認定第１号

から認定第８号までを、一括して議題としま

す。 

 以上の案件に関し、各委員会における審査

の過程及び結果について、各常任委員会委員

長の報告を求めます。 

 最初に、総務建設常任委員会 合田 宏副

委員長 

  〔総務建設常任委員会副委員長（合田  

   宏議員）登壇〕 

 総務建設常任委員会における審査の過程並

びに結果について御報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は議案６

件であり、説明を求め、慎重に審査いたしま

した。 

 付託された議案についての質疑、意見など

は特にございませんでした。 

 討論、決議の結果、当委員会に付託されま

した議案第11号から第14号、第23号の５件に

ついては、全会一致で可決。議案第22号 中

能登町過疎地域持続的発展計画の変更につい

ては、賛成少数で否決いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で、総務建設常任委員会からの審査結

果の報告を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、予算決算常

任委員会 笹川広美委員長 

  〔予算決算常任委員会委員長（笹川広美 
   議員）登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（笹川広美議

員） 予算決算常任委員会における審査の過

程並びに結果について御報告いたします。 

 まず、今定例会議にて付託されました補正

予算に係る案件は議案７件であり、執行部か

らの説明を求め、慎重に審査をいたしまし

た。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 

 議案第15号 令和７年度中能登町一般会計

補正予算について、歳出第３款民生費、社会

福祉事業の委託料660万円について質疑があ

り、執行部からは、令和４年12月に閉鎖した

デイサービスセンターいこいを改修するため

の設計業務委託で、ひきこもり者や不登校児

の支援として、いつでも気軽に相談できる場

所、安心して過ごせる家や学校以外の居場所

の整備と一体的な支援が行えるよう、施設を

改修し、支援拠点として整備するものであ

る。 

 また、災害時には、障害児や障害者が安心

して避難できるよう、福祉避難所としての機

能を持たせ、有効活用するとの説明を受けま

した。 
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 さらに委員から、教育委員会やほかの部署

との連携についても質疑があり、これまでも

教育委員会、こども家庭センター、ひきこも

り相談支援の委託先である２つの事業所と協

議を重ねており、今後も情報共有しながら検

討を進めていくとの説明を受けました。 

 以上、付託を受けた補正予算に係る議案７

件は、全会一致で可決いたしました。 

 続いて、決算認定における審査の過程並び

に結果について報告いたします。 

 今定例会議にて付託されました決算認定に

係る案件は、令和６年度中能登町一般会計歳

入歳出決算並びに各特別会計決算水道及び下

水道事業会計決算認定の８件であり、９月10

日、11日、12日の３日間にかけて委員会を開

催して審査を行い、12日の午前中は現地確認

を行いました。 

 全体指摘事項として、次のようにまとめま

した。 

 令和６年能登半島地震から約１年半が経過

し、復興に向けた取組やインフラの復旧が

徐々に進んでいることが見え、復興に係る費

用においても、地方特例交付金や国庫支出金

が昨年に比べ増加してはいるが、それでもな

お、町負担は大変大きなものと考える。 

 依然として燃料価格や物価高騰による影

響、加速化する人口減少など先行きが不透明

な状況は変わらず、厳しい財政運営が懸念さ

れ、その対応が強く求められている。 

 こうした中、将来を見据えた持続可能な財

務体質を保持していくためにも、引き続き

国・県の動向を注視しながら情報収集を行

い、財源等を確保するとともに、事務事業の

優先度や緊急度を的確に精査し、限られた財

源の中で創意工夫を凝らした質の高い行財政

運営、健全化に努め、当委員会での審査の過

程における指摘、意見、要望事項を踏まえ、

今後の予算編成につなげていくことを求め

る。 

 それでは、審査の過程における質疑、意見

など、主なものについて報告いたします。 

 一般会計歳入決算の状況について、給食費

の収入未済額103万1,565円について質疑があ

り、執行部からは、過年度分の給食費の未納

分で、少しずつではあるが減少している。引

き続き、公平性の観点から、滞納整理に努め

ていくとの説明を受けました。 

 次に、一般会計基金残高の状況において、

財政調整基金が令和５年度から令和６年度に

かけて約10億2,400万円減り、残高が約37億

6,800万円となった。このように非常に厳し

い状況が続いていくと想定されることから、

今後の見解について質疑があり、執行部から

は、事業を実施していくということは、町の

負担があり財源が必要となることから、事業

の優先度合いをつけながら進めていく必要が

あると考えるとの説明を受けました。 

 次に、歳出において、第２款総務費、行政

サービス庁舎管理事業について、行政サービ

ス庁舎の能登わかば農協鹿西支店が入ってい

た箇所を、中能登町農業活性化協議会が利用

しているとのことだが、今後の方向性の見解

について質疑があり、話合いをしているもの

の結論は出ていないが、有効に活用できるよ

う検討していくとの説明を受けました。 

 次に、同じく総務費、企画総務費のふるさ

と応援寄附金受付及び返礼品事業について、

能登半島地震後、ふるさと納税は一時的に増

えたが、減少に転じているため、新しい抜本

的な作戦を立て、ふるさと納税が増加するよ

う努めてほしいと意見があり、執行部から

は、新商品を開発するため、昨年度から参加

していただいた日本おにぎり協会の中村さん

とアドバイザー契約し、新商品の開発に向

け、事業を進めている。ふるさと納税協力者

の継続や新規寄附者の獲得を目指していきた

いとの説明を受けました。 

 次に、同じく総務費、結婚推進事業若者等

出会いの場創出推進事業について質疑があ

り、執行部からは、結婚推進員の方と相談し



－111－ 

て、いろいろなイベントを試行錯誤しながら

企画している。引き続き、若者や独身の方の

出会いの場の提供や支援を推進していくとの

説明を受けました。 

 次に、同じく総務費、地域おこし協力隊事

業の活動が把握しづらいため、事業内容が分

かるよう情報発信に努めてほしいと意見があ

り、執行部からは、不定期ではあるが、広報

なかのとに活動報告を掲載している。さらに

認識していただけるよう、情報発信に努めて

いくとの説明を受けました。 

 次に、第３款民生費、地域包括支援センタ

ー事業費の指定介護予防支援について、要介

護認定の申請をしたが、要支援１、２の認定

を受けられなかった方への支援について質疑

があり、執行部からは、要支援１、２の認定

にならなかった方は非該当となるが、町では

要支援１、２及び非該当者を対象に、生活機

能の低下を早期に発見、早期に対応し、要介

護状態となることを予防するための各種事業

を行っているとの説明を受けました。 

 次に、同じく民生費、児童福祉事務事業の

出産祝い金支給事業で、第５子以降出産され

た方が４人おいでるが、祝い金の上限である

50万円を撤廃し、第６子なら60万円、第７子

なら70万円と祝い金を支給し、子育て世帯を

応援し、子育て環境の充実に取り組んでほし

いと意見がありました。 

 次に、第４款衛生費、母子保健事業、不妊

治療費助成について、助成に力を入れ、成果

を出している自治体もあるようだが、支援体

制を強化する考えはないかとの質疑があり、

中能登町でも相当の支援はしているが、助成

額については、今後考えていかなければなら

ない課題であるとの説明を受けました。 

 次に、同じく衛生費、公衆衛生事業の狂犬

病予防事業で、予防注射の未接種の犬が123

頭もいるが、飼い主への対応について質疑が

あり、執行部からは、接種の必要性を広報等

で周知し、予防接種を受けるよう啓発してい

るとの説明を受けました。 

 次に、第７款商工費、観光振興費、古民家

旧丹後邸について、以前は少ないながらも利

用があったが、能登半島地震で被害を受けた

後は全く利用されていない状況である。修繕

に多額の費用を要すると思慮されるが、今後

の方針について質疑があり、執行部からは、

文化庁と協議を進めており、今後について

は、町の未来ビジョン等も含め検討していき

たいとの説明を受けました。 

 次に、第８款土木費、住宅建築物耐震改修

等促進事業の住宅耐震化事業について質疑が

あり、石川県の制度が拡充されたことに伴い

町の補助額を見直すもので、昭和56年５月31

日以前の住宅の耐震改修費への補助金は、限

度額を210万円、能登半島地震で被災した住

宅の耐震改修工事などへの補助金は限度額

310万円と、県内でも上位クラスの補助をし

ている。 

 ７月から町ホームページや広報等で周知を

しているが、町民の皆さんへきちんと情報が

届けられるよう、さらに周知をしていきたい

との説明を受けました。 

 次に、第９款消防費、防災対策費の自主防

災組織リーダー育成事業で、防災士の組織づ

くりについて質疑があり、地区ごとに防災士

の組織体をつくり、その組織体により町防災

士会が成り立つような仕組みにしていきたい

と考えている。まずは組織の改革からという

ことで、町防災士会の役員会へ、町としてア

ドバイスなどしているとの説明を受けまし

た。 

 次に、第10款教育費、社会教育活動推進事

業費のコミュニティスクール事業、部活動地

域展開で、外部指導者を導入した部活動につ

いて、19部活中13部活において外部指導者が

導入されているが、導入されていない６部活

は導入の見込みがあるかと質疑があり、調整

はしているがなかなか難しい状況であるが、

全ての部活において導入されるよう進めてい
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くとの説明を受けました。 

 以上、主な質疑、意見などであります。 

 それでは、審査の結果について報告いたし

ます。付託を受けた認定第１号から認定第８

号の認定８件、一般会計歳入歳出決算認定、

各特別会計並びに水道及び下水道事業の歳入

歳出決算認定は、全会一致でそれぞれ認定を

いたしました。 

 最後に、報告をいたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で、予算決算常任委員会からの報告を

終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 以上で、各常任委

員会の委員長報告が終わりました。 

 これより、各委員長報告に対する質疑を一

括して行います。 

 質疑のある方は御発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（南 昭榮議員） これより、議案第

11号から議案第23号まで及び認定第１号から

認定第８号までについて、一括して討論を行

います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ５番 澤 良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） 私は、議案第22号 

中能登町過疎地域持続的発展計画の変更につ

いて、以下５点により、反対の立場から討論

をいたします。 

 重要な案件につき、丁寧に御説明いたしま

す。 

 １、目的と効果の乖離。 

 第１に、本計画の目的と効果が大きく乖離

をいたしております。本来の目的は、過疎地

域の持続的発展を推進し、住民生活の質を高

めることであるはずです。 

 ところが、説明に示された見込める効果に

ついては、専ら過疎対策事業債、いわゆる過

疎債を活用できるという財源面に偏っており

ます。住民の暮らしや地域社会の未来が置き

去りにされ、うまく借金をするための計画と

映りかねません。 

 ２、見直しと新規追加の矛盾。 

 第２に、本件は昨年９月に議会で承認をさ

れた内容の一部見直しと説明をされておりま

す。しかし、実態は12件の新規事業の追加で

あり、既存事業の検証や改善は示されており

ません。 

 これでは見直しではなく、積み増しにすぎ

ず、昨年度の承認内容との整合性を欠くもの

でもあり、議会への説明もありません。 

 ３、事業選定理由の不明確さ。 

 第３に、今回追加された事業がなぜ今年度

になって必要とされたのか、その理由や優先

順位が全く示されておりません。昨年からの

継続課題や住民要望との関係性も不明であ

り、行政の恣意的な判断による帳尻合わせに

見えます。 

 ４、主体性の欠如。 

 第４に、手続上、石川県との事前協議を継

続と記されております。しかし具体的に何を

協議しているのか、町としてどのような主体

的提案を行ったのかが全く示されておりませ

ん。これでは、町独自の将来像を描いた主体

的計画とは言えず、県追随の依存的姿勢にと

どまっております。 

 ５、計画の透明性の不足。 

 第５に、計画の透明性が欠けております。

本計画は、令和３年度から７年度までの５年

間とされておりますが、その途中で度重なる

部分改正が繰り返され、実態は新規事業の積

み増しばかりです。 

 中間評価や整合性に関する説明はなく、住

民や議会に対する説明責任を果たしておりま
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せん。これでは、計画が羅針盤としての役割

を果たせず、信頼性を大きく損ねておりま

す。 

 最後になりますが、財源の上、反駁しま

す。賛成側からすれば、もし否決されれば町

の自己負担が３割で済む過疎債が使えず、町

単独財源で12の事業を賄うことになり、持出

し分、財政が悪化するとの意見が出ることが

予想されます。これは一見もっともらしく聞

こえますが、あまりにも短絡的で説得力に欠

ける論法です。 

 本件は、令和３年度から７年度までの５か

年計画であり、本年度で最終年度を迎えま

す。にもかかわらず、これまでの進捗や成果

について質問しても、明確な答弁はありませ

ん。実態は、毎年追加ばかりの積み増し計画

との判断をせざるを得ません。 

 現状、我が町は、震災からの復旧・復興プ

ランも急がれる中、今回の12の新規事業につ

いても選定理由は不明確であり、実際に実行

される保証すらありません。そのような計画

の不備を覆い隠すために財源論を前面に出す

とすれば、それは正しい議論とは言えませ

ん。 

 今問われているのは、うまく借金を活用で

きるかではなく、どこまでの借金をして取り

組むに値する計画か、優先順位はどうか、中

長期的に見て住民にとってどこまで必要なの

か。また、町の将来に責任を持てる内容なの

か、その中身と正当性こそが、私たち議会が

審議すべき核心です。 

 以上、５つの問題点と財源論の限界を踏ま

え、私は本件に反対をいたします。議員各位

の賢明な御判断の下、御賛同いただきますよ

うお願い申し上げ、私の反対討論といたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

 ８番 土本 稔議員 

  〔８番（土本 稔議員）登壇〕 

○８番（土本 稔議員） それでは、議案第

22号 中能登町過疎地域持続的発展計画の変

更について、私は賛成討論をいたします。 

 中能登町は、人口減少により、令和４年４

月から、町内全域が過疎地域として国から指

定されました。 

 当然、人口が減少すれば現状の行政サービ

スの維持・継続が困難になっていくことは明

らかであり、持続的な行政運営を目指すため

に、過疎地域持続的発展計画があるわけであ

ります。 

 この計画に必要な事業を盛り込むことで、

その事業に有利な交付税措置を受けることが

できます。それが過疎債を活用できるという

側面であります。 

 では、この過疎債でありますが、充当率

100％であり、そのうち交付税措置が70％で

あり、自己負担30％で事業ができ、財政力の

弱い自治体にとって、過疎債は重要な財政支

援策でもあります。 

 今回追加される事業は、町単土地改良事

業、地域要望事業、学校・教育関連施設に関

する事業、そして社会教育施設の改修事業な

ど、やらなくてはならない大切な事業の追加

であります。 

 町民の皆様の幸せを第一と考えたとき、将

来の中能登町を描こうとしたとき、いま一度

胸に手を当て、よく考えていただきたい。今

後の持続的な行政及び財政運営において、今

回の計画改正は大変重要であるということを

御理解いただけますよう、議員各位の御賛同

をお願い申し上げて、私の賛成討論といたし

ます。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に反対

者の発言を許します。 

 ７番 尾田良一議員 

  〔７番（尾田良一議員）登壇〕 

○７番（尾田良一議員） 議案第22号 中能

登町過疎地域持続的発展計画の変更につい
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て、私は以下の３点の理由から、この議案に

は反対するものです。 

 第１点目、今年３月まであった中山間地域

への補助がなくなり、イノシシによる被害が

再び増えている。これでは、一生懸命汗水垂

らして農業に励んでいる人たちを置き去りに

していると言われてもしようがないのではな

いか。 

 第２点目、トキの放鳥に関して、相乗効果

を期待して、トキの町中能登、そして世界遺

産に登録された町中能登といった内容で、中

能登町民にも積極的に町が世界農業遺産であ

るという意識の覚醒を促したい。 

 翻って、それを契機にこのままでよいとい

った町の、もちろんこのことは日本国全体に

も当てはまることではありますが、これまで

の市政を打破し、積極性を示すための契機と

してもらいたい。攻撃は最大の防御でありま

す。 

 続いて、第３点目です。教育の復興に関し

てであります。 

 戦後の教育においてなおざりにされてきた

教育理念、日本人どうあるべしを考える議論

の場が必要なのではないかと思うのでありま

す。 

 この件に関しては、以前一般質問でも修身

に関連して取り上げたことがあるのですが、

どうもその点がはっきり見えてこない。 

 議案第22号 中能登町過疎地域持続的発展

計画の変更についての166ページに述べられ

ている項目はハード面での整備のみであり、

付け焼き刃的側面、言ってみれば見かけは立

派でも内容が薄いということであります。 

 やはり長期的に、そして本格的な展望に立

って議論するためには、ハードとソフトの両

面を同レベルで議論することが大切だと思う

のであります。 

 経営の神様松下幸之助は、熱意とともに人

をつくることが大切だと述べています。さら

に西郷隆盛も、功ある者には禄を与え、徳あ

る者には地位を与えよと言って、人間の内面

の重要性を説いています。 

 どうしても技術の進歩、すなわちハード面

があまりにも目立ち過ぎて、昨今の我々は教

育の根本を、ややもすると忘れがちになるの

ではと危惧するところであります。 

 以上のことから、私は議案第22号に対して

は反対であります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許可します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に反対

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、採決を行います。 

 議案第11号から議案第14号までの条例関係

の議案４件について、一括して採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第11号から議案第14号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第15号 

令和７年度中能登町一般会計補正予算につい

て採決をします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 
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 本件は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第15号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第16号

から議案第21号まで、補正予算関係の議案６

件について、一括して採決をします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第16号から議案第21号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第22号 

中能登町過疎地域持続的発展計画の変更につ

いて採決をします。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、否決であり

ます。 

 したがって、原案について採決を行いま

す。 

 議案第22号については、原案のとおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第22号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第23号 

町道路線の認定について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第23号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、認定第１号

から認定第８号まで、決算認定８件を一括し

て採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り認定であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、認定第１号から認定第８号は、原

案のとおり認定されました。 

 

 ◎追加日程 
○議長（南 昭榮議員） お諮りします。 

 ただいま宮下町長より、議案第24号から議

案第27号の物品購入契約の締結について、議

案第28号 工事請負契約の締結について、以

上の議案５件が提出されました。 

 これを日程に追加し、直ちに議題としたい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第24号から議案第28号を日程

に追加し、直ちに議題とすることに決定しま

した。 
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 議事日程を配付しますので、暫時休憩をし

ます。 

           午後３時36分 休憩 

 

           午後３時36分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（南 昭榮議員） 追加日程第１ 

 議案第24号から議案第28号を一括して議題

といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日、追加提案いたしまし

た議案につきまして、その概要を説明いたし

ます。 

 議案第24号 物品購入契約の締結について

であります。 

 令和６年度新しい地方経済・生活環境創生

交付金防災倉庫購入事業につきましては、９

月17日に７者による指名競争入札を執行した

結果、1,819万1,250円で株式会社ロッキーに

落札を決定し、仮契約の締結をしたものであ

ります。 

 次に、議案第25号 物品購入契約の締結に

ついてであります。 

 令和６年度新しい地方経済・生活環境創生

交付金避難所備蓄品購入事業につきまして

は、９月17日に８者による指名競争入札を執

行した結果、3,990万8,000円で有限会きたい

ちに落札を決定し、仮契約の締結をしたもの

であります。 

 次に、議案第26号 物品購入契約の締結に

ついてであります。 

 令和７年度在宅複合施設「ほのぼの」の特

殊浴槽購入につきましては、９月３日に５者

による指名競争入札を執行した結果、824万

8,900円で冨木医療株式会社に落札を決定

し、仮契約の締結をしたものであります。 

 次に、議案第27号 物品購入契約の締結に

ついてであります。 

 令和７年度在宅複合施設「ほのぼの」の送

迎用福祉車両につきましては、当該仕様の車

両を取り扱える事業者が１者のみであったこ

とから、９月17日に見積り徴収を実施した結

果、1,131万9,490円で石川日産自動車販売株

式会社に決定し、仮契約の締結をしたもので

あります。 

 次に、議案第28号 工事請負契約の締結に

ついてであります。 

 令和７年度災害復旧事業、令和６年債黒氏

地区揚水機（4070－6023）復旧工事につきま

しては、９月11日に２者による一般競争入札

を執行した結果、5,170万円で株式会社ホク

コク地水に落札を決定し、仮契約の締結をし

たものであります。 

 以上、本日追加提案いたしました議案につ

き御説明申し上げましたが、議員各位におき

ましては慎重なる御審議の上、適切なる議決

を賜りますようお願いを申し上げまして、提

案理由の説明を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 議案第24号から議案第28号について、一括

して質疑を行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 議案第24号から議案第28号については、会

議規則第35条第３項により、委員会付託を省

略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第24号から議案第28号は委員
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会付託を省略します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（南 昭榮議員） これより、議案第

24号から議案第28号について、一括して討論

を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に賛成

の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、議案第24号から議案第28号まで

の議案５件を、一括して採決をします。 

 お諮りします。 

 議案第24号から議案第28号は、原案のとお

り決定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第24号から議案第28号は、原

案のとおり決定されました。 

 以上で、本日の定例会議に付議をされまし

た議案の審議は全て終了いたしました。 

 これをもって、令和７年度中能登町議会９

月定例会議を散会いたします。御苦労さまで

した。 

           午後３時43分 散会 
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